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概況 
 

１ 趣旨 

「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）、「今後の行政改革の方針」（平成 16 年 12 月 24 日閣議決定）及

び「行政改革大綱」（平成 12 年 12 月１日閣議決定）については、毎年度その実施状況に関するフォローアップを行い、その結

果を行政改革推進本部に報告し、公表することとされている。このため、行政改革の現在の実施状況を平成 18 年３月 31 日時点

で今回のフォローアップとして取りまとめた。 
 
２ フォローアップ結果の概況 

「行政改革の重要方針」については、同重要方針に定める政策金融改革、独立行政法人の見直し等、特別会計改革、総人件費

改革、政府資産・債務改革などを着実に実施するため、その内容を盛り込んだ「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律案」が国会に提出されたところである。また、平成 18 年通常国会に提出することとされている法律案につい

ては、すべて提出されているところである。 

「今後の行政改革の方針」については、行政立法手続について、「行政手続法の一部を改正する法律」が制定されるとともに

新たな地方行革の指針が策定されたほか、それ以外の事項についても、特殊法人等改革、行政効率化の推進、規制改革、構造改

革特区、電子政府の推進などを着実に実施中である。 

「行政改革大綱」については、同大綱が定めた措置は、ほぼ実施済みとなっている。 

このように、全体として改革が着実に進展している状況にある。今後とも、上記の改革を更に推進し加速するとともに、残さ

れた課題の検討を進めることとしている。 
 

※ フォローアップ結果を読む際の注意等 

・「事項」欄には、「行政改革の重要方針」、「今後の行政改革の方針」及び「行政改革大綱」に掲げる行政改革課題等を、「行政改革の重要方針」の構成を基

本としつつ、整理して記載した。また、同欄の「推進官庁」には、当該事項を全体として推進している官庁を記載した（事項の細目については、別途の所管制

度官庁がある場合もある。）。 

・「概要」欄には、「事項」欄の行政改革課題等に対応する「行政改革の重要方針」、「今後の行政改革の方針」及び「行政改革大綱」に定める関係措置の要約

を記載した。 

・「区分」欄には、「行政改革の重要方針」、「今後の行政改革の方針」及び「行政改革大綱」の別等（「行政改革の重要方針」＝「重要」、「今後の行政改革

の方針」＝「方針」、「行政改革大綱」＝「大綱」）を記載した。 

・「これまでに講じた措置」欄及び「今後講ずることとしている措置」欄には、それぞれ「概要」欄の各措置の実施状況等を記載した（実施状況が、「概要」欄

の複数の措置に対応する場合は、点線で区切って記載）。また、「これまでに講じた措置」欄には、「行政改革の重要方針」については、閣議決定以降の措置

状況を、「行政改革大綱」及び「今後の行政改革の方針」については、平成 17 年度中の実施状況を中心に閣議決定以降の措置状況を記載した（ただし、閣議決

定以前から府省申合せ等により推進している事項を閣議決定事項に発展させたものについては、便宜のため、閣議決定以前の措置状況についても一部記載し

た。）。さらに、「今後講ずることとしている措置」については、本フォローアップ後に講ずることとしている措置を記載した。 



 i

行政改革の実施状況 
（「行政改革の重要方針」、「今後の行政改革の方針」及び「行政改革大綱」のフォローアップ） 

 

目次 
 

Ⅰ 特殊法人等改革 
１ 特殊法人等整理合理化計画 ····································· 1 

(1) 総論 ······················································· 1 

(2) 特殊法人等整理合理化計画における措置に取組中の特殊会社 ····· 2 

２ 財政負担、財政投融資 ········································· 2 

３ 政策金融改革 ················································· 3 

(1) 基本原則 ··················································· 3 

(2) 新組織の在り方 ············································· 4 

ア 政策金融から撤退する機能に係る組織 ······················· 4 

イ 政策金融として残す機能に係る組織 ························· 4 

ウ 政策金融として残す機能を担う機関の組織形態、組織設計 

の方針等 ················································· 5 

(3) その他留意事項 ············································· 5 

(4) 新組織移行への工程等 ······································· 5 

４ 公営競技関係法人及び総合研究開発機構の事業・組織形態の見 

直し ························································· 6 

(1) 公営競技関係法人 ··········································· 6 

(2) 総合研究開発機構 ··········································· 8 

５ その他 ······················································· 8 

 

Ⅱ 独立行政法人等の組織・業務全般の見直し等 
１ 独立行政法人の組織・業務全般の見直し等 ······················ 10 

(1) 総論 ······················································ 10 

(2) 平成17年度末に中期目標期間が終了する法人 ·················· 11 

(3) 特殊法人等から移行して設立された独立行政法人の見直し ······ 15 

(4) 平成18年度における見直し ·································· 16 

２ 行政代行法人等の見直し ······································ 16 

 

Ⅲ 特別会計改革等 
１ 特別会計改革 ················································ 22 

(1) 特別会計改革の方向性 ······································ 22 

(2) 特別会計改革の具体的方針 ·································· 22 

(3) 各個別の特別会計の見直し ··································23 

２ 公会計の見直し ··············································26 

 

Ⅳ 総人件費改革等 
１ 総人件費改革の実行計画 ······································28 

(1) 公務員の定員の純減目標 ····································28 

ア 国家公務員の純減目標 ····································28 

(ｱ) 国の行政機関の定員 ····································28 

(a) 行政ニーズの変化に合わせた業務の大胆な整理 ··········30 

(b) 包括的・抜本的な民間委託等 ··························31 

(c) 非公務員型独立行政法人等 ····························31 

(d) 地方支分部局等の事務・事業の抜本的見直し ············31 

(e) 情報通信技術の活用 ··································41 

(ｲ) 自衛官・特別の機関の職員 ······························42 

(ｳ) 独立行政法人の非公務員化 ······························42 

イ 地方公務員の純減目標 ····································42 

ウ 純減目標達成のための制度の見直し等 ······················43 

エ 目標の適切な見直し ······································43 

(2) 給与制度改革等 ············································43 

ア 国家公務員給与 ··········································44 

イ 地方公務員給与 ··········································44 

ウ 一般職以外の公務員 ······································45 

エ 国会・裁判所等の公務員 ··································45 

(3) その他の公的部門の見直し ··································45 

ア 独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人 ··············45 

イ 特殊法人及び認可法人 ····································45 

ウ 公益法人等 ··············································46 

エ 地方公社等 ··············································46 

(4) フォローアップ ············································46 

２ 公務員制度改革の推進 ········································47 

(1) 総論 ······················································47 

(2) 適切な退職管理 ············································47 



 ii

(3) 人事評価 ·················································· 48 

(4) 公務部門の人材の確保・人材の活性化等 ······················ 48 

 

Ⅴ 政府資産・債務改革 

１ 総論 ························································ 51 

２ 政府の資産・債務規模の縮減 ·································· 52 

３ 資産・債務管理の課題 ········································ 52 

４ 早急に対応すべき課題 ········································ 53 

５ 国民への説明責任 ············································ 54 

６ 地方における取組 ············································ 54 

 

Ⅵ 社会保険庁改革 
１ 基本的な考え方 ·············································· 55 

２ 公的年金の運営主体について ·································· 55 

３ 政管健保の運営主体について ·································· 55 

４ 改革の継続的な推進 ·········································· 56 

５ 年金福祉施設等について ······································ 56 

 

Ⅶ 規制改革・民間開放の推進等 
１ 規制改革・民間開放の推進 ···································· 57 

(1) 総論 ······················································ 57 

(2) 「市場化テスト」の本格的導入 ······························ 57 

(3) 官業の民間開放の推進 ······································ 57 

(4) 主要分野の規制改革の推進 ·································· 57 

(5) 規制の評価・見直しの推進 ·································· 58 

(6) その他 ···················································· 58 

２ 構造改革特区の推進 ·········································· 60 

 

Ⅷ 政策評価の改善・充実 
····························································· 62 

 

Ⅸ 公益法人制度改革 
１ 公益法人制度の抜本的改革 ···································· 64 

２ 公益法人に対する行政の関与の在り方の改革 ···················· 64 

(1) 委託等、推薦等に係る事務・事業の見直し ···················· 64 

(2) 財政負担の縮減・合理化 ···································· 64 

(3) 措置期限 ·················································· 65 

３ 経過措置等 ··················································65 

４ 地方公益法人に係る措置 ······································66 

 

Ⅹ 行政効率化 
１ 関係府省に共通する主要な取組 ································67 

(1) 公用車の効率化 ············································67 

(2) 公共調達の効率化 ··········································67 

ア 一般競争入札、公募型指名競争入札等の推進 ················67 

イ 総合評価落札方式の推進 ··································68 

ウ 適切な競争参加資格の設定等 ······························68 

エ 民間の技術力の活用 ······································68 

オ 予定価格の適正な設定 ····································68 

カ 随意契約の適正な運用等 ··································69 

キ 落札率１事案への対応等 ··································69 

ク 国庫債務負担行為の活用 ··································69 

ケ その他 ··················································70 

(3) 公共事業のコスト縮減 ······································70 

(4) 電子政府関係の効率化 ······································71 

ア 業務・システムの最適化と行政組織等の減量・効率化 ········71 

イ 国家公務員給与の全額振込化 ······························72 

(5) アウトソーシング ··········································72 

(6) IP電話の導入 ··············································72 

(7) 統計調査の合理化 ··········································73 

(8) 国民との定期的な連絡に関する効率化 ························74 

(9) 出張旅費の効率化 ··········································75 

(10) 交際費等の効率化 ··········································75 

２ フォローアップ等 ············································75 

 

ⅩⅠ 電子政府・電子自治体の推進 
１ 電子政府の推進 ··············································77 

(1) 国民の利便性・サービスの向上 ······························77 

(2) 業務・システムの最適化(効率化・合理化) ····················79 

２ 電子自治体の推進 ············································80 

３ 電子政府・電子自治体の共通基盤の利活用の推進 ················81 

４ 情報セキュリティ・個人情報保護対策の推進 ····················82 

 

ⅩⅡ 地方分権 
１ 市町村合併の推進 ············································83 



 iii

２ 地方行革の推進全般 ·········································· 83 

３ 国と地方の役割分担の在り方と地方税財源の充実確保 ············ 84 

４ 国庫補助負担金の整理合理化 ·································· 85 

５ 第三セクター、地方公社、地方公営企業等の改革 ················ 86 

６ 国と地方との人事交流 ········································ 89 

７ 地方公務員の人事制度 ········································ 89 

 

ⅩⅢ その他の改革 
１ 行政立法手続 ··············································· 90 

２ 中央省庁等改革の的確な実施 ·································· 90 

(1) 総論 ······················································ 90 

(2) 組織統合に伴う運営・施策の融合化 ·························· 90 

(3) 新府省体制への移行に伴う組織・定員の縮減 ·················· 99 

(4) 郵政事業 ················································· 99 

(5) 実施庁 ···················································100 

(6) 独立行政法人への移行 ····································· 102 

(7) PFIの推進 ················································103 

(8) 民間と競合する公的施設の改革 ·····························103 

 

ⅩⅣ 改革の推進 
１ 「行政改革推進法案（仮称）」の策定 ·························106 

２ 推進体制の整備 ·············································106 

３ 「行政減量・効率化有識者会議（仮称）」の開催 ···············106 

４ その他 ·····················································106 

 

 

（参考資料） 
 

行政改革の重要方針 ·············································111 

今後の行政改革の方針 ···········································129 

行政改革大綱 ···················································145 

 



 1

Ⅰ 特殊法人等改革 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

１ 特殊法人等整

理合理化計画 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

    

(1) 総論 ・引き続き「特殊法人等整理合理化計画」の具体化を進

める。 

方針 
1(3) 

 ・推進体制を整備した上で、平成13年度中に、「特殊法

人等整理合理化計画」を策定し、遅くとも平成17年度

末までの「集中改革期間」内に、法制上の措置その他

の必要な措置を講ずる。 

大綱 
Ⅰ-1(1) 

・特殊法人等改革については、「行政改革大綱」及び平成13年６

月に成立した特殊法人等改革基本法に基づき、同年12月19日に

「特殊法人等整理合理化計画」を閣議決定 

・これまでに、特殊法人等改革推進本部の下、各法人所管府省が

「特殊法人等整理合理化計画」の具体化を進めており、既に、

廃止、民営化、独立行政法人化等に向け136法人の組織形態に

ついて法制上の措置その他必要な措置を講じたところ。その結

果、一般会計及び特別会計合わせて、上記計画策定後の平成14

年度予算から５年間で実質的に財政支出を約1.8兆円削減 

・「特殊法人等整理合理化計画」の具体化を進めるに当たり、そ

の進ちょく状況を監視するため、平成14年６月に特殊法人等改

革推進本部の下に内閣総理大臣が任命した民間有識者９名から

成る参与会議が設置され、「特殊法人等整理合理化計画」のフ

ォローアップに当たっており、これまで、49回にわたり審議。

この参与会議の意見も踏まえ、同年10月18日には「特殊法人等

の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本

方針について」を、同年12月17日には「道路関係四公団、国際

拠点空港及び政策金融機関の改革について」を、特殊法人等改

革推進本部決定 

・平成16年度までに特殊法人等から移行した44の独立行政法人に

ついては、参与会議の場等を通じ、中期目標等が定量的かつ具

体的なものとなるよう監視し、一般管理費及び事業費の削減・

効率化目標を含む意欲的な中期目標等を策定（例えば、一般管

理費について平均約13％の削減・効率化、事業費について平均

約10％の削減・効率化など） 

・組織形態について未措置の法人につい

て法改正等の所要の措置を講じる等、

「行政改革の重要方針」に沿って、引

き続き特殊法人等改革を推進 

 ・平成７年以降、累次の閣議決定の指摘事項等につい

て、平成12年中にフォローアップを行い、その結果を

公表するとともに、今後引き続き検討を進め、所要の

措置を講ずる。 

大綱 
Ⅰ-1(1) 

・平成７年以降の累次の閣議決定に記載された特殊法人等に関す

る指摘事項等については、各法人の所管府省から報告があった

ものを総務省行政管理局において「特殊法人等に関する閣議決

定等の実施状況に関するフォローアップ結果」として取りまと

め、平成13年１月に公表 

・このフォローアップ結果においては、財務公開、役職員数の削

減等多くの指摘事項が着実に実施されていることが示され、ま

た、未措置となっていた事項(帝都高速度交通営団の民営化等)

についても、「特殊法人等整理合理化計画」の策定の過程で検

討。同計画に基づき、163の特殊法人等のうち、これまでに136

法人について廃止、民営化や事業の徹底した見直しを行った上

で独立行政法人化するなどの法令上の措置その他必要な措置を

・組織形態について未措置の法人につい

て法改正等の所要の措置を講じる等、

「行政改革の重要方針」に沿って、引

き続き特殊法人等改革を推進 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

  講じたところ  

 ・特殊法人等の業務について、一層のコスト削減に努め

る。 

大綱 
Ⅰ-1(1) 

・特殊法人等の業務の合理化、効率化等によるコスト削減につい

ては、「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、事後評価結果

を踏まえた業務の限定、業務量の縮減、他法人で実施している

同種業務との統合等の所要の措置を講じたところ（一部の未措

置の法人を除く） 

・平成16年度までに特殊法人等から移行した44の独立行政法人に

ついては、参与会議の場等を通じ、中期目標等が定量的かつ具

体的なものとなるよう監視し、一般管理費及び事業費の削減・

効率化目標を含む意欲的な中期目標等を策定（例えば、一般管

理費について平均約13％の削減・効率化、事業費について平均

約10％の削減・効率化など） 

・「行政改革の重要方針」に沿って、引

き続き特殊法人等改革を推進 

・特殊法人等から移行して設立された独

立行政法人は、平成18年度以降初めて

中期目標期間の終了時を迎えることか

ら、国の政策の必要性までさかのぼっ

た厳格な見直しを行うことにより、国

の財政支出の縮減を図る 

(2) 特殊法人等整

理合理化計画に

おける措置に取

組中の特殊会社 

・関西国際空港株式会社、日本電信電話株式会社、東日

本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、北海

道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅

客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社については、

それぞれの法人について講ずべき措置が特殊法人等整

理合理化計画で決定されている。 

重要 
2(3) 

・取組状況等は「行政改革の重要方針」別表４参照 ・各法人とも取組を推進し、措置の早期

完了を図る。なお、行政改革推進事務

局はその推進状況をフォローアップ 

 ・各法人とも、取組を継続し、措置の早期完了を図る。

なお、行政改革推進本部は各法人の取組の推進状況を

フォローアップする。 

重要 
2(3) 

  

２ 財政負担、財

政投融資 
［推進官庁］ 

・財務省 

・特殊法人等、特殊法人等から移行した独立行政法人に

ついて、事業の廃止・縮小・重点化などを通じて財政

支出の縮減を図る。 

方針 
1(3) 

 ・平成13年度予算編成過程において、特殊法人等に対す

る補助金等について、社会的意義が低下している事業

の廃止等、事業そのものの見直しを徹底し、整理合理

化を図る。また、特殊法人等に対する補助金等の状況

を、予算編成後公表する。 

大綱 
Ⅰ-1(2) 

 

 ・特殊法人等の事業及び組織形態の見直し、経営評価・

情報公開システムの整備等を通じ、補助金等の整理合

理化を推進する。 

大綱 
Ⅰ-1(2) 

 

・特殊法人等向け財政支出については、「特殊法人等整理合理化

計画」に基づき、組織形態・事業の徹底した見直しを実施。そ

の結果、一般会計及び特別会計合わせて、上記計画策定後の平

成14年度予算から５年間で実質的に財政支出を約1.8兆円削減 

・平成19年度予算以降においても、「行

政改革の重要方針」を踏まえつつ、特

殊法人等向け財政支出の縮減を図る 

 ・平成13年度の財政投融資計画の編成に当たっては、財

政投融資の縮減・重点化、財投機関債発行機関の拡

充、政策コスト分析の充実・公表を行う。 

大綱 
Ⅰ-1(2) 

 ・平成14年度以降にあっても、同様の観点から引き続き

財政投融資の不断の見直しを進める。 

大綱 
Ⅰ-1(2) 

・平成18年度財政投融資計画の編成に当たっては、引き続き、以

下の観点から財政投融資の見直しを推進 

(ア)財政投融資の縮減・重点化 

平成18年度の財政投融資計画編成においては、真に必要な

資金需要には的確に対応するとともに、引き続き対象事業

の重点化・効率化に努めたところ。この結果、平成18年度

計画の規模は、対前年度比12.5％減の15兆46億円となって

・今後とも民業補完性、償還確実性等の

観点から、引き続き、財政投融資の対

象分野・事業の不断の見直しを推進 

・政策コスト分析については、平成18年

度財政融資対象機関について、引き続

き、財政投融資対象事業に係る将来の

政策コストに関するディスクロージャ
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

おり、ピーク時(平成８年度40.2兆円)の４割を切る水準ま

で抑制 

また、同編成において、平成17年度編成において行った財

投改革の総点検のフォローアップを行い、財投計画の量的

縮減、ディスクロージャーの進展を確認し、各事業の財務

の健全性等の確認を改めて実施 

(イ)財投機関債発行機関の拡充 

財投機関債については、平成18年度において、総額５兆

9,981億円を24機関が発行。この結果、平成17年度に引き

続き、一定の財投規模を有するすべての財投機関が財投機

関債の発行を行う見込み 

(ウ)政策コスト分析の充実・公表 

平成17年度においては、引き続き、財政投融資対象の全法

人等26機関が分析結果を公表。また、政策コスト分析の総

合的な評価に資するため、各機関が試算している社会・経

済的便益を紹介 

ーを実施 

３ 政策金融改革 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

    

(1) 基本原則 ・政策金融は３つの機能に限定し、それ以外は撤退 

① 中小零細企業・個人の資金調達支援 

② 国策上重要な海外資源確保、国際競争力確保に不

可欠な金融 

③ 円借款 

重要 
1(1) 

・簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律案（以下「行政改革推進法案」という）に政策金融改革の

基本方針を盛り込むとともに、当該改革に関する詳細な制度設

計の作業が円滑かつ着実に実施するよう、平成18年３月に論点

整理を行ったところ 

 

 ・「小さくて効率的な政府」実現に向け、政策金融を半

減 

① 貸出残高対GDP比半減を平成20年度中に実現する 

② 新たな財政負担を行わない 

③ 市場化テスト、評価・監視機関の設置により再編

後も継続的な縮小努力を行う 

④ 民営化する機関は完全民営化を目指す 

重要 
1(1) 

 

 ・民間金融機関も活用した危機（金融危機、国際通貨危

機、大災害・テロ、疾病等）対応体制を整備 

重要 
1(1) 

 

 ・効率的な政策金融機関経営を追求 

① 部分保証、証券化、間接融資等を通じた民間金融

機関の補完 

② 政策金融機関のトップマネジメントへの天下りの

速やかな廃止 

③ 統合集約する新機関では、組織を簡素化し、事業

運営を効率化 

重要 
1(1) 

 

・政策金融改革推進本部において、政策

金融改革を推進 

・「行政改革の重要方針」に沿って、詳

細な制度設計に取り組み、行政改革推

進法案の成立後速やかに政策金融改革

推進本部で成案を得るとともに、政策

金融改革関連法案の国会提出時期につ

いて結論を得る。成立した行政改革推

進法案に基づき、同関連法案の作成作

業を開始 

・上記の過程で、必要に応じて経済財政

諮問会議に報告 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

(2) 新組織の在り

方 

  同上 

ア 政策金融から

撤退する機能に

係る組織 

＜現行日本政策投資銀行＞ 

・新金融技術開発機能を維持するためには多くの機能が

そろっていることが望ましいこと等から、一体として

完全民営化する。自立のために最低限の移行措置を講

ずる。 

（注）日本政策投資銀行、商工組合中央金庫の民営化

に当たっての移行期間については、市場の動向を踏ま

えつつ、概ね５年から７年を目途とする。 

重要 
1(3) 

 

 ＜現行商工組合中央金庫＞ 

・所属団体中小企業向けのフルバンキング機能を行う機

関として完全民営化する。財務基盤整備等のため最低

限の移行措置を講ずる。 

（注）日本政策投資銀行、商工組合中央金庫の民営化

に当たっての移行期間については、市場の動向を踏ま

えつつ、概ね５年から７年を目途とする。 

重要 
1(3) 

 

 ＜現行公営企業金融公庫＞ 

・廃止し、資本市場等を活用した仕組みに移行する。必

要な財政基盤を確保する等廃止に向けた一定の移行措

置を講ずる。 

重要 
1(3) 

 

イ 政策金融とし

て残す機能に係

る組織 

・一つの政策金融機関に統合することを基本とし、以下

の機関を統合する。 

① 国民生活金融公庫（教育貸付は縮減） 

② 中小企業金融公庫（一般貸付を除く） 

③ 農林漁業金融公庫（大企業向け等の食品産業貸付

を除く） 

④ 沖縄振興開発金融公庫（本土公庫見合いで廃止す

る貸付けを除く） 

⑤ 国際協力銀行（貿易投資金融を除く） 

重要 
1(3) 

 

 ・国際協力銀行については、内閣官房長官の下に開催す

ることとした有識者からなる「海外経済協力に関する

検討会」の検討結果と本重要方針を総合して、「行政

改革推進法案（仮称）」に盛り込むよう、その統合の

具体的内容を決定する。 

重要 
1(3) 

 

・平成18年２月28日に取りまとめられた「海外経済協力に関

する検討会」の検討結果と「行政改革の重要方針」を総合

して、国際協力銀行に関する所要の規定を盛り込んだ「行

政改革推進法案」を平成18年通常国会（第164回）に提出 

 ・沖縄振興開発金融公庫については、現行「沖縄振興計

画」の最終年次である平成23年度までは、公庫として

残す。それ以降は、沖縄振興策と一体となって、自己

完結的機能を残しつつ、統合する。 

重要 
1(3) 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

・特殊会社又は独立行政法人に準じた法人とする。 重要 
1(3) 

・現機関のノウハウなどもいかしつつ、借り手側の視点

に立った効率的な組織形態となるよう努める。 

重要 
1(3) 

同上 ウ 政策金融とし

て残す機能を担

う機関の組織形

態、組織設計の

方針等 
・組織の具体的な設計に当たっては、経営責任の明確

化、業務内容の情報の開示など説明責任の徹底により

強固なガバナンスを確立するとともに、専門性の活

用・強化のための仕組みについて検討を行う。その

際、専門の窓口設置、人材育成など専門性の活用・強

化に取り組む。 

重要 
1(3) 

 ・民間金融機関も活用した危機対応体制の整備のため、

具体的な制度の検討を行う。その際、危機発生時に政

策金融機能を迅速に拡充し、民営化された会社を含め

関係金融機関に対してセーフティネットの一時的拡充

を行わせることができるよう、所要の手続・基準を設

定するとともに、内閣総理大臣主導の政治的決断を迅

速に実行する仕組みを整備すべく、所要の検討を行

う。 

重要 
1(3) 

 

 ・政策金融の実施に当たっては、部分保証、証券化、間

接融資等の手法をできるだけ活用する。 

重要 
1(3) 

(3) その他留意事

項 

・組織の再編や民営化等に当たっては、資産・負債の厳

密な評価を実施し、不要なものは売却又は国庫返納す

る。 

重要 
1(4) 

 

 ・政策金融改革により、現に貸付等を受けている者及び

発行債券の所有者に弊害が発生しないようにする。 

重要 
1(4) 

 ・当面政策金融に必要な機能についても、評価監視機関

の設置等により、市場化テスト等を活用して将来的に

は見直す体制を整備する。 

重要 
1(4) 

 

 ・独立行政法人及び公益法人等による政策金融機関類似

の金融業務についても、所管府省で見直しを行い、平

成18年度中に行政改革担当大臣の下で取りまとめる。

このうち、独立行政法人については、中期目標期間終

了時の見直しの仕組みの中で、平成18年度に見直し期

限の到来する法人に加え、平成19、20年度に期限の到

来する法人についても、前倒しで見直す。 

重要 
1(4) 

(4) 新組織移行へ

の工程等 

・政策金融改革推進本部において、政策金融改革を進め

る。 

重要 
1(5) 

 

 ・本重要方針に沿って、詳細な制度設計に取り組み、

「行政改革推進法案（仮称）」の成立後速やかに本部

重要 
1(5) 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 で成案を得るとともに、政策金融改革関連法案の国会

提出時期についての結論を得る。成立した「行政改革

推進法案（仮称）」及び詳細な制度設計に基づき、同

関連法案の作成作業を開始する。 

 

 ・上記の過程で、必要に応じ経済財政諮問会議に報告を

行う。 

重要 
1(5) 

同上 

４ 公営競技関係

法人及び総合研

究開発機構の事

業・組織形態の

見直し 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

    

(1) 公営競技関係

法人 

・日本中央競馬会 

① 当事業の透明性向上のためにこれまで講じている

外部有識者委員会による助成事業の選定・評価、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規

定の準用等に加え、助成事業の評価結果を全面的に

公表する仕組みを導入する。 

② 国の畜産関係補助金との役割分担を明確化する。

③ 競争性のある契約のうち競馬の公正・中立性の確

保上支障のない契約については、そのすべての契約

を、平成22年までのできる限り早い時期に競争入札

に移行させる。 

④ 子会社・関係会社の組織・事業の再編・統廃合を

実施する。 

⑤ 入札結果・経営内容等の情報開示を一層進める。

⑥ 外部監査を導入する。 

⑦ 現行の組織形態（特殊法人）を継続する。 

⑧ 組織運営について、一層の効率化を図るため、次

の措置を講ずる。 

a 競馬の公正・中立性の確保上支障のない範囲にお

いて主務大臣の関与・規制の緩和。 

b 内部組織として学識経験者等で構成される中立性

を有する機関の設置。 

c 当該機関による定量的な経営目標の設定及び業績

評価の実施。 

d 当該経営目標の公表及び当該業績評価の結果の公

表。 

e 経営不調時における役員解任規定の導入。 

重要 
別表２ 

 

・「行政改革の重要方針」を実現するために必要な措置につい

て、関係者との調整等を含め、農林水産省において検討中 

 

・左記の検討等を踏まえ、必要な事項に

ついて競馬法・日本中央競馬会法を改

正する法律案を遅くとも平成19年通常

国会までに提出する等、所要の措置を

講ずる予定 

 ・地方競馬全国協会 重要 
別表２ 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 ① 内部組織として外部有識者から構成される委員会

を設け、当該委員会が助成事業の選定及び評価を実

施する仕組みを導入する。 

② 助成事業の評価結果を全面的に公表する仕組みを

導入する。 

③ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

の規定を準用し、助成金の不正な使用の防止等の仕

組みを導入する。 

④ 地方競馬の開催日程・番組編成の調整、競走の実

施の受託事務、共同利用施設の整備等の地方競馬の

事業の改善に資する事業を新たに実施する。 

⑤ 交付金納付猶予制度の利用の円滑化のための措置

を講ずる。 

⑥ 外部監査を導入する。 

⑦ 地方共同法人とする。 

   

 ・日本自転車振興会、日本小型自動車振興会 

① 内部組織として外部有識者から構成される委員会

を設け、当該委員会が助成事業の選定及び評価を実

施する仕組みを導入する。 

② 助成事業の評価結果を全面的に公表する仕組みを

導入する。 

③ 外部監査を強化する。 

④ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

の規定を準用し、助成金の不正な使用の防止等の仕

組みを導入する。 

⑤ 交付金納付猶予制度の利用の円滑化のための措置

を講ずる。 

⑥ 競技施行者の経営状況及びその改善努力等を踏ま

え、交付金制度について検討し、所要の法律案の国

会提出時までに結論を得る。 

⑦ 組織の効率化、企画力の向上等を図る観点から、

両法人が実施している事業については、競輪事業及

びオートレース事業の状況を踏まえつつ、指定を受

けた一つの公益法人が承継することを基本とする。

その際、両事業に係る経理を厳格に区分する。 

⑧ 競技施行者である地方自治体関係者を当該公益法

人の評議員会等の構成員とすることにより、当該公

益法人の運営に地方自治体が参画するものとする。

重要 
別表２ 

・日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の助成金交付事

業、交付金制度、組織について、「行政改革の重要方針」を踏

まえた改革案を、両振興会及び産業構造審議会・車両競技活性

化小委員会において検討中 

・左記の検討等を踏まえ、必要な事項に

ついて自転車競技法・小型自動車競走

法を改正する法律案を遅くとも平成19

年通常国会までに提出する等、所要の

措置を講ずる予定 

 ・（財）日本船舶振興会 

① 事業評価を実施し、当該評価結果の評議員会への

報告を経て、その結果を助成事業に反映する仕組み

を導入する。 

重要 
別表２ 

・平成18年２月、国土交通省において有識者による検討委員会を

設立し、検討中 

・左記の検討等を踏まえ、必要な事項に

ついてモーターボート競走法を改正す

る法律案を遅くとも平成19年通常国会

までに提出する等、所要の措置を講ず 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 ② 助成事業のうち、モデル事業を選定し、当該事業

については、上記事業評価に加え、専門の民間会社

による評価を実施する。 

③ 助成事業の評価結果を全面的に公表する仕組みを

導入する。 

④ 外部監査を強化する。 

⑤ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

の規定を準用し、助成金の不正な使用の防止等の仕

組みを導入する。 

⑥ 競技施行者の経営状況及びその改善努力等を踏ま

え、交付金制度の在り方について検討し、所要の法

律案の国会提出時までに結論を得る。 

⑦ 現行の組織形態（財団法人）を継続する。 

⑧ モーターボート競走法以外の国の規制について

は、公営競技関係法人を取り巻く状況等を踏まえ、

適切に対応する。 

  る予定 

(2) 総合研究開発

機構 

① 国・地域にとって中長期的に重要となる公益性・

政策性の高い業際的・先駆的課題の研究に特化す

る。 

② 内部組織として学識経験者等で構成される委員会

を設け、研究計画の審査や研究成果の評価を実施

し、評価等を公表する。 

③ 財団法人とする（公益法人制度の抜本的改革を踏

まえ、所要の見直しを行う。）。 

④ 国の出資金を無利子貸付金に振り替え、一定期間

後、割賦償還させる。 

重要 
別表３ 

・「行政改革の重要方針」を実現するために必要な措置につい

て、関係者との調整等を含め、総合研究開発機構及び内閣府に

おいて検討中 

 

・左記の検討等を踏まえ、必要な事項に

ついて所要の法律案を遅くとも平成19

年の通常国会までに提出する等、所要

の措置を講ずる予定 

 

５ その他 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

・総務省 

・特殊法人等の事業、業務運営等について所要の評価を

実施し、その結果等を公表する。 

大綱 
Ⅰ-1(3) 

・総務省が策定する「行政評価等プログラム」に基づき、一定の

課題毎に統一的な評価及び調査を行い、関係府省に対して通

知・公表を実施 

・特殊法人等の事業のうち、外部評価等特に適切な評価を行いそ

の結果等を公表することが求められる事業については、「特殊

法人等整理合理化計画」において、法人別に明示しており、こ

れを受け、評価手法・体制や評価結果の事業への反映方法等の

検討、外部有識者による第三者評価の導入等を実施 

・「特殊法人等整理合理化計画」におい

て、外部評価等の実施を指摘された事

項について、引き続き具体化 

 ・特殊法人等の役職員の給与・退職金について、平成13

年度に所要の調整を行うとともに、各特殊法人等が定

めた役員給与・退職金の支給基準を公表する。 

大綱 
Ⅰ-1(4) 

 

 ・特殊法人等の役職員の定数・定員について、その縮減

を図る。 

大綱 
Ⅰ-1(4) 

 

 ・特殊法人役員人事に関する累次の閣議決定を厳正に遵

守するとともに、特殊法人等相互間の「わたり」につ

大綱 
Ⅰ-1(4) 

・「特殊法人等整理合理化計画」及び「公務員制度改革大綱」

(平成13年12月25日閣議決定)で所要の措置を講ずるべき旨を定

め、その具体的内容として、 

①平成14年度より特殊法人等の役員の給与を１割程度削減し、

退職金支給率を引き下げる(36/100→28/100)こと等を定めた

「特殊法人等役員の給与・退職金等について」（平成14年３

月15日閣議決定）を同年４月から実施するとともに、特殊法  
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

いても、厳に抑制するなど所要の措置を講ずる。 人等の役員の給与・退職金の支給基準を公表 

②「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金につ

いて」（平成15年12月19日閣議決定）において、退職金支給

率を更に引き下げる(28/100→12.5/100)とともに、法人の運

営実績に基づき0.0～2.0の範囲内で独立行政法人評価委員会

等が定める業績勘案率を反映する仕組みを導入。この結果、

役員退職金の水準は業績勘案率が1.0の場合、平成14年３月

以前と比べて約３分の１に引下げ 

③特殊法人等の廃止に伴い平成17年度までに発足した独立行政

法人(45法人)の役員数について、法定数で約40％の削減(常

勤数で約28％の削減) 

④各法人において、役員に就いている退職公務員等の状況及び

法人の子会社等の役員に就いている退職公務員等の状況を公

表 

⑤独立行政法人の長について、閣議人事検討会議・閣議口頭了

解の対象化、特殊法人の長について、閣議人事検討会議の対

象化。また、特殊法人及び独立行政法人の役員人事につい

て、１)法人の長について事務次官等のポストからの任用を

固定化させない、２)法人の長及び役員について官民の出身

者をいずれかに偏ることなくバランスよく適材適所で登用す

る、３)内部登用を進めるといった方針を定め、具体的に

は、①法人の長については、全法人を通じ、公務員OBを半数

以下、②常勤役員については、公務員OBを半数以下、とする

ことを目標 

⑥「特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に

当たっての基本方針について」(平成14年10月18日特殊法人

等改革推進本部決定)を受け、「独立行政法人の役員の報酬

等及び職員の給与の水準の公表方法について(ガイドライ

ン)」に基づき、各独立行政法人の役員の報酬等及び職員の

給与の水準を公表 
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Ⅱ 独立行政法人等の組織・業務全般の見直し等 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

1 独立行政法人

の組織・業務全

般の見直し等 
［推進官庁］ 

・総務省 

    

(1) 総論 ・「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・

業務全般の見直しについて」(平成15年８月１日閣議

決定)に基づき、中期目標期間の終了時において、組

織・業務全般について極力整理縮小する方向で見直

す。 

方針 
1(2) 

 ・国家公務員以外が業務を担う場合の問題点を説明でき

ない場合、特定独立行政法人以外の独立行政法人への

移行を進める。 

方針 
1(2) 

・「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般

の見直しについて」に基づき、平成15年度には独立行政法人教

員研修センターについて、平成16、17年度には、平成17年度末

までに中期目標期間が終了する独立行政法人国立公文書館等56

法人について見直しを実施し、①56法人を42法人に整理・統

合、②56法人のうち公務員型51法人について役職員の身分を見

直し、44法人（職員約12,000人）を非公務員化、③個別の事

務・事業の廃止・重点化等による合理化、などの見直し内容を

行政改革推進本部の議を経て主務大臣が決定 

・平成18年度以降に中期目標期間が終了

する法人の見直しについても、引き続

き着実に実施 

 ・平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政

法人のうち32法人について、 

①消防研究所及び農業者大学校の廃止 

②次に掲げる各法人の統合 

a 国立青年の家、国立少年自然の家及び国立オリン

ピック記念青少年総合センター 

b 産業安全研究所及び産業医学総合研究所 

c 農業・生物系特定産業技術研究機構、農業工学研

究所及び食品総合研究所 

d 水産総合研究センター及びさけ・ます資源管理セ

ンター 

e 土木研究所及び北海道開発土木研究所 

f 海技大学校及び海員学校 

③研究開発・教育関係法人の役職員の身分の非国家公

務員化 

をはじめとする見直し内容に沿った措置を着実に実施

する。 

方針 
1(2) 

・「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般

の見直しについて」(平成15年８月１日閣議決定)に基づき、平

成15年度には独立行政法人教員研修センターについて、平成16

年度には独立行政法人国立公文書館等32法人（平成17年度末ま

でに中期目標期間が終了する29法人を含む）について、見直し

内容を行政改革推進本部の議を経て主務大臣が決定 

・産業技術総合研究所について、特定独立行政法人以外の独立行

政法人に移行することを内容とする法律改正について平成16年

通常国会(第159回)において成立（平成17年４月１日施行） 

・消防研究所の解散、国立青年の家、国立少年自然の家及び国立

オリンピック記念青少年総合センターの統合等、情報通信研究

機構等についての特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行

すること等を内容とする９法律案が平成18年通常国会（第164

回）において成立（平成18年４月１日施行予定） 

 

 ・新中期目標は、政策評価・独立行政法人評価委員会の

指摘に沿って、できる限り定量的・具体的に定める。

特に、業務運営の効率化については、特殊法人等から

移行した独立行政法人と同程度に厳しくかつ具体的な

削減・効率化目標を示すとともに、業務の質の向上に

ついても極力客観的・具体的な目標とし、一層質の高

い効率的な業務運営を目指す。 

方針 
1(2) 

＜平成15年度末に中期目標期間が終了する法人＞ 

・教員研修センターは、平成16年度から始まる中期目標期間中、

一般管理費については毎年度3.4％以上、事業費については

８％以上の削減効率化 

＜平成16年度末に中期目標期間が終了する法人＞ 

・国立公文書館は、平成17年度から始まる中期目標期間中、経費

総額について、平成21年度において、平成16年度の実績と比較

して７％以上の削減 

・日本貿易保険は、平成17年度から始まる中期目標期間中、業務

費（人件費を含む）については、段階的に削減し、平成20年度
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

  において、平成16年度の実績と比較して10％以上の削減効率化

・産業技術総合研究所は、平成17年度から始まる中期目標期間

中、運営費交付金を充当して行う事業については、新規に追加

されるもの、拡充分等は除外した上で、一般管理費について

は、毎年度、平均で前年度比３％以上の削減、一般管理費を除

いた業務経費については、毎年度、平均で前年度比１％以上の

効率化 

＜平成17年度末に中期目標期間が終了する法人＞ 

・平成17年度末に中期目標期間が終了する56法人の平成18年度か

ら始まる中期目標において、一般管理費・業務費について厳し

くかつ具体的な効率化目標を設定 

 

 ・運営費交付金の透明性を向上させ、説明責任を確保す

る。 

方針 
1(2) 

・「独立行政法人会計基準研究会」（総務省開催）と「財政制度

等審議会財政制度分科会法制・公会計部会公企業会計小委員

会」（財務省設置）による共同ワーキング・チームにおいて検

討を行い、平成17年８月に「独立行政法人会計基準」及び「独

立行政法人会計基準注解」に関するQ＆Aを改訂し、①収益化し

た運営費交付金の使途の内訳及び②運営費交付金債務残高の発

生理由及び収益化等の計画について記載 

 

(2) 平成17年度末

に中期目標期間

が終了する法人 

・平成17年度末に中期目標期間が終了する法人のうち今

後結論を得る24法人について、組織・業務全般の見直

しについて、平成17年中に更に検討を進め、結論を得

る。 

方針 
1(2) 

 ・平成17年度末に中期目標期間が終了する24法人につい

て、「平成17年度末に中期目標期間が終了する独立行

政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方

向性について」に沿った措置を講ずる。 

重要 
2(1) 

・平成17年度末に中期目標期間が終了する法人のうち、平成16年

度に前倒しで見直しの結論を得た法人を除く24法人について、

「独立行政法人に関する有識者会議」（平成18年１月23日に

「行政減量・効率化有識者会議」に改組）の指摘事項や政策評

価・独立行政法人評価委員会の「勧告の方向性」も踏まえて、

業務・組織全般の見直しについて検討。①24法人を20法人に整

理・統合、②24法人のうち公務員型23法人について役職員の身

分を見直し、19法人（職員数約3,700人）を非公務員化、③個

別の事務・事業の廃止・重点化等による合理化、などの見直し

内容を政府行革推進本部の議を経て主務大臣が決定 

・見直しの結果、法人の統廃合や役職員の身分の非公務員化等法

律改正が必要な事項については、所要の法案を平成18年通常国

会（第164回）に提出（平成17年度の見直しにより統合が決定

された法人を除く） 

・見直し内容を反映した新中期目標・ 

中期計画を策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成17年度の見直しにより統合が決定

された法人について、統合する（平成

19年４月１日施行予定）ための所要の

法案を平成19年通常国会までに提出す

る方向で作業 

 ・これらの法人の新たな中期目標については、目標期間

中に達成すべき水準をできる限り定量的・具体的に定

める。特に、業務運営の効率化については、厳格かつ

具体的な一般管理費及び事業費の削減・効率化目標を

示すことにより、一層効率的な業務運営を目指す。 

重要 
2(1) 

・平成17年度末に中期目標期間が終了する法人の新中期目標につ

いて、できる限り定量的・具体的に定めるとともに、特に業務

運営の効率化については、厳格かつ具体的な一般管理費及び事

業費の削減・効率化目標を設定 

 

 ＜内閣府＞ 

・駐留軍等労働者労務管理機構 

① 本部管理部門のスリム化、支部組織のスリム化・

重要 
別表1 

 ・左記①については、以下の見直しによ

り、前期中期目標期間の期末（平成17

年度末）の人員数に対して、中期目標 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

統廃合 

② 組織・業務運営の見直しによる大幅な人員削減・

コスト削減 

  期間の期末（平成22年度末）までに

20％の人員削減を実施。 

①本部については、管理部門を縮小

し、組織のスリム化を図り、前期中

期目標期間の期末（平成17年度末）

の人員数に対して、中期目標期間の

期末（平成22年度末）までに機構全

体の削減率を上回る人員削減を実施 

②支部については、組織のスリム化及

び一部の支部の統廃合を実施 

・左記②については、人件費（退職手当

を除く）を含む機構運営関係費につい

て、前期中期目標期間の最終年度（平

成17年度）を基準として、中期目標期

間の最終年度（平成22年度）までに

15％縮減 

 ＜総務省＞ 

・情報通信研究機構 

① 非公務員化 

② 本部の統合、地方拠点の見直し、管理部門の効率

化等による総費用の縮減 

③ 研究開発を「新世代ネットワーク技術」など３つ

の領域に重点化 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、第

163回国会に「独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正

する法律案」（特定独立行政法人以外の独立行政法人にするた

めの法案）を提出し、平成18年通常国会(第164回)国会におい

て成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②については、平成18年度から始まる第２期中期目標期間

に係る中期目標として、２本部制の廃止、地方拠点の見直し、

管理部門の効率化と共に、一般管理費、事業費、人件費の効率

化目標を機構に指示し、当該内容を盛り込んだ次期中期計画を

策定 

・左記③については、機構が行う研究開発については、「新世代

ネットワーク技術」等の３領域に重点化することを指示し、当

該内容を盛り込んだ次期中期計画を策定 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 

 ＜財務省＞ 

・酒類総合研究所 

① 非公務員化 

② 民間資金を導入することが適当な研究課題の民間

機関との共同実施の推進 

③ 鑑評会の業界団体との共催等による実施 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「独

立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律案」が平成

18年通常国会（第164回）において成立（平成18年４月１日施

行予定） 

・左記②及び③については、当該内容を盛り込んだ次期中期目

標・中期計画を策定 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 

 ＜文部科学省＞ 

・国立特殊教育総合研究所 

① 非公務員化 

② 特殊教育に関する研究をナショナルセンターとし

て求められる研究に重点化 

③ 長期研修の廃止・転換、都道府県で定着した研 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「独

立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の

整備に関する法律案」が平成18年通常国会(第164回)において

成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②及び③については、「「独立行政法人国立特殊教育総合

研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」に

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

修・講習会の廃止  おける指摘事項を踏まえた見直し案」及びこれを踏まえた次期

中期目標・中期計画を策定 

 

 ・国立国語研究所 

① 非公務員化 

② 国語研究事業を基幹的調査研究と喫緊課題対応型

調査研究に再編・整理 

③ 日本語教育事業を国語研究の成果等を活用したも

のに再編・整理 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「独

立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の

整備に関する法律案」が平成18年通常国会(第164回)において

成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②及び③については、「「独立行政法人国立国語研究所の

主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」における指

摘事項を踏まえた見直し案」及びこれを踏まえた次期中期目

標・中期計画を策定 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 

 ・国立美術館 

① 非公務員化 

② 調査研究事業をコレクションの形成、展覧会の実

施等に関するものに特化 

③ 研修事業の内容を高度で専門的な内容に特化・重

点化 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分の非公務員化するため、「独

立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の

整備に関する法律案」が平成18年通常国会（第164回）におい

て成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②及び③については、「「独立行政法人国立美術館の主要

な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」における指摘事

項を踏まえた見直し案」及びこれを踏まえた次期中期目標・中

期計画を策定 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 

 ・国立博物館、文化財研究所 

① 統合 

② 非公務員化 

③ ２法人の事務・事業の一体的実施 

④ 地方への鑑賞機会の提供を地方巡回展から文化財

貸与に重点化 

重要 
別表1 

・左記②については、役職員の身分の非公務員化するため、「独

立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の

整備に関する法律案」が平成18年通常国会（第164回）におい

て成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記③及び④については、「「独立行政法人国立博物館及び独

立行政法人文化財研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する

勧告の方向性」における指摘事項を踏まえた見直し案」及びこ

れを踏まえた次期中期目標・中期計画を策定 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 

・左記①については、「「独立行政法人

国立博物館及び独立行政法人文化財研

究所の主要な事務及び事業の改廃に関

する勧告の方向性」における指摘事項

を踏まえた見直し案」を踏まえ、平成

独立行政法人国立博物館及び独立行政

法人文化財研究所を発展的統合（平成

19年４月１日施行予定）するための所

要の法案を平成19年通常国会までに提

出する方向で作業 

 ＜厚生労働省＞ 

・国立健康・栄養研究所 

① 非公務員化 

② 調査研究を「生活習慣病の予防のための運動と食

事の併用効果に関する研究」などに特化・重点化 

③ 国民健康・栄養調査の集計業務の期間短縮化、経

費節減 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「独

立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の

整備に関する法律案」が平成18年通常国会（第164回）におい

て成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②については、近年の健康や栄養に関する国民の関心の高

まりを踏まえ、研究成果のより一層の充実を図る観点から、調

査研究を、①生活習慣病の予防のための運動と食事の併用効果

に関する研究②日本人の食生活の多様化と健康への影響に関す

る栄養疫学的研究③「健康食品」を対象とした食品成分の有効

性評価及び健康影響評価に関する調査研究に特化・重点化して

いくこととした次期中期目標・中期計画を策定 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

  ・左記③については、政策ニーズに対応し、迅速かつ効率的な集

計を行うことにより、集計業務を７ヶ月を目処に終了させると

ともに、外部委託、高度集計・解析システムの活用等により、

効率的な集計を行い、経費の削減を図ることとした次期中期目

標・中期計画を策定 

 

 ＜農林水産省＞ 

・農林水産消費技術センター、肥飼料検査所、農薬検査

所 

① 統合 

② ３法人の事務・事業の一体的実施 

③ 地方組織の事務・事業について、統合メリットの

最大限発揮等の観点から早期に一体的運営 

重要 
別表1 

 ・左記①及び②については、平成19年４

月の統合に向け、３法人の統合するた

めの所要の法案を平成18年通常国会の

次の国会以降に提出予定 

・左記③については、平成19年４月の統

合以降の地方組織の在り方について、

統合メリットを最大限発揮する等の観

点から検討予定 

 ・種苗管理センター 

① 非公務員化 

② 茶樹の原種生産・配布業務について、早期に民間

又は地方に移行の上、廃止 

③ 栽培試験業務の実施農場、種苗検査業務の実施農

場の集約化 

重要 
別表1 

・左記①及び②については、役職員の身分を非公務員化し、茶樹

の生産・配布業務を廃止するため、「独立行政法人に係る改革

を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案」

が平成18年通常国会（第164回）において成立（平成18年４月

１日施行予定） 

・左記②については、平成18年度中に茶

樹の生産・配布業務を廃止 

・左記③については、栽培試験業務につ

いて、平成18年度中に９か所から６か

所に集約化。種苗検査業務について

は、平成18年度中に４か所から３か所

に集約化 

 ・家畜改良センター 

① 非公務員化 

② めん羊、山羊、うさぎの改良・増殖業務につい

て、民間等に移行の上、廃止 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「独

立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の

整備に関する法律案」が平成18年通常国会（第164回）におい

て成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②については、めん羊は平成18年

度から、実験用ヤギは平成19年度末ま

でに、実験用ウサギは平成20年度末ま

でに、山羊は平成21年度末までに、民

間を中心とした種畜供給体制に移行 

 ・林木育種センター 

① 森林統合研究所と統合 

② 非公務員化 

③ 森林総合研究所との事務・事業の一体的実施 

④ 新品種開発等の対象樹種の重点化 

重要 
別表1 

・左記②については、役職員の身分を非公務員化する「独立行政

法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に

関する法律案」が平成18年通常国会（第164回）において成立

（平成18年４月１日施行予定） 

・左記④については、ミツマタ等地域特産的な樹種に関する品種

開発については、現中期目標期間において、一定レベルに達し

たことから終了 

・①及び③については、平成19年４月の

統合に向け、２法人の統合するための

所要の法案を平成18年通常国会の次の

国会以降に提出予定 

・左記④については、花粉症対策に有効

な品種、国土保全や自然環境保全等の

機能の向上に資する品種に重点化 

 ・水産大学校 

① 非公務員化 

② 専攻科の規模縮小 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「独

立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の

整備に関する法律案」が平成18年通常国会（第164回）におい

て成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②については、専攻科学生の増加策として、本科関連学科

の推薦入試制度の改善を実施 

・左記②については、専攻科の定員を適

切な規模に見直した上で、次期中期目

標期間における定員充足状況等を踏ま

え抜本的見直しを検討 

 ＜経済産業省＞ 

・経済産業研究所 

重要 
別表1 

・「独立行政法人経済産業研究所の主要な事務及び事業の改廃に

関する勧告の方向性」の指摘を受け、法人の任務の明確化及び

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

① 法人の任務の明確化及び研究領域の重点化 

② 経済産業政策への反映状況に関する客観的評価の

実施 

 研究領域の重点化、経済産業政策への反映状況に関する客観的

評価を反映させた次期中期目標・中期計画を策定 

 

 ・工業所有権情報・研修館 

① 非公務員化 

② 法人の任務・役割の明確化及び業務運営の合理

化・効率化・適正化 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「情

報研修館法の一部改正法案」が平成18年通常国会（第164回）

において成立（平成18年４月１日施行予定） 

・左記②については、法人の任務・役割の明確化及び業務運営の

合理化・効率化・適正化を反映させた次期中期目標・中期計画

を策定 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 

 

 ＜国土交通省＞ 

・建築研究所 

① 非公務員化 

② 法人の任務・役割の明確化及び研究業務の重点

化・効率化 

重要 
別表1 

 ・交通安全環境研究所 

① 非公務員化 

② 法人の任務・役割の明確化及び研究業務等の重点

化・効率化 

③ リコール関係業務の充実・強化 

重要 
別表1 

 ・海上技術安全研究所 

① 非公務員化 

② 法人の任務・役割の明確化及び研究業務の重点

化・効率化 

重要 
別表1 

・左記次期中期目標・中期計画に沿った

着実な業務の推進 

・左記②及び③については、「「独立行

政法人建築研究所、独立行政法人交通

安全環境研究所、独立行政法人海上技

術安全研究所及び独立行政法人電子航

法研究所の主要な事務及び事業の改廃

に関する勧告の方向性」及び「独立行

政法人航空大学校の主要な事務及び事

業の改廃に関する勧告の方向性」を踏

まえた次期中期目標・中期計画を策定 

 ・電子航法研究所 

① 非公務員化 

② 法人の任務・役割の明確化及び研究業務の重点

化・効率化 

重要 
別表1 

 

 ・航空大学校 

① 非公務員化 

② 教育業務・整備業務・運用業務・管理業務の見直

し・効率化により、職員の削減も含めスリム化 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化する「独立行政

法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に

関する法律案」が平成18年通常国会（第164回）において成立

（平成18年４月１日施行予定） 

 

 

 ＜環境省＞ 

・国立環境研究所 

① 非公務員化 

② 関係機関との連携の在り方も視野に入れた業務見

直しを前提とする研究の選択と集中 

重要 
別表1 

・左記①については、役職員の身分を非公務員化するため、「独

立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案」が平成

18年通常国会（第164回）において成立（平成18年４月１日施

行予定） 

・左記②については、「「独立行政法人国立環境研究所の主要な

事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」における指摘事項

を踏まえた見直し案」及びこれを踏まえた次期中期目標・中期

計画を策定 

・次期中期目標・中期計画に沿った着実

な業務の推進 

(3) 特殊法人等か ・特殊法人等から移行して設立された独立行政法人につ 重要  ・特殊法人等から移行して設立された独 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

ら移行して設立

された独立行政

法人の見直し 

いては、「官から民へ」の観点から事業・組織の必要

性を厳しく検討し、その廃止・縮小・重点化等を図る

ことはもとより、法人の事業の裏付けとなる国の政策

についてもその必要性にまでさかのぼった見直しを行

うことにより、国の財政支出の縮減を図る。 

2(1)  立行政法人は、平成18年度以降初めて

中期目標期間の終了時を迎えることか

ら、国の政策の必要性までさかのぼっ

た厳格な見直しを行うことにより、国

の財政支出を縮減 

(4) 平成18年度に

おける見直し 

・平成18年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人

に加え、平成19年度末に中期目標期間が終了する法人

について、円滑かつ効果的な見直しを行う観点から、

業務・組織全般の見直しの検討に着手し、相当数につ

いて結論を得る。 

重要 
2(1) 

 

 ・融資業務等を行う独立行政法人については、平成20年

度末に中期目標期間が終了する法人も含め、平成18年

度中に融資業務等の見直しを行い、結論を得る。 

重要 
2(1) 

 

 ・これらの法人の見直しに当たっては、平成18年夏を目

途に、政府としての基本的な考え方を取りまとめる。

また、政策評価・独立行政法人評価委員会としての見

直しの方針を取りまとめる。 

重要 
2(1) 

 

・平成18年度における独立行政法人の見

直しについては、行政減量・効率化有

識者会議や政策評価・独立行政法人評

価委員会における議論を踏まえ、着実

に実施 

２ 行政代行法人

等の見直し 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

・官民の役割分担、規制改革及び国の関与等の透明化・

合理化の観点から、平成18年度末までに所要の見直し

を行う。 

方針 
1(4) 

 ・特別の法律により設立される民間法人について、平成

17年度までに行う「特別の法律により設立される民間

法人に関する指導監督基準」(平成14年４月26日閣議

決定)に基づく見直しの際に、当該法律の改廃を含

め、厳格な見直しを行う。特に、検査・検定関係法人

は、民業圧迫の観点や検査・検定料の適正性の観点か

ら一層厳しく見直す。 

方針 
1(4) 

 ・特別の法律により設立される民間法人については、国

民負担の軽減、財政支出の削減、事務・事業の効率化

等の観点から、その事業等について以下の措置を講ず

る。 

重要 
2(4) 

・特別の法律により設立される民間法人については、平成17年度

に見直し、「行政改革の重要方針」に基づき、検査・検定手数

料の引下げ、民間参入促進措置の実施、経常的経費に対する補

助金や委託費の削減などの措置について取組を開始 

 

 ・日本消防検定協会 

① 手数料について、今後５年間で概ね10％引き下げ

る。 

② 所管省は、消防用機械器具等に関する十分な知見

や技術力を有する法人に積極的に働きかける等によ

り、民間参入を促進する。 

重要 
別表5 

・手数料引き下げに対応するための具体的な方策について検討を

開始 

・手数料について、今後５年間で概ね

10％引下げ 

・消防用機械器具等に関する十分な知見

や技術力を有する法人に積極的に働き

かける等により、民間参入を促進 

 ・危険物保安技術協会 重要 ・手数料引き下げに対応するための具体的な方策について検討を ・手数料について、今後５年間で概ね 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 ① 手数料について、今後５年間で概ね10％引き下げ

る。 

② 所管省は、他の民間法人も市町村等から審査の委

託を受けることができる旨を周知し、民間参入を促

進する。 

別表5 開始 10％引下げ 

・所管省は、他の民間法人も市町村等か

ら審査の委託を受けることができる旨

を周知し、民間参入を促進 

 ・日本電気計器検定所 

① 手数料について、今後５年間で概ね10％引き下げ

る。 

② 資本関係・人的関係など利害関係の影響を受ける

範囲についてのガイドライン等を策定し当該範囲の

明確化を図ることにより、適切な能力・ノウハウを

持った民間の参入を促進する。 

重要 
別表5 

・手数料の値下げに資する試験方法の見直し等について検討を開

始 

・計量行政審議会等で民間参入の促進等について検討中 

・手数料値下げに資する試験方法の検討

結果を踏まえ、手数料について今後５

年間で概ね10％引き下げを実施予定。

なお、当面の平成19年度以降に適用さ

れる手数料についても、検討結果を一

定程度反映させた上で、平成18年度中

に政令改正予定 

・計量行政審議会等の審議結果を踏ま

え、具体的なガイドライン等の作成予

定 

 ・高圧ガス保安協会 

① 手数料について、今後５年間で概ね10％引き下げ

る。 

② 既存の運転設備の増・改築であって、保安管理上

問題のないものについては、自主検査の対象範囲の

拡充を図る。 

③ 所管省は、技術基準作成等の委託に際し、公募制

の導入により、その委託単価の透明化を図る。 

重要 
別表5 

・平成17年７月に、一部の岩盤貯槽に係る特定設備検査等の手数

料の引き下げを実施。 

・既存の運転設備の増・改築であって、保安管理上問題のないも

のについて、自主検査の対象範囲の拡充を図ることに関して

は、特定施設の処理量変更に係る認定の取り扱い基準検討委員

会で有識者を交えて検討中 

・高圧ガス保安法関係技術基準等の委託事業について、平成18年

度より原子力安全・保安院の公募手続規程に則り公募を実施 

・手数料について、平成18年４月１日か

ら、国家試験及び講習について電子申

請で申し込む場合の手数料引き下げを

実施予定。それを含め、手数料につい

て今後５年間で概ね10％引き下げを実

施予定 

・自主検査の対象範囲の拡充に関して

は、特定施設の処理量変更に係る認定

の取り扱い基準検討委員会の検討の結

果を踏まえ、平成18年度中に既存の運

転設備の増・改築であって、保安管理

上問題のないものについては、自主検

査の対象範囲の拡充を実施予定 

 ・日本小型船舶検査機構 

手数料について、今後５年間で実質10％引き下げる。

重要 
別表5 

・小型船舶の安全性確保を前提としつつ、検査間隔の延長及び手

数料の見直しによる受験者の負担軽減策を検討中 

・５年以内に関連する法制度の改正措置

を講じる 

 ・軽自動車検査協会 

手数料について、今後５年間で概ね10％引き下げる。

重要 
別表5 

・手数料引き下げに対応するための具体的な方策について検討を

開始 

・手数料の引き下げを行うため、必要な

経費の削減に取組 

 ・中央労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防

止協会、建設業労働災害防止協会、林業・木材製造業

労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協

会、鉱業労働災害防止協会 

効率化を進め補助に係る一般管理費を10％相当削減す

る等により、経常的経費に係る補助金及び委託費を、

今後５年間で10％削減する。 

重要 
別表5 

・事務・事業の効率化を進め、前年度予算に比べて、平成18年度

予算では、補助に係る一般管理費を84百万円(2.2％)削減する

等により、経常的経費に係る補助金及び委託費を、610百万円

(6.8％)削減（６団体計） 

・平成19年度予算以降においても「行政

改革の重要方針」を踏まえつつ、補助

金及び委託費の縮減を図る 

 ・日本公認会計士協会、日本行政書士会連合会、日本司 重要 
別表5 

＜日本公認会計士協会＞  
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会、日本

税理士会連合会、全国社会保険労務士会連合会、日本

弁理士会 

登録手数料について、人件費、物件費等算定根拠を可

能な限り具体的に示し、透明化・明確化を図る。 

 ・登録手数料について、人件費、物件費等算定根拠を法人のホー

ムページに掲載 

＜日本行政書士会連合会＞ 

・登録手数料について、算定根拠（人件費及び物件費）を法人の

ホームページに公表 

＜日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会＞ 

・登録手数料について、人件費、物件費等算定根拠を法人のホー

ムページに掲載 

＜日本税理士会連合会＞ 

・登録手数料について、人件費、物件費等積算根拠を可能な限り

具体的に示すよう要請 

＜全国社会保険労務士会連合会＞ 

・平成18年３月の登録手数料の改定の際、登録手数料について人

件費、物件費等算定根拠を可能な限り具体的に示し、法人のホ

ームページに掲載 

＜日本弁理士会＞ 

・登録手数料については、法人のホームページで、算定根拠を人

件費、物件費、その他経費等の項目別に公表 

 

 ・消防団員等公務災害補償等共済基金 

① 業務の一層の効率化により事務費を今後５年間で

概ね10％削減するとともに、掛金額を始め基金の経

営状況等の公開を一層推進する。 

② 公務災害防止事業について、外部評価を実施し、

事業の効率的・効果的な実施を推進する。 

重要 
別表5 

・事務費削減に対応するための具体的な方策について検討を開始 ・業務の一層の効率化により事務費を今

後５年間で概ね10％削減するととも

に、掛金額を始め基金の経営状況等の

公開を一層推進 

・公務災害防止事業について、外部評価

を実施し、事業の効率的・効果的な実

施を推進 

 ・企業年金連合会 

① 代行部分の業務について、システム化、外部委託

等の推進により一層の効率化を図り、支払件数１件

当たりの補助金を今後５年間で10％削減する。 

② 福祉施設について、平成18年度中に独立採算化を

図り、達成できない場合は施設を売却する。 

重要 
別表5 

・「行政改革の重要方針」を踏まえ、法人に対して、代行部分の

業務の一層の効率化を図ること及び福祉施設の平成18年度中の

独立採算化を図るよう指導。これに基づき、法人において平成

18年度の事業計画を策定 

・代行部分の業務について、システム

化、外部委託等の推進により一層の効

率化を図り、支払件数１件当たりの補

助金を今後５年間で10％削減 

・福祉施設について、平成18年度中に独

立採算化を図り、達成できない場合は

施設を売却 

 ・石炭鉱業年金基金 

福祉施設を地元地方公共団体へ譲渡することについ

て、関係事業者、関係府省等と検討し、早急に結論を

得る。 

重要 
別表5 

・「行政改革の重要方針」を踏まえ、法人に対して、福祉施設を

地元地方公共団体へ譲渡することについて検討するよう指導。

これに基づき、法人において平成18年度の事業計画を策定 

・福祉施設を地元地方公共団体へ譲渡す

ることについて、関係事業者、関係府

省等と検討し、早急に結論 

 ・漁船保険中央会 

下部団体について合併を促進し、漁船保険制度の安定

的な運営を維持する。 

重要 
別表5 

・漁船保険組合の広域化を図るため、合併への参加を希望してい

る漁船保険組合を中心に合併を推進 

・合併条件の整った組合が広域合併する

ための協議会の開催 

 ・全国漁業共済組合連合会 

① 掛金の料率改定等により速やかに単年度の収支均

重要 
別表5 

・平成14年制度改正により保険区分を統合するなどの収支改善策

を実施したほか、近年、収支が悪化している漁業種類につい 

・平成20年度までの単年度収支均衡を確

実にするため、平成18年４月に、収支 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 衡を図る。 

② 下部団体について合併を促進し、漁業共済制度の

円滑な運営を図る。 

 て、補償水準を引き下げるなど、共済金の支払抑制策を実施 

・漁業共済組合の広域化を図るため、合併への参加を希望してい

る漁業共済組合を中心に合併を推進中 

改善を念頭においた料率改定を行うほ

か、今後も適時に料率を見直すなど、

これまで講じている施策と合わせ収支

改善に邁進 

・合併条件の整った組合が広域合併する

ための協議会の開催 

 ・全国農業会議所 

市町村合併の動向を踏まえ、農業委員会の広域連携を

推進し、農業委員会の事業等の効率化を推進する。 

重要 
別表5 

・平成16年に組織自らの活動・組織の改革の基本目標である

「新・農業委員会組織活動改革プログラム」（平成17～平成19

年度）を策定し、農業委員会の広域連携システムの確立による

市町村の範囲を超えた農地の監視や利用調整活動など、事業等

の効率化を推進 

・引き続き、広域連携システムの確立を

全国的に進めるとともに、確立された

システムの下での事務事業の効率化に

向けた取組を徹底 

 ・全国農業協同組合中央会 

法人が定めた「組合の組織、事業及び経営の基本方

針」に基づき、系統組織の合併、経済事業の見直しを

推進し、系統組織の事業等の効率化を推進する。 

重要 
別表5 

・平成18年度から２年間、農協の合併等農協系統金融機関の組織

再編成に係る登録免許税を軽減 

・平成18年３月の全国農業協同組合中央会の総会において、農家

手取向上のための販売事業システムの見直しを追加すること等

を内容とする基本方針の見直し 

・引き続き、系統組織の合併、経済事業

改革の実践等により系統組織の事業等

の効率化を推進 

 ・日本商工会議所 

合併のマニュアルを作成するなど、商工会議所の合併

を推進し、商工会議所の事業等の効率化を推進する。

重要 
別表5 

・平成18年３月に「商工会議所合併に関する手引き」を日本商工

会議所と協同で作成 

・各地商工会議所に当該手引書を配布

し、商工会議所同士の合併促進に寄与 

 ・全国商工会連合会 

法人が定めた商工会合併支援計画に基づき、商工会の

合併を推進し、商工会の事業等の効率化を推進する。

重要 
別表5 

・平成17年５月に作成した「商工会合併推進支援計画」に基づ

き、各地の商工会に対し合併推進計画の説明会を実施。また、

合併に関し定期に調査を行い、全国的な取組状況を把握中 

・引き続き合併に係る取組状況を把握し

つつ、「商工会合併効果調査」を実施 

・商工会合併の効果や課題等を取りまと

めた指導用資料等を作成し、合併計画

作成の支援を実施 

 ・全国中小企業団体中央会 

効率化を進め指定事業の経常的経費を10％削減する等

により、経常的経費に係る補助金及び委託費を、今後

５年間で10％削減する。 

重要 
別表5 

・「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、人件費補助につい

て、補助率を平成13年度の2/3から、平成14年度は6/10、平成

15年度は1/2、平成16年度は4/10、平成17年度には1/3と５年間

で2/3から1/3までの引き下げを行い、補助金を削減 

・補助対象職員について、平成13年度の53名から、平成14年度は

48名、平成15年度は47名、平成17年度には46名と５年間で７名

の削減を行い、補助金を削減 

・平成18年度においては、補助対象職員

１名を削減。平成18年度以降において

も補助対象職員等を削減し、経常的経

費に係る補助金及び委託費の削減を図

る 

 ・東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資

育成株式会社、大阪中小企業投資育成株式会社 

審査基準、投資先選定過程を開示し、業務の透明化を

一層推進する。 

重要 
別表5 

・審査基準、投資先選定過程の透明化を高める等の観点から事業

規則を改正、公表 

・新規投資先企業名及び投資を行った理由を公表 

・意見受付窓口をホームページに開設 

・各社の業務の仕組みの紹介等に関する資料を作成、公表 

・よりわかりやく説明責任を果たす観点

から、ホームページを全般的にリニュ

ーアル 

 ・自動車安全運転センター 

① 証明業務の手数料について、今後５年間で概ね

10％引き下げる。 

② 一般・企業運転者に対する安全運転研修につい 

重要 
別表5 

・手数料引き下げに対応するための具体的な方策について検討

を開始 

・一般・企業運転者に対する安全運転研修について、センター内

に「一般・企業運転者に対する研修課程の改廃」に関する検討

・証明業務の手数料の引下げに向けた業

務の合理化・効率化について検討 

・一般・企業運転者に対する安全運転研

修について、前記検討委員会におい 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 て、社会的ニーズや他の民間事業者における継続的

実施の可能性を踏まえつつ、平成18年度中に改廃を

含めた見直しを行う。 

③ 安全運転研修施設の管理等について、平成18年度

中に一般競争入札を導入する。 

 委員会を設置 

・安全運転中央研修所における施設の管理等について、一般競争

入札を実施 

て、社会的ニーズや他の民間事業者に

おける継続的実施の可能性に関する調

査を行い、一般・企業運転者に対する

研修課程の改廃について検討 

 ・社会保険診療報酬支払基金 

① レセプト電算処理システムについては、今後、段

階的にオンライン請求の導入を進め、５年後を目途

にほぼすべてのレセプトについてオンライン処理を

行えるようにする。 

② レセプト電算処理システムの普及促進、他の審査

支払機関との相互受託による競争促進、外部委託の

促進による定員削減等組織のスリム化及び業務の効

率化を推進することにより、引き続き、審査支払手

数料の適正化を図る。 

重要 
別表5 

・段階的に原則すべてのレセプトについて、オンライン処理を行

えるようにするための請求省令の改正作業中 

・レセプト電算処理システムの普及促進について、レセプト電算

処理システムに関する説明会や病院等への個別訪問などを積極

的に実施。この結果、平成18年２月時点のレセプト電算処理シ

ステムの普及率は、医科14.0％（うち病院24.5％、診療所

8.9％）、調剤64.4％（９支部が平成18年度までの国の目標で

ある75％超え） 

・他の審査支払機関との相互受託による競争促進について、平成

19年度から、被用者保険の保険者が審査支払事務を支払基金又

は国保連に委託できるようにするため、「健康保険法等の一部

改正法」を平成18年通常国会（第164回）に提出 

・外部委託の促進による定員削減等組織のスリム化及び業務の効

率化の推進について、平成14年度から段階的に業務のアウトソ

－シングを推進し、平成17年度までの４年間で合計約800名の

職員定員の削減を実施 

・請求省令の公布・施行 

・レセプト電算処理システムの普及促進

について、平成18年４月から、レセプ

ト電算処理システムにおいて電子媒体

による保険者請求（併せてテキストデ

ータの有償提供）を開始予定。また、

紙レセプトを画像及びテキストデータ

に変換し、有償で保険者に提供する業

務を開始予定。今後も引き続き、組織

をあげてレセプト電算処理システム普

及促進に努力 

・平成18年度においても、アウトソーシ

ングの推進により、引き続き定員削減

予定 

 ・中央職業能力開発協会 

① 技能検定制度について、新設の職種については、

民間の指定試験機関において行うことを原則とす

る。既存の職種については、民間の指定試験機関へ

の移行を促進するとともに、経済社会情勢の変化に

対応した統廃合を行う。 

② ビジネスキャリア制度については、専門知識・能

力の体系化及び能力評価に特化し、厚生労働大臣の

講座認定は廃止する。能力評価試験についても、類

似の資格試験の状況を踏まえ整理合理化を図る。 

③ 総収入に占める補助金及び委託費の割合の50％程

度への引下げに向け、今後５年間で、補助に係る一

般管理費を10％相当削減する等により、経常的経費

に係る補助金及び委託費を10％削減する。 

重要 
別表5 

・事務・事業の効率化を進め、前年度予算に比べて、平成18年度

予算では、補助に係る一般管理費を19百万円(2.7％)削減する

等により、経常的経費に係る補助金及び委託費を231百万円

(8.4％)削減 

・技能検定制度については、平成18年度

早期に検定職種の在り方等についての

検討に着手し、その結果を踏まえ、順

次適切な見直し。ビジネスキャリア制

度については、平成18年度中に厚生労

働大臣の講座認定を廃止するととも

に、能力評価試験の整理合理化を図

る。また「行政改革の重要方針」を踏

まえつつ、補助金及び委託費の縮減を

図る 

 ・農林中央金庫 

信用農業協同組合連合会との統合等により、系統組織

の金融業務の効率化及び健全な運営を図る。 

重要 
別表5 

・６信連において農林中央金庫に一部事業譲渡、３信連において

農林中央金庫に全部事業譲渡 

・農林中央金庫に一部事業譲渡を行った

６信連について、順次全部事業譲渡 

 ・日本勤労者住宅協会 

継続事業の実施による借入金の返済に努め、今後３年

重要 
別表5 

・「行政改革の重要方針」を踏まえ、借入金の返済及び平成20年

末を目途とする法人の廃止について、適切に対処するよう指導

・平成20年末を目途に法人を廃止するた

めの立法措置を講じる 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 以内を目途に法人を廃止する。  （なお、平成18年２月14日民事再生手続開始決定）  

 ・「特別の法律により設立される民間法人の運営に関す

る指導監督基準」等に適合するよう引き続き指導監督

を行う。 

重要 
2(4) 

・特別の法律により設立される民間法人については、平成14年度

以降、所管官庁において、「特別の法律により設立される民間

法人の運営に関する指導監督基準」に基づき、指導監督の状況

及び結果を公表。また、総務省は、公表されたものを取りまと

めて整理し、平成16年３月、平成17年３月及び11月公表 

 

 ・その他の特別の法律により設立される法人について、

民間企業の類似業務と競合し民業を圧迫していないか

どうか等の観点からその業務について見直す。 

方針 
1(4) 

 ・法令等に基づき国の指定、認定、登録等を受けて、法

令等で定められた特定の事務･事業を実施している法

人について、事務･事業の内容や指定、認定、登録等

の形態を精査、分類し、国の関与等の透明化・合理化

のための基準を策定し、厳格に見直す。 

方針 
1(4) 

 ・国以外の特定の法人に法令等で定められた国の事務・

事業を実施させざるを得ない場合は、原則として、法

律にその根拠を明示すること、指定制ではなく登録制

とすること等とし、規制の新設審査の一環として厳し

く審査する際の基準を策定する。 

方針 
1(4) 

 ・補助金等の交付により造成した基金等を保有する法人

について、①基金事業の見直しの時期の設定に係る基

準、②資金事業の目的達成度の判定、公表に係る基

準、③基金の保有割合の数値基準、④使用見込みのな

い資金の国への返納に係る基準を策定するとともに、

個別法人ごとに精査し、事業の見直しを行う。 

方針 
1(4) 

・その他の法人については、実態把握のための調査を実施。運営

の適正化を図るための基準の策定を検討中 

・官民の役割分担、規制改革及び国の関

与等の透明化・合理化の観点から、平

成18年度末までに所要の見直しを実施 
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Ⅲ 特別会計改革等 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

１ 特別会計改革 
［推進官庁］ 

・財務省 

    

(1) 特別会計改革

の方向性 

・「特別会計の見直しについて」の指摘や、「経済財政

運営と構造改革に関する基本方針2004」(平成16年６

月４日閣議決定)に基づき関係府省により作成される

改革案を踏まえつつ、引き続き歳出改革の推進を図

る。 

方針 
3(1) 

 ・特別会計の設置に係る要件を厳格化するとともに、特

別会計見直しの方向性を示すなど改革の方針を「行政

改革推進法案（仮称）」に明記し、今後５年を目途に

改革を完了するものとする。 

重要 
3(1) 

 ・一般会計、特別会計を通じた一覧性を高めるととも

に、平成19年を目途に「特別会計整理合理化法案（仮

称）」を国会に提出し、個別の特別会計の改革を具体

的に盛り込むとともに、特別会計法に定められた財政

法の例外規定等を整理するものとする。 

重要 
3(1) 

・「行政改革の重要方針」に基づき、特別会計見直しの方向性を

示すなど改革の方針を明記した行政改革推進法案を平成18年通

常国会（第164回）に提出 

・平成18年度予算において、特別会計の積立金・剰余金を活用

し、合計約13.8兆円を一般会計・国債整理基金特別会計に繰入

れ、財政健全化のために活用 

(2) 特別会計改革

の具体的方針 

・今後５年間において合計約20兆円程度の財政健全化へ

の貢献を目指すものとする。 

重要 
3(2) 

 

 ・特別会計の歳入・歳出につき、所管別区分と主要経費

別区分を行うとともに、予算の一覧性を確保するた

め、純計額ベースで表示した所管別や主要経費別の予

算参考資料を法定資料としての予算参考書類に含める

など、抜本的に見直すこととし、国の財務状況の透明

化を図るものとする。 

重要 
3(2) 

 

・今後５年を目途に改革を完了 

・今後５年間で合計約 20 兆円程度の財政

健全化への貢献を目標に改革を推進 

・各特別会計の具体的改革等を盛り込ん

だ「特別会計整理合理化法案（仮

称）」を平成 19 年を目途に国会に提出

予定 

・各個別の特別会計改革の過程において

は、透明性の確保に配慮しつつ民間関

係者等の意見を聴く場を活用しなが

ら、事業の要否及び主体について仕分

けを行い効率化を図るとともに、市場

化テストの積極的な活用を図る 

・特定財源制度について「道路特定財源

の見直しに関する基本方針（政府・与

党）」等に基づき見直し 

 ・「特別会計整理合理化法案（仮称）」により、特別会

計法に定められた財政法の例外規定（借入金規定や剰

余金の繰越し規定等）等を整理し、特別会計の会計情

報については、その開示の内容及び要件を統一的に明

示するとともに、企業会計の考え方に基づく資産・負

債も開示するものとする。 

重要 
3(2) 

  

 ・特別会計の設立要件を厳格化するほか、既存の特別会

計についても、５年ごとにその設置の要否を見直す条

項を導入するものとする。 

重要 
3(2) 

  

 ・歳出の効率化・合理化を推進し、一般会計からの繰入

を抑制する。その際、個々の事業内容に踏み込んだ見

直しを行う。 

方針 
3(1) 

  

 ・各特別会計の設置目的との関連性が希薄化している事 方針 
3(1) 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

業や、国として直接事業を行う必要性が低下した事業

について、その廃止・縮減・独立行政法人や民間への

移管等を図る。 

同上 

 ・各特別会計の区分経理の必要性、会計間、勘定間の繰

入の合理性について厳しく検証し、徹底した見直しを

行う。 

方針 
3(1) 

  

 ・各特別会計における資金の流れや事務事業の内容につ

き、一覧性を高める形で、情報の開示を更に進める。

方針 
3(1) 

  

 ・各個別の特別会計改革の過程においては、透明性の確

保に配慮しつつ民間関係者等の意見を聴く場を活用し

ながら、事業の要否及び主体について仕分けを行い効

率化を図るとともに、市場化テストの積極的な活用を

図るものとする。 

重要 
3(2) 

  

(3) 各個別の特別

会計の見直し 

・道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会

計、空港整備特別会計及び都市開発資金融通特別会計

の五つの特別会計については、平成20年度までに統合

し、無駄の排除を行うものとする。空港整備特別会計

については、将来の独立行政法人化等について検討す

るものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・道路特定財源については、「道路特定財源の見直しに

関する基本方針」に基づき、見直しを行うものとす

る。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

・「道路特定財源の見直しに関する基本方針」を政府・与党で

取りまとめ 
 

 

 ・航空機燃料税については、特別会計の歳出・借入金の

抑制の努力を講じつつ、引き続き空港整備に投入して

いくものとするが、その適否については常に点検を行

い、将来的には、空港整備の進捗状況を踏まえ、原則

として一般財源化を検討するものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・厚生保険特別会計及び国民年金特別会計については、

平成19年度までに統合し、無駄の排除を行うものとす

る。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・年金事務費については、平成19年度より、受益と負担

の関係の明確化等の観点から、その一部に保険料を充

てる恒久措置を講ずるものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・船員保険特別会計については、今後１年程度の間、制

度見直しの詳細について検討した上で、平成22年度を

目途に、船員保険事業のうち健康保険制度に相当する

部分は、社会保険庁改革に伴い発足する新たな公法人

等に移管し、労災保険制度及び雇用保険制度に相当す

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

る部分は、労働保険特別会計のそれぞれの制度に統合

するものとする。 

同上 

 ・労働保険特別会計については、原則として純粋な保険

給付事業に限り本特別会計にて経理するものとし、労

働福祉事業及び雇用保険３事業については、廃止も含

め徹底的な見直しを行うものとする。また、失業給付

事業における国庫負担の在り方については、廃止を含

め検討するものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保

険特別会計については、積立金管理の業務運営を透明

化した上で、平成20年度までに、両特別会計の統合を

含め再保険機能の取扱いにつき検討するものとする。

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・地震再保険特別会計については、平成20年度までに、

再保険機能の取扱いにつき検討するものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・森林保険特別会計については、平成 20 年度までに、

独立行政法人化を検討するものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・貿易再保険特別会計については、先進国向け短期保険

分野等への一層の民間参入の促進を図りつつ、民間で

できるところから国は撤退すること等の制度改正につ

き、今後３年を目途に検討し、結論を得る。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・国有林野事業特別会計については、平成18年4月に予

定する国有林野事業勘定と治山勘定との統合を進める

こととし、その後、平成22年度に、借入金の処理等事

業運営に必要な措置を講じつつ、企業特別会計として

の特性及びこれまでの取組等を踏まえ、その業務の性

質により一般会計への統合・独立行政法人化を検討す

るものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

 

・平成18年度から、国有林野事業勘定と治山勘定を統合するた

め、「国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案」が

平成18年通常国会（第164回）において成立（平成18年４月

１日施行予定） 

 

 ・国営土地改良事業特別会計については、平成20年度ま

でに、一般会計への統合を行うものとする。国営事業

分と都道府県営事業分の区分については、国と地方と

の適切な役割分担の検討を行う中で、農政改革の進捗

状況等を見極めつつ、平成18年度中に結論を得るもの

とする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・食糧管理特別会計及び農業経営基盤強化措置特別会計

については、平成19年度に統合し、無駄の排除を行う

ものとする。その後、業務の性質に応じ、一般会計へ

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

の統合や独立行政法人化を検討するものとする。 同上 

 ・自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録

特別会計については、平成20年度に統合し、無駄の排

除を行うものとする。その後、業務の性質に応じ、一

般会計への統合や独立行政法人化を検討するものとす

る。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・特許特別会計については、その予算特性、政策的見地

にかんがみ、一層迅速かつ的確な審査を実現するた

め、特許審査の件数、そのためのコスト、先行技術文

献の検索外注件数などにつき中期的な定量的目標を定

めつつ、業務効率の向上及び民間委託の拡大を図る。

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・国立高度専門医療センター特別会計については、借入

金の処理等事業運営に必要な措置を講じつつ、平成22

年度に、国立がんセンターなどを独立行政法人化し、

同特別会計を廃止するものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・登記特別会計については、今後の事業計画を踏まえ、

真に必要な事業にスリム化し、登記所備付地図の整備

の財源確保を前提に平成22年度末をもって一般会計へ

の統合を行うものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・特定国有財産整備特別会計については、今後の事業計

画を踏まえ、真に必要な事業にスリム化し、平成22年

度を目途に、一般会計への統合を行うものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需

給構造高度化対策特別会計については、平成19年度ま

での立法化により統合し、無駄の排除や区分経理によ

る透明化を行うものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・電源開発促進税が特別会計に直入される構造を見直

し、電源開発促進税が原子力発電所の立地の促進等の

電源開発に要する費用に充てるために課せられている

税であることを踏まえつつ、石油石炭税のように一般

会計から必要額を特別会計に繰り入れる仕組みとする

ことにより、原子力の立地・更新等が進展すること等

により財政需要が生ずるまでの間、財政資金の効率的

な活用を図るものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・産業投資特別会計社会資本整備勘定については、無利

子貸付事業が終了することを踏まえ、廃止するものと

する。産業投資勘定については、真に必要な出資事業

に限定の上、平成20年度までに、財政融資資金特別会

計に移管するものとする。その後、民間での対応等を

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

勘案の上で、一定期間経過後、産業投資勘定自体の在

り方を、その存否も含め検討するものとする。 

同上 

 ・財政融資資金特別会計については、将来的な財投規模

のスリム化を確実なものにするため、財投債発行額を

着実に減額するとともに、確実な償還見込みを立てる

ものとする。また、公営企業金融公庫の資本市場等を

活用した仕組みへの移行の状況を見極めながら、地方

向け融資を段階的に縮小するものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・国債整理基金特別会計については、業務運営の効率化

と事務費の節減を強力に推進するものとする。また、

国債業務の日本銀行への委託範囲については、今後検

討し、平成19年度までに結論を得るものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・外国為替資金特別会計については、人件費及び事務費

について一層効率化に取り組むものとする。今後とも

剰余金の相当部分につき一般会計への繰入れを行うも

のとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

 ・交付税及び譲与税配付金特別会計については、借入金

償還スケジュールを早期に明確化するものとする。 

重要 
3(2) 

方針 
3(1) 

  

２ 公会計の見直

し 
［推進官庁］ 

・財務省 

・省庁別連結財務書類について、試行を経て、平成18年

度から「年次報告書(仮称)」として公表する。 

方針 
3(2) 

・特殊法人等を連結した省庁別連結財務書類について、 

①平成15年度決算分を平成17年４月に、 

②平成16年度決算分を平成18年３月に、 

「年次報告書（仮称）」の試行として公表 

・平成18年度から省庁別財務書類を「年

次報告書（仮称）」の一環として公表

予定 

 ・政策ごとに予算と決算とを結び付け、予算とその成果

を評価できるような予算書、決算書の作成に向けて、

平成18年度までに整備を進める。 

方針 
3(2) 

・政策ごとに予算と決算とを結び付け、予算とその成果を評価で

できるような予算書、決算書の作成に向けた検討・検証 

・平成20年度予算を目途に概算要求・編

成作業を行うことを目指し、平成18年

度中に予算書・決算書の見直しに係る

実務的検証を完了 

 

 ・「国の貸借対照表」(試案)の有意性、有効性、特殊法

人等の連結につきさらに検討し引き続き評価・改善を

重ねる。｢特別会計等財務書類作成ガイドライン｣によ

る特殊法人との連結をも含めた財務書類についても、

同様の評価・改善を重ねる。 

大綱 
Ⅰ-4(1) 

・平成10年度決算分から「国の貸借対照表(試案)」を作成・公表

①平成12年度決算分より、特殊法人等を連結した連結貸借対照

表も作成・公表 

②「国の貸借対照表（試案）」は平成14年度決算分で終了 

③平成17年９月、省庁別財務書類を基礎として作成する「平成

15年度国の財務書類」を作成・公表 

・平成15年６月、「新たな特別会計財務書類の作成基準」を取り

まとめ 

①平成11年度決算分から特別会計財務書類を作成・公表 

②平成16年６月、「新たな特別会計財務書類の作成基準」につ

いて見直しを行い、「省庁別財務書類の作成基準」の体系に

組入れ 

・一般会計と特別会計を合わせた「平成

16年度国の財務書類」を平成18年秋頃

までに公表予定 

 

 

 

・「平成16年度特別会計財務書類」を平

成18年春頃までに公表予定 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

  ③平成16年10月、省庁別財務書類の体系の中で作成された「平

成14年度特別会計財務書類」を公表 

④平成17年４月、「平成15年度特別会計財務書類」を作成・公

表 

 

 ・特殊法人等の会計処理について、財政制度審議会にお

いて検討を行い、１年程度を目途として結論を得る 

大綱 
Ⅰ-1(3) 

・平成13年６月、「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指

針」を取りまとめ 

 

 ・また、特殊法人の経理について、会計監査機能の強化

を図る。 

大綱 
Ⅰ-4(2) 

・平成12年度決算分から行政コスト計算財務書類を作成・公表 

①当初より、ほとんどの法人が監査法人の関与を受けて作成 

②平成16年度決算分からは、すべての法人が監査法人の関与を

受けて作成 

 

 ・外部監査を受けなければならない独立行政法人の範囲

について、実施状況を見つつ、必要に応じて見直しを

行う。 

大綱 
Ⅰ-4(3) 

・特殊法人等改革により多種多様な業務・財務内容の特殊法人等

が独立行政法人化されることを踏まえ、 

①平成15年７月、「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る

共通的な事項に関する政令」を改正し、負債の総額が200億

円以上の法人を監査対象に追加 

②平成15年７月、独立行政法人の監査に関する基準について、

連結財務諸表監査の基準を設定する等の改訂実施 

・今後の特殊法人等改革の進ちょく状況

等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し

予定 

 



 28

Ⅳ 総人件費改革等 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

・国家公務員（94.8万人、郵政公社職員を含む。）の総

人件費について、対GDP比でみて今後10年間で概ね半

減させるといったような長期的な目安も念頭におきな

がら改革を進める。 

重要 
4(1) 

・国家公務員の総人件費を対GDP比でみて今後10年間で概ね半減

させるといったような長期的な目安も念頭におきながら改革を

進めることについて、その趣旨を盛り込んだ行政改革推進法案

を平成18年通常国会（第164回）に提出 

・国家公務員の総人件費を対GDP比でみて

今後10年間で概ね半減させるといった

ような長期的な目安も念頭におきなが

ら改革を推進 

１ 総人件費改革

の実行計画 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

・総務省 

・財務省 ・平成18年度予算や地方財政計画から順次反映させるこ

ととする。 

重要 
4(1) 

・以下の改革の取組を着実に予算に反映させた結果、平成18年度

国家公務員人件費（一般会計及び特別会計の合計）は5兆4,086

億円としたところ（対平成17年度予算比▲324億円：▲0.6％）

 

（参考１）国家公務員の人件費改革の削減効果（試算） 

改革のない場合の     平成18年度人件費 

平成18年度人件費(試算) 

54,790億円程度   ⇒ 54,086億円 ▲700億円程度  

 （a）定員純減      ▲150億円 

  (b) 給与構造改革     ▲270億円 

  (c) 17年度給与改定    ▲ 40億円 

  (d）その他（執行状況を踏まえた精査等）▲250億円 

（参考２）上記の国家公務員人件費に、議員歳費や義務教育費国

庫負担金等を加えた「国の総人件費」ベース（一般会計及び特

別会計の純計）の平成18年度予算額は、7兆8,420億円である

（対平成17年度予算比▲5,127億円：▲6.1％。ただし、義務教

育費国庫負担金に係る国庫負担割合引下げに伴う減等も含む）

・総人件費改革に係る取組について、引

き続き予算、地方財政計画に適切に反

映 

   ・平成18年度の地方財政計画の給与関係経費は22兆5,769億円

（対前年比▲1,471億円、▲0.6％）を計上。退職手当を除いた

ベースでは20兆5,321億円（対前年度比▲4,428億円、▲

2.1％）。計上人員については、22,602人の純減を計画（約▲

1,800億円）。また、給与構造改革を踏まえ、平成18年度は約

1,200億円の抑制を計画 

 

(1) 公務員の定員

の純減目標 

ア 国家公務員の

純減目標 

・今後５年間で、郵政公社職員を除く国家公務員（定員

ベースで68.7万人）を５％以上、純減させる。 

・国の行政機関の定員（33.2万人）を今後５年間で５％

以上純減させる。 

重要 
4(1) 
 

重要 
4(1) 

・行政減量・効率化有識者会議の知見も活用しつつ、国の業務の

大胆かつ構造的な見直しを推進 

・同有識者会議において、平成18年３月30日に中間取りまとめ 

・国の行政機関の定員の純減を確保する

ため、個別具体的な取組の検討を要す

るものについては、有識者会議の知見

も活用しながら、事務・事業の要否や

実施主体について仕分けを行い、遅く

とも平成18年６月頃までに行政改革推

進本部において成案を得、政府の方針

として決定 

・定員合理化計画の実施に当たり、メリ

ハリをつけつつ増員を厳しく抑制 

(ｱ) 国の行政機関

の定員 

・定員合理化計画（定員の10％以上削減）の実施に当た

って、メリハリをつけつつ増員を厳しく限定し、これ

までにない大幅な純減（1.5％以上の純減）を確保す 

重要 
4(1) 

・国の行政機関の定員については、省庁再編時の840,691人から

平成17年度の331,427人まで、509,264人を純減（うち独立行政

・平成18年度においては、治安、徴税、

安全・安心など、政府として重要な施

策に重点的に定員を配分した上で、▲
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 る。  

 ・「新たな府省の編成以降の定員管理について」に基づ

き、平成22年度までの間に、少なくとも10％の計画的

削減を行うとともに、独立行政法人への移行、新規増

員の抑制等と併せて、25％の純減を目指した定員削減

に最大限努力する。 

大綱 
V-2(3) 

 ・平成17年度から平成21年度までの５年間に平成16年度

末定員の10％以上を削減することを目指す。このた

め、平成17年夏に定員削減計画を改定する。 

方針 
1(1) 

 ・府省を越えた定員の再配置を進め、治安、徴税等真に

必要な部門には適切に定員を配置するなど、メリハリ

のある定員配置を実現する。府省を越える配置転換の

一層の活用に努める。 

方針 
1(1) 

法人化、郵政公社化及び国立大学法人化に伴う減490,220人） 

25％の純減の対象となる郵政事業を除いた定員については、

省庁再編時の543,665人から平成17年度の331,427人まで、

212,238人を純減し、25％の純減目標は達成 

・平成17年度から平成21年度までの５年間に平成16年度末定員の

10％以上を合理化することを目指し、平成17年10月に新たな定

員合理化計画を策定 

1,455人（▲0.44％）を純減 

 ・行政組織について、総合性及び機動性の向上を図りつ

つ、簡素かつ効率的なものとする。 

方針 
1(1) 

・毎年度の予算編成過程において逐次具体化 ・引き続き、毎年度の予算編成過程にお

いて逐次具体化 

 ・予算編成過程等を通じて、国の行政組織等の減量・効

率化に係る方針を取りまとめて公表するとともに、毎

年改定を行う。 

方針 
1(1) 

・平成17年12月24日に「国の行政組織等の減量・効率化の推進に

ついて(平成18年度減量・効率化方針)」(以下｢平成18年度減

量・効率化方針」という）を取りまとめて公表 

・減量・効率化に係る方針を毎年度の予

算編成過程等を通じて改定 

 ・中央省庁等改革基本法、「国の行政組織等の減量、効

率化等に関する基本的計画」(平成11年４月27日閣議

決定)等に沿って、減量、効率化等を着実に推進し、

毎年度の予算編成過程において、逐次その具体化を図

る。 

大綱 
Ⅴ-2(1) 

・「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」に

基づき、府省再編に伴い、国の事務事業の独立行政法人への

移行、地方建設局と港湾建設局の統合、地方医務局と地区麻

薬取締官事務所の統合等を実施するとともに、平成13年度か

ら平成17年度の間に以下の取組を実施 

－警察庁の地方機関の通信業務の民間委託を推進し、平成13

年度以降５年間で当該業務に携わる職員を100人程度縮減す

るとの目標を達成 

－防衛施設事務所・出張所については、３か所を整理統合

し、25か所に再編するとの目標を達成 

－公安調査事務所について、計29か所廃止し、14か所に整理

するとの目標を達成 

－法務局及び地方法務局について、支局・出張所を計241か所

廃止(平成17年度末：532か所) 

－地方入国管理局及び同支局の出張所について、計18か所を

縮減するとともに(平成17年度末：63か所)、海型から内陸

型への再編を進め、計20か所の海型出張所を整理統合 

－国立医療・病院管理研究所と国立公衆衛生院を統合し、国

立保健医療科学院を設置 

－労働基準監督署及び公共職業安定所について、計49署所の

整理合理化(平成17年度末：各々335か署、592か所) 

－食糧事務所を廃止し、地方農政局の下に置く地方農政事務 

・引き続き、毎年度の予算編成過程にお

いて逐次具体化 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

   所として再編成(食糧事務所の支所は全廃) 

－国有林野事業について、森林管理局分局等暫定組織のすべ

て(７分局及び201事務所等)を廃止 

－陸運支局及び海運支局を運輸支局に統合し、必要に応じ海

事事務所を設置(兵庫については神戸海運監理部を兵庫陸運

支局と統合し神戸運輸監理部に再編) 

－地方運輸局の管轄区域を変更し、地方整備局の管轄区域と

の整合を図るとともに、海事事務所について、計15か所の

統廃合(平成17年度末：19か所) 

－海上保安庁航路標識事務所について、計75か所を整理(平成

17年度末：２か所) 等 

 

 ・必要性の低下した事務・事業は、積極的に廃止・縮小

を進め、国が直接行う必要のない事務・事業は、民営

化、民間委託、ＰＦＩの活用、独立行政法人への移管

等を進め、減量・効率化を図る。 

方針 
1(1) 

・平成17年12月24日に減量・効率化の具体的な方針を定めた

「平成18年度減量・効率化方針」を取りまとめて公表 

・「今後の行政改革の方針」、「行政改

革の重要方針」及び「平成18年度減

量・効率化方針」に基づき、行政組織

等の減量・効率化を推進 

 ・企画立案と執行の分離を進め、執行事務は独立行政法

人化を進め、公務員以外扱えない事務を除き外部委託

等を活用する。 

大綱 
Ⅴ-2(1) 

  

 ・重点事項を中心に、業務の大胆かつ構造的な見直しに

より、透明性の確保に配慮しつつ民間関係者等の意見

を聴く場を活用しながら、事業の要否及び主体につい

て仕分けを行い効率化を図り、事務事業の削減（ワー

クアウト）を強力に進め、その結果を定員の削減

（3.5％以上の純減）に反映する。 

重要 
4(1) 

 ・個別具体的な取組の検討を要するものについては、

「行政減量・効率化有識者会議（仮称）」（行政改革

推進本部独立行政法人有識者会議を平成18年１月に改

組）の知見も活用しながら、遅くとも平成18年６月頃

までに行政改革推進本部において成案を得、政府の方

針として決定する。 

重要 
4(1) 

 

 

 ・政府方針の実施に必要な制度や組織の改廃に関する法

律上の措置については、できる限り早期に実施すると

ともに、今後５年間の純減の実施状況を踏まえ、行政

機関の職員の定員に関する法律の定める定員の総数の

最高限度を引き下げる。 

重要 
4(1) 

 

・行政減量・効率化有識者会議の知見も活用しつつ、国の業務の

大胆かつ構造的な見直しを推進 

・有識者会議において、平成18年３月30日に中間取りまとめ 

・国の行政機関の定員の純減を確保する

ため、個別具体的な取組の検討を要す

るものについては、有識者会議の知見

も活用しながら、事務・事業の要否や

実施主体について仕分けを行い、遅く

とも平成18年６月頃までに行政改革推

進本部において成案を得、政府の方針

として決定 

(a) 行政ニーズの

変化に合わせた

業務の大胆な整

理 

・行政ニーズの変化に合わせた業務の大胆な整理 

① 農林統計関係 

② 食糧管理関係 

③ 北海道開発関係 等 

重要 
4(1) 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

(b) 包括的・抜本

的な民間委託等 

・市場化テストのモデル事業に着手しているハローワー

クの職業紹介・訓練等、社会保険庁の保険料収納・年

金案内・相談等、行刑施設関連の業務 

重要 
4(1) 

  

・市場化テストの本格的導入を図るため、競争の導入による公

共サービスの改革を実施するための必要な事項を定めた「競

争の導入による公共サービスの改革に関する法律案」を平成

18年通常国会（第164回）に提出 

 

 ・規制改革・民間開放推進会議で民間開放が検討されて

いる登記事務、特許、自動車登録、施設管理･運営、

雇用保険等の業務 

重要 
4(1) 

  

 ・非公務員の活用を一層推進するとともに、市場化テ

ストの本格実施を行う。 

重要 
4(1) 

  

 ・非公務員によって公共的職務を執行する仕組み（公証

人など）や、民間における派遣職員の活用と同様に非

公務員をより一層活用できる仕組みを幅広く検討し、

導入する。 

重要 
4(1) 

  

(c) 非公務員型独

立行政法人等 

 

・非公務員型独立行政法人等 

① 森林管理関係業務 

② 国立高度専門医療センター 

③ 行政改革会議において独立行政法人化の検討対象

となった分野 等 

重要 
4(1) 

  

(d) 地方支分部局

等の事務・事業

の抜本的見直し 

 

＜共通＞ 

・地方支分部局等の行う業務全般について、「民間にで

きることは民間に」、「地方でできることは地方に」

との観点から、事務・事業を国が直接行う必要性を見

極め、抜本的な見直しを行う。 

方針 
1(1) 

 ・地方支分部局等が行う必要性の低下した事務･事業は､

廃止、民営化等を行う。要望がある場合、地方公共団

体への移譲を行う。地方支分部局等が行う必要のある

事務・事業でも、政策の実施に係るものは、民間委

託、独立行政法人への移管等を進める。 

 

 ・各省ごと、業務ごと、都道府県ごとに設置されている

地方支分部局について事務の性質に応じて統廃合や合

理化を進める。 

 

・平成17年12月24日に地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直

し等の方針を定めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りま

とめて公表 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－主要食糧業務等の合理化(農林水産

省) 

－農林水産統計の抜本的見直し等(農林

水産省) 

－社会保険庁の業務運営の合理化(厚生

労働省) 

－地方農政事務所と統計・情報センタ

ーの統合(農林水産省) 

－法務局・地方法務局の支局・出張所

の統廃合(法務省) 

－労働基準監督署・公共職業安定所の

整理合理化(厚生労働省) 

－北海道開発局の業務の合理化、事業

所等の統廃合（国土交通省） 

－社会保険の入力、交付等の定型的業

務の外部委託(厚生労働省) 等 

・引き続き、「今後の行政改革の方 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

    針」、「行政改革の重要方針」及び

「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、地方支分部局等の事務・事業の

見直し、民間委託等によるアウトソー

シング、独立行政法人等への移管、事

務の性質に応じての統廃合等を推進 

 ・地方向け補助金配分業務の整理や地方への権限委譲

（特に地域振興関連業務）により業務を大胆に縮減す

る。 

重要 
4(1) 

 ・地域産業振興、業所管行政等については、地方分権や

規制改革を進め、これにより業務の地方公共団体への

移譲、廃止を行う。 

方針 
1(1) 

・平成17年12月24日に地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直

し等の方針を定めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りま

とめて公表 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－鉱山保安業務の事前規制の見直しを

踏まえた業務の効率化(経済産業省) 

－経済産業局の業所管行政の見直し(経

済産業省) 等 

・引き続き、「今後の行政改革の方

針」、「行政改革の重要方針」及び

「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、事前規制型から事後チェック型

への行政の在り方の転換、行政による

民間活動への過度の関与となる補助行

政・地域産業振興行政や業所管行政の

見直しを推進 

 ・民間企業の申請受理・監督等に関する組織・業務を抜

本的に見直し、必要に応じ都道府県等に委託する。 

重要 
4(1) 

・平成17年12月24日に地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直

し等の方針を定めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りま

とめて公表 

・「行政改革の重要方針」及び「平成18

年度減量・効率化方針」に基づき、民

間企業の申請受理・監督等に関する組

織・業務を抜本的に見直し、必要に応

じ都道府県等への委託を推進 

 ・公共事業関係の業務について、事業量の減少やコスト

縮減に応じてスリム化する。 

重要 
4(1) 

・平成17年12月24日に地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直

し等の方針を定めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りま

とめて公表 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－公共事業関連業務の民間委託等の推

進により、地方整備局（国土交通

省）、地方農政局（農林水産省）に

おける合理化を実施 

・引き続き、「行政改革の重要方針」及

び「平成18年度減量・効率化方針」に

基づき、公共事業関連業務の民間委託

等を推進 

 ・調査・統計関連業務の外部委託や合理化を行う。 重要 
4(1) 

・平成17年12月24日に地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直

し等の方針を定めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りま

とめて公表 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－農林水産統計の抜本的見直し等(農林

水産省) 

・引き続き、「行政改革の重要方針」及 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

    び「平成18年度減量・効率化方針」に

基づき、調査・統計関連業務の外部委

託や合理化を推進 

 ・地方支分部局等が行うその他の事務・事業について

も、全面的な見直しを行い、情報通信技術の活用、民

間委託等を進める。 

方針 
1(1) 

・平成17年12月24日に地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直

し等の方針を定めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りま

とめて公表 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－内部管理業務等の合理化（財務省

等） 

－社会保険業務の（国民年金保険料の

収納事業）の市場化テストの拡大(厚

生労働省) 

－航空管制メンテナンス業務の見直し

(国土交通省) 等 

・引き続き、「今後の行政改革の方

針」、「行政改革の重要方針」及び

「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、地方支分部局の組織・業務体制

の見直し等により、一層の減量・効率

化を推進 

 ・見直しに当たって、三位一体の改革の取組や今後の道

州制等の検討を踏まえる。 

方針 
1(1) 

・平成17年12月24日に地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直

し等の方針を定めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りま

とめて公表 

・「今後の行政改革の方針」及び「平成

18年度減量・効率化方針」に基づき、

三位一体改革の実施に当たり組織・業

務の在り方を積極的に見直すととも

に、今後の道州制等の検討を踏まえた

事務・事業の見直しを推進 

 ＜内閣府＞ 

・沖縄総合事務局の農林統計事務については、農林水産

省における農林統計事務全体の見直しに合わせた見直

しを行う。 

方針 
別紙1 

・農林水産省における当該業務全体の見直しに合わせて見直しを

行っており、平成13年度から平成17年度までに11人を合理化 

・農林水産省における当該業務全体の見

直しに合わせて見直しを行うこととし

ており、平成18年度は業務実施体制の

見直しにより、定員を５人合理化 

 ・食糧事務は、旧那覇食糧事務所相当部分について、農

林水産省の食糧事務所全体の合理化と同程度の割合の

合理化を目指す。 

方針 
別紙1 

・農林水産省における旧食糧事務所全体の定員に相当する部分の

合理化と同程度の割合の合理化16人を目指すこととし、平成17

年度までに12人を合理化 

・農林水産省における旧食糧事務所全体

の定員に相当する部分の合理化と同程

度の割合の合理化を目指すこととし、

徹底的な合理化を推進 

 ・他の事務・事業も、関係各省の検討状況を踏まえて見

直す。 

方針 
別紙1 

・業務実施体制の見直しにより、平成17年度に沖縄総合事務局の

定員を14人合理化 

・産業保安業務の那覇産業保安監督事務所への移管に伴い定員を

２人合理化 

・業務実施体制の見直しにより、平成18

年度に沖縄総合事務局の定員を20人合

理化 

 ＜警察庁＞ 

・都道府県情報通信部において、実施可能な民間委託の

取組を検討するとともに、内部管理業務の効率化等を

進める。 

方針 
別紙1 

・内部管理業務の効率化及びITの高度化・スキルアップ等による

業務の効率化を図り、平成17年度は、都道府県情報通信部の定

員を94人合理化 

・引き続き実施可能な民間委託の取組を

検討 

・内部管理業務の効率化により、平成18

年度に都道府県情報通信部の定員を54 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

    人合理化。引き続き内部管理業務の見

直し等による業務の効率化に努力 

・ITの高度化・スキルアップ等により、

業務の効率化を図り、平成18年度に都

道府県情報通信部の定員を20人合理

化。引き続き、情報通信部門の業務の

特殊性に留意しつつ、業務の効率化に

努力 

 ＜防衛庁＞ 

・在日米軍の兵力構成の見直しに伴う所要の防衛施設事

務所・出張所の整理統合等の減量・効率化なども図り

つつ、防衛施設局、自衛隊地方連絡部等の地方組織に

ついて必要な見直しを行う。 

方針 
別紙1 

・「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」等に

基づき、平成16年度末に、札幌防衛施設局旭川出張所、仙台防

衛施設局青森防衛施設事務所及び広島防衛施設局山口防衛施設

事務所を廃止 

・武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置を適切に実施し、米軍及び

自衛隊の行動を円滑に実施するため、

地方公共団体とのより緊密な連絡を実

施。このため、事態対処関連法制の制

定等を踏まえ、地方公共団体等と平素

から緊密な連携を確保し得るよう、各

都道府県に所在する自衛隊地方連絡部

及びこれを指揮監督する陸上自衛隊方

面総監部等の業務及び組織について見

直し 

・また、在日米軍の兵力構成見直しの動

向を踏まえ、要員の再配置、防衛施設

事務所・出張所の移転又は整理統合等

について、必要な見直し 

 ＜総務省＞ 

・総合通信局の出張所について、総合通信局本局への集

約に伴う支障等の対策を講じた上で順次廃止する。 

方針 
別紙1 

・総合通信局出張所(９出張所)について、平成17年度に４箇所を

廃止し、配置定員を12人合理化 

・総合通信局出張所(５出張所)につい

て、平成18年度に３箇所を廃止し、配

置定員を９人合理化 

・他の出張所(２出張所)については、本

局への集約に伴う支障等の対策を講じ

た上で、平成19年度以降順次廃止する

とともに、配置定員の合理化を検討 

 ・情報通信技術や民間能力の活用を推進することによ

り、地方支分部局における事務・事業の減量・効率化

を図る。 

方針 
別紙1 

・電波法関係の申請手続について、平成18年３月に「オンライン

利用促進のための行動計画」を策定 

・平成17年６月に「電波監理業務の業務・システム最適化計画」

を策定 

・平成18年３月に「電気通信行政関連業務における業務・システ

ム最適化計画」を策定 

・電波法関係の申請・届出等、手続につ 

いて、引き続きオンライン利用の促進

を図るとともに、その効果を踏まえ、

業務の効率化・合理化を検討 

・電波監理業務の業務・システムの最適

化を着実に実施し、業務の効率化・合

理化を推進。平成18年度は、定員を３

人合理化 

・電気通信行政関連業務の業務・システ

ムの最適化を着実に実施し、業務の減

量・効率化を推進 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 ＜法務省＞ 

・法務局・地方法務局の支局・出張所の統廃合の推進に

よる定員の合理化を進めるとともに、情報通信技術の

活用を早急に推進し、合理的な定員配置を目指す。 

方針 
別紙1 

・登記業務のコンピュータ化及び法務局・地方法務局の支局・出

張所の統廃合等の減量・効率化の取組により、平成17年度に

は、法務局・地方法務局の定員を計画削減のほか114人合理化 

・平成16年11月に「登記情報システム業務・システム最適化計

画」を策定 

・登記業務のコンピュータ化及び法務

局・地方法務局の支局・出張所の統廃

合の進展に加え、登記申請のオンライ

ン化が順次実施されること等を踏ま

え、業務処理過程・体制を見直し 

・引き続き業務の効率化・合理化によ

り、平成18年度には、法務局・地方法

務局の定員を258人合理化 

 ・行刑施設の内部管理業務の見直し、情報通信技術の活

用等を進め、業務の効率化及び合理的な定員配置等を

図る。 

方針 
別紙1 

・人事・給与・会計業務等の内部管理業務等の合理化を図ること

により、平成17年度には、行刑施設の定員を計画削減のほか

126人合理化 

・平成18年３月に矯正施設関係の業務・システムの最適化計画を

策定 

・矯正施設関係の業務・システムの最適

化計画に基づく最適化を実施すること

等により、業務の効率化・合理化を推

進 

・引き続き業務の効率化・合理化によ

り、平成18年度には、行刑施設の定員

を310人合理化 

 ・入国管理官署について、警察との連携の強化、情報通

信技術の活用等を進め、業務の効率化及び合理的な定

員配置等を図る。 

方針 
別紙1 

・人事・給与・会計業務等の内部管理業務等の合理化を図ること

により、平成17年度には、地方入国管理官署の定員を計画削減

のほか５人合理化 

・合同摘発の推進及び入管法第65条の運用拡大により、警察との

連携を強化 

・バイオメトリクスを活用した出入国審査の実験及び試行を実施

・平成18年３月に「出入国管理業務の業務・システムの最適化計

画」を策定 

・乗員上陸許可申請のオンライン利用を

促進するとともに、「出入国管理業務

の業務・システムの最適化計画」に基

づく最適化を実施すること等により、

業務の効率化・合理化を推進 

・引き続き合同摘発の推進及び入管法第

65条の運用拡大により、警察との連携

を強化 

・引き続きバイオメトリクスを活用した

出入国審査の実験及び試行を実施する

とともに、バイオメトリクスを活用し

た出入国管理を導入するための法整備

を実施 

・引き続き業務の効率化・合理化によ

り、平成18年度には、地方入国管理官

署の定員を46人合理化 

 ・治安など真に必要な部門に適切に定員を配置するた

め、定員の再配置を進め、メリハリのある定員配置を

実現する。 

方針 
別紙1 

・平成17年度においては、治安対策など昨今の法務行政において

真に必要な部門への定員再配置を実施 

・平成18年度においては、治安対策など

昨今の法務行政において真に必要な部

門への定員再配置を実施 

 ＜財務省＞ 

・税関について、平成17年度末までのできる限り早期に

ＮＡＣＣＳ等の最適化計画を策定し、業務の効率化を

推進する。 

方針 
別紙1 

・NACCS等については、「レガシーシステム見直しのための財務

省行動計画（アクション・プログラム）に基づき、平成18年３

月に「税関業務（輸出入及び港湾・空港手続関係業務）の業

務・システム最適化計画」を策定 

・「税関業務（輸出入及び港湾・空港手

続関連業務）の業務・システム最適化

計画」に基づき、業務の効率化を推進 

 ・国税局・税務署について、ｅ－Ｔａｘ普及促進を図る

こと等、情報通信技術の活用による業務の効率化を引

き続き推進する。 

方針 
別紙1 

・e-Taxについて、以下の取組を実施し、その普及割合に歩調を

合わせ一層の事務の電子化を図ることにより、申告書処理事務

の効率化を推進 

・e-Taxについては、「オンライン利用

促進のための行動計画」を着実に実施

することにより、利用を推進 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

   －市販の財務・会計ソフト等にe-Tax対応の機能を付加するこ

とができるよう、利用者用ソフトウェアに関する仕様を公開

－納税者が自ら作成する一定の添付書類について申告等の手続

に併せて送信できるよう、また、複数の申告等手続を一括し

て送信できるよう、利便性を向上 

－e-Taxホームページによる情報提供 

－マスコミ、インターネット(バナー広告、リンク設定)、チラ

シ、リーフレット、ポスター等により、電子申告の利用方法

等の広報・周知を実施 

－平成18年１月から電子申告・納税の利用開始手続のオンライ

ン化を実施 

－確定申告期の受付時間の拡大 

－国税関係の手続について、平成18年３月に「オンライン利用

促進のための行動計画」を策定 

 

 ＜厚生労働省＞ 

・労働基準監督署及び公共職業安定所について、必要な

見直しを行い､統廃合を図る。職業紹介関係事業の在

り方を検討し､民間で行うことがより効率的･効果的な

分野は､民間開放を進める。 

方針 
別紙1 

・平成17年度においては、12労働局管内で32署所の整理合理化に

伴い、定員を46人合理化 

・平成17年６月より、キャリア交流プラザ等について、市場化テ

ストのモデル事業を実施 

・労働基準監督署及び公共職業安定所に

ついては、経済社会情勢の変化等を踏

まえ、業務量を勘案するほか、規制緩

和等による状況の変化等に対応して組

織の在り方について必要な見直しを引

き続き行い、これまでの取組に加え、

平成18年度から５年間で30労働局管内

で統廃合を実施し、少なくとも50署所

において整理合理化を行い、それに伴

い100人を定員合理化 

・平成18年度は、12労働局管内17署所の

整理合理化を行い、定員を34人合理化 

・キャリア交流プラザ等についての市場

化テストモデル事業を平成18年度の引

き続きの実施のほか、人材銀行等につ

いて、市場化テストの本格的導入（現

在国会に提出されている「競争の導入

による公共サービスの改革に関する法

律案」の成立を前提として、原則とし

て、同法に基づく市場化テストを平成

18年中に実施し、平成19年４月から落

札者による事業を実施） 

 ・自治体、関係省庁、各種団体等との連携の強化、イン

ターネットの活用など、国民年金保険料の納付環境の

整備を進める。 

方針 
別紙1 

・平成17年度に、納付受託者の指定要件に商工会を追加 

・更なる納付環境の整備を進めるため、クレジットカード納付の

導入等を盛り込んだ社会保険庁改革関連法案を平成18年通常国

会（第164回）に提出 

・左記法案の成立を踏まえ、更なる納付

環境の整備 

 ・情報通信技術の活用により、社会保険の申請・届出や 方針 
別紙1 

・年間申請件数が10万件以上の手続について電子申請の利用促進 ・申請・届出等の電子化(電子申請)を着 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 年金相談をはじめ、社会保険事務所の減量・効率化を

進める。 

 のための行動計画を平成18年３月に策定 実に実施 

 ・社会保険庁の組織の在り方について、「社会保険庁の

在り方に関する有識者会議」であらゆる議論を例外と

せず幅広い検討を行い、平成17年夏までの可能な限り

早い時期に結論を得る。 

方針 
別紙1 

・社会保険庁改革については、内閣官房長官主宰の「社会保険庁

の在り方に関する有識者会議」の平成17年５月の最終取りまと

めに即して、平成20年10月を目途に、現行の社会保険庁を廃止

し、公的年金と政管健保の運営を分離の上、公的年金について

は新たな政府組織において、政管健保については全国単位の新

たな公法人において、それぞれ運営を行う等の解体的出直しを

行うこととした社会保険庁改革関連法案を平成18年通常国会

（第164回）に提出 

・具体的には、 

①政管健保の公法人化（「全国健康保険協会」の設立）につい

ては、「健康保険法等の一部を改正する法律案」 

②年金新組織（「ねんきん事業機構」の設置）については、

「ねんきん事業機構法案」 

・平成20年10月に「ねんきん事業機構」

及び「全国健康保険協会」を設立 

 ・社会保険・労働保険の徴収事務について、更に効率化

できる事務処理方法や一元化可能な事務を検討し、逐

次実現を図る。法改正が必要な事項についても速やか

に検討を進め、平成17年度までに結論を得て、可能な

ものから所要の措置を実施する。 

方針 
別紙1 

・平成17年度に、徴収事務の一元化により定員を20人合理化 

・更なる徴収事務の一元化について法改正が必要な事項について

検討を行い、事業主の利便性の向上を図る観点から、労働保険

の年度更新の期限を、社会保険の標準報酬月額の算定に関する

届出の期限である７月10日に統一するなどの法律改正事項を盛

り込んだ社会保険庁改革関連法案を平成18年通常国会（第164

回）に提出 

・引き続き徴収事務の一元化として実施

している事務について着実に実施しつ

つ、一元化可能な事務を更に検討 

 ＜農林水産省＞ 

・旧食糧事務所業務のうち、リスク管理業務等につい

て、今後の情勢の変化を踏まえ、アウトソーシングの

観点を含めた合理化等の見直しを行う。 

方針 
別紙1 

・リスク管理業務等については、今後の情勢の変化を踏まえアウ

トソーシングの観点を含めた合理化等の見直しを実施するとの

考えの下、平成17年度においては、地域の商店街の店舗の一斉

調査等による調査の効率化への取組を推進 

・旧食糧事務所全体の定員に相当する部

分については、平成14年度末定員8,843

人を向こう10年以内に約3,000人削減す

ることを目指す。その一環として、リ

スク管理業務等については、効率的な

調査計画の立案・実施等により合理

化・効率化を図り、平成18年度は19人

の定員を合理化 

・さらに、今後の情勢の変化を踏まえ、

アウトソーシングの観点を含めた合理

化等の必要な見直しを実施 

 ・農林水産統計の定員を大幅に削減するものとし、地方

農政事務所と統計・情報センターの統合も踏まえ、計

画的に進める。 

方針 
別紙1 

・統計調査の抜本的な見直しとこれに伴う業務の徹底的な合理

化・効率化により、平成16年度末定員の4,312人を向こう５年

間で約1,100人縮減することを目指し、平成17年度に180人の定

員の縮減を実施 

・統計調査の抜本的な見直しとこれに伴

う業務の徹底的な合理化・効率化によ

り、平成16年度末定員の4,312人を向こ

う５年間で約1,100人縮減することを目

指し、平成18年度は230人の定員を合理

化 

・上記のほか、平成21年度までの間にお 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

    いて農政改革の進ちょく状況に応じた

農林水産統計の見直しを行い、これを

踏まえた要員規模を総務省及び農林水

産省において逐次検証し、その結果を

踏まえ、要員合理化等見直しを実施 

・第156回通常国会で講じた法的措置に基

づき、平成18年４月に、地方農政事務

所と都道府県庁所在地にある統計・情

報センターとを統合。これに加え、統

計・情報センター90か所の統合を実施 

 ・情報部門の事務・事業について、アウトソーシングを

進める。 

方針 
別紙1 

・平成17年度において、図書閲覧対応、LANシステムのセキュリ

ティ監視について、アウトソーシングを実施 

・平成18年度において、現地事例情報

（一般情報）の収集業務の廃止、モニ

ター調査におけるオンライン調査の導

入等を実施し、平成18年度は30人の定

員を合理化 

 ・公共事業について、地方農政局における各種調査業

務、設計業務等の民間委託等を積極的に進めるととも

に、事務処理の情報通信技術の活用の推進を図り、事

務の効率化を推進する。 

方針 
別紙1 

・調査・測量・設計等業務については、従来より民間への請負に

より実施。また、民間の職員でも可能な業務については、コン

サルタント等の職員に行わせる現場技術委託業務を導入 

・契約事務システム等の情報基盤を整備し、業務の効率化を推

進。また平成16年度には、電子入札及び入札情報システムを導

入するなど、IT化をより一層推進 

・引き続き、各種調査業務、設計業務等

の民間委託等を積極的に進めるととも

に、電子入札等公共事業支援統合情報

システムを始めとした事務処理の情報

通信技術の活用の推進を図り、事務の

効率化を推進し、平成18年度は65人の

定員を合理化 

 ＜経済産業省＞ 

・鉱山保安業務について、鉱山保安法等の改正を踏まえ

つつ、業務の実効的・効率的な実施を図る。 

方針 
別紙1 

・産業保安に対する責任の明確化と災害発生時の迅速な対応のた

め、経済産業局が所掌していた産業保安規制事務について原子

力安全・保安院長の一元的な指揮監督下に置くこととし、鉱山

保安監督部を産業保安監督部へ改組 

・改組にあたり、平成17年度において産業保安監督部の定員17人

を合理化 

・効率的かつ実効的な事後規制の在り方

や業務の実施体制の見直しを行い、平

成18年度において定員を10人合理化 

 ・定型的内部管理業務について、本省の取組と併せて、

情報通信技術の活用等により、効率化を進める。 

方針 
別紙1 

・定型的内部管理業務について、平成16年度において経済産業局

の定員１人を合理化。平成17年度においても、本省の取組と併

せて、情報通信技術の活用等により、引き続き効率化を推進 

・定型的内部管理業務については、本省

の取組と併せて、情報通信技術の活用

等により、引き続き効率化を推進する

こととし、平成18年度において定員１

人を合理化 

 ＜国土交通省＞ 

・情報通信技術の活用に対応した業務改革を実施し、業

務の効率化を図る。特に、自動車登録業務について

は、ワンストップサービス・システムの導入による業

務の効率化を進める。また、平成20年にワンストップ

サービス・システムの全面導入を目指す。 

方針 
別紙1 

・自動車保有関係手続について、平成17年12月26日から東京都、

神奈川県、愛知県、大阪府において新車の新規登録手続（型式

指定車）についてワンストップサービスを開始 

・情報通信技術の活用に対応した業務改

革を実施し、引き続き業務の効率化を

推進 

・自動車保有関係手続のワンストップサ

ービスについて、平成20年までに全

国、全手続への拡大を目標 

 ・主要９港以外の地方港について引き続き規制緩和に取 方針 
別紙1 

・地方港の規制緩和については、港湾運送事業法（昭和26年法律 ・「規制改革・民間開放推進３か年計 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 り組み、規制に係る手続、運用その他の業務を見直

し、効率化を進める。 

 第161号）を一部改正し、平成18年５月までに施行する等、

「規制改革・民間開放推進３か年計画」(平成16年３月19日閣

議決定)に基づき、規制改革を実施 

画」に基づき、順次規制改革を実施予

定 

 ・航空保安業務について、業務の拠点官署への統合化や

保守業務の民間委託により業務の効率化、要員配置の

合理化を進める。 

方針 
別紙1 

・航空保安業務の拠点官署への統合化や保守業務の民間委託によ

り、業務の効率化・要員配置の合理化を進め、管制技術官につ

いて、平成17年度においては、37人合理化 

・航空保安業務の拠点官署への統合化や

保守業務の民間委託により、業務の効

率化・要員配置の合理化を進め、管制

技術官については、平成30年度までに

平成11年度の半分程度まで削減(平成18

年度においては、43人合理化) 

 ・北海道開発業務について、各種調査業務、設計業務等

の民間委託を推進するとともに、事業所等の統廃合を

進める。 

方針 
別紙1 

・北海道開発業務に係る各種調査業務、設計業務等については、

民間委託を推進。また、事業執行の効率化等の観点から事業所

等の統廃合を進め、138の事業所等（平成16年度末）から10箇

所を削減 

・引き続き、各種調査業務、設計業務等

の民間委託を推進。また、平成18年度

から平成21年度までに、事業執行の効

率化等の観点から事業所等の統廃合を

進め、128の事業所等（平成17年度末）

の４分の１以上の削減を実施 

 ・公共事業について、地方整備局における各種調査業

務、設計業務等の民間委託等を積極的に進めるととも

に、事務処理の情報通信技術の活用の推進を図り、事

務の効率化を推進する。 

方針 
別紙1 

・これまでも、公共事業に係る各種調査業務、設計業務等につい

ては、民間委託等を積極的に推進 

・電子入札は引き続き全面的に実施し、平成18年３月に「公共事

業支援システムの最適化計画」を策定 

・引き続き、公共事業に係る各種調査業

務、設計業務等の民間委託等を積極的

に推進。「公共事業支援システムの最

適化計画」に基づき、可能な限り早期

かつ着実に業務・システムの最適化を

実施 

 ・船員労働委員会について、業務の効率化を図るとと

もに、その在り方について検討を進め、見直しを行

う。 

方針 
別紙1 

・省内関係者によるワーキンググループを立ち上げ、船員労働委

員会事務局の要員配置を見直すとともに、地方運輸局との兼務

体制を検討 

・船員労働委員会については、平成18年

度において、船員地方労働委員会事務

局の要員配置を見直し、地方運輸局と

の兼務体制を整備 

 ・治安など真に必要な部門に適切に定員を配置するた

め、定員の再配置を進め、メリハリのある定員配置を

実現する。 

方針 
別紙1 

・平成17年度においては、治安対策や防災対策など真に必要な部

門への定員再配置を実施 

・平成18年度においては、治安、安全・

安心など昨今の国土交通行政において

真に必要な部門への定員再配置を実施 

 ＜(注)外務省＞ 

・上記のほか、在外公館について定期的見直しを行い、

必要性の低下したものについて統廃合等を図る。 

方針 
別紙1 

・在外公館（実館）については、平成17年１月に３公館、平成18

年１月に２公館を廃止 

・平成18年度以降においても、定量的指

標も踏まえつつ定期的見直しを行うこ

ととし、設置時からの状況の変化を受

けて必要性の低下したものについて統

廃合等を推進。あわせて、兼勤駐在官

事務所及び出張駐在官事務所について

も、その位置付けを見直すこととし、

上記に準じ、統廃合等を推進 

 ・在外公館の要員について、業務システムの最適化等に

伴う合理化により、行政需要等に応じた適正な配置を

行う。 

方針 
別紙1 

・平成17年度においては、新電信システムの導入に伴う、要員９

人の削減、査証手続の緩和に併せた要員７人の削減など89ポス

トの見直しを実施 

・行政需要に応じた適正な要員配置を行

うこととし、平成18年度においては、

78ポストの見直しを実施。そのうち、

査証担当、領事担当等については、査 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

    証発給件数、各種領事業務取扱件数等

定量的指標も踏まえつつ定員の再配置

を進め、平成18年度は定員15人の合理

化を実施 

 〈その他〉 

・食糧事務(食糧検査は民営化)、動物医薬品検査所、船

舶検査、航空機検査及び無線等検査の独立行政法人化

の検討を、引き続き進める。他の事務・事業について

も引き続き検討を進める。 

 

大綱 
Ⅴ-2(2) 

＜食糧事務＞ 

・旧食糧事務所業務のうち、主要食糧業務に係る定員は、平成14

年度の5,900人を向こう10年以内に1/3程度までに縮減すること

を目指すとともに、旧食糧事務所全体の定員に相当する部分に

ついては、平成14年度末定員の8,843人を向こう10年以内に約

3,000人削減することを目指し、平成17年度までに1,310人の定

員削減を実施 

・なお、農産物検査業務については、平成12年４月の農産物検査

法の一部を改正する法律の可決成立を受け、平成13年４月から

民間への移行を開始し、５か年で移行を完了することとしてお

り、これに伴い平成13年度から平成17年度において1,848人の

定員を削減 

＜食糧事務＞ 

・主要食糧業務に係る定員は、平成14年

度の5,900人を向こう10年以内に1/3程

度までに縮減することを目指すととも

に、旧食糧事務所全体の定員に相当す

る部分については、平成14年度末定員

の8,843人を向こう10年以内に約3,000

人削減することを目指し、平成18年度

は241人の定員合理化を実施 

   ＜動物医薬品検査所＞ 

・動物医薬品検査所については、主たる業務のうち、ワクチン

等の検査検定業務の減量・効率化を推進。平成16年４月に３

種類の生ワクチンについての検定試験項目から力価試験を廃

止（平成12年３月以降の合計は39種類） 

＜動物医薬品検査所＞ 

・動物医薬品検査所については、検査検

定業務の減量・効率化を図り、その進

ちょく状況を踏まえつつ、引き続き検

討 

   ＜船舶検査＞ 

・船舶検査については、民間能力の一層の活用等を推進するた

め、登録機関制度において新たに１法人を登録検査機関として

登録するとともに、事業場認定制度において新たに２事業者を

製造事業場として認定（平成18年３月31日現在） 

＜船舶検査＞ 

・船舶検査については、今後とも登録機

関制度や事業場認定制度の活用により

民間能力の一層の活用を推進するとと

もに、船舶検査官、船舶測度官及び外

国船舶監督官（技術）を統合し業務の

一層の効率化を推進。その結果を踏ま

え、引き続き検討 

   ＜航空機検査＞ 

・航空機検査については、民間能力の一層の活用を推進するた

め、認定を受けた事業場が安全性等の確認を行った航空機につ

いて、耐空証明における国の検査を省略できる認定事業場制度

の活用を推進 

＜航空機検査＞ 

・航空機検査については、今後とも事業

場認定制度の活用等による民間能力の

一層の活用を推進するとともに、外国

証明制度の活用等により業務の効率化

を図る。その効果を踏まえ、引き続き

検討 

   ＜無線等検査＞ 

・無線局検査については、民間能力を活用し、点検能力について

総務大臣の認定を受けた民間事業者(認定点検事業者)が行った

無線設備、無線従事者の資格等の点検結果をもって無線局検査

(新設・変更・定期)の一部を省略できる認定点検事業者制度を

＜無線等検査＞ 

・無線局検査については、これまでの独

立行政法人化の検討を踏まえ、登録点

検事業者制度による民間能力の活用状

況等を見据えつつ、国の開設する無線 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

   導入(平成10年４月１日、平成16年１月26日に登録点検事業者

制度へ移行)し、その効果について注視しているところ 

局の検査の在り方について検討 

(e) 情報通信技術

の活用 

・「電子政府構築計画」(平成15年７月17日各府省情報

化統括責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定)に基づき新たに

共通的なシステムが構築される内部管理業務について

は、実質的に４割以上の効率性の向上を図り、当該業

務に係る定員の３割以上の削減を行う。 

 

方針 
1(1) 

 

 ・人事・給与等、共済、物品調達などの各業務について

は情報システムの統一化を進めるとともに、積極的に

外部委託を図る。 

重要 
4(1) 

 ・人事・給与、共済、物品調達、物品管理等の業務につ

いて、業務処理の改革や手続の簡素化等を積極的に行

う。他の業務についても業務処理手順の簡素化等の抜

本的な業務改革を行う。 

方針 
1(1) 

 ・給与計算等の内部事務・定型的業務の包括的かつ抜本

的な民間委託 

重要 
4(1) 

・平成17年12月24日にIT化による業務のスリム化等の方針を定

めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りまとめて公表 

同方針に基づき、以下の取組を実施 

－平成17年度に、共済業務、物品調達業務、物品管理業務等

に係る業務・システムの最適化計画を策定 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－内部管理業務等の合理化 (財務省

等) 

－総合通信局・総合通信事務所のITの

活用等による内部管理業務の合理化

等（総務省） 

－本省内部部局、外庁の内部管理業務

の定員を20年度までに40％程度削減

する行動計画に基づく合理化 (経済

産業省) 

・引き続き、「今後の行政改革の方

針」、「行政改革の重要方針」及び

「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の内部管理業務への情報通

信技術の活用及びこれに伴う業務の見

直しを推進 

－決裁階層を含む業務処理手順の簡素

化・標準化 

－業務処理過程の重複の徹底した排除 

－共通システムの利用や業務・システ

ム、業務処理の一元化・集中化 

 ・電子政府・電子自治体を推進し、あわせて国・地方間

の連絡調整について汎用性のあるシステムを構築する

などにより、国・地方を通じた業務の効率化を進め

る。 

重要 
4(1) 

・平成17年12月24日にIT化による業務のスリム化等の方針を定め

た「平成18年度減量・効率化方針」を取りまとめて公表 

・引き続き、「行政改革の重要方針」及

び「平成18年度減量・効率化方針」に

基づき、地方公共団体に対する調査・

照会業務に係るシステム等の最適化を

実施するとともに、効率化・合理化を

推進 

 ・法令に基づく行政手続の２割以上について、削減、統

合・ワンストップ化､添付書類の削減・廃止等を行

う。特に､年間申請件数10万件以上の手続について、

思い切った合理化を実施する。 

方針 
1(1) 

・平成17年12月24日にIT化による業務のスリム化等の方針を定

めた「平成18年度減量・効率化方針」を取りまとめて公表 

・オンライン利用促進対象175手続について、平成18年３月に

「オンライン利用促進のための行動計画」を策定し、公表 

・法令に基づく行政手続(平成16年度末現在49,010件)につい

て、平成16年度中に、以下の取組を実施 

－削減(廃止)       176件 

－統合          ３件 

 －ワンストップ化    ６件 

 －添付書類削減(省略)  125件 

－添付書類廃止       35件 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－登記申請のオンライン化、コンピュ

ータ化等（法務省） 

－自動車保有関係手続のワンストップ

化(国土交通省) 等 

・引き続き、「今後の行政改革の方

針」、「行政改革の重要方針」、「平

成18年度減量・効率化方針」及び「オ

ンライン利用促進行動計画」に基づ

き、法令に基づく行政手続の簡素化・ 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

    －頻度軽減       ０件 

－処理期間短縮     57件 

 －記載事項簡素化    30件 

－その他        132件 

合理化、年間申請件数が10万件以上の

手続の思い切った合理化、従来の紙に

よる申請・届出を前提とした業務処理

過程・体制の抜本的見直し等を推進 

 ・旧式(レガシー)システム等については、可能な限り早

期に最適化を実施し、定員の大幅な削減を計画的に進

める。 

方針 
1(1) 

・平成17年12月24日にIT化による業務のスリム化等の方針を定め

た「平成18年度減量・効率化方針」を取りまとめて公表 

・平成18年３月までにすべての旧式（レガシー）システムについ

て最適化計画を策定 

・「平成18年度減量・効率化方針」に基

づき、以下の取組を実施 

－登記情報システムの最適化(法務省) 

システムの活用(財務省) 等 

・引き続き、「今後の行政改革の方

針」、「行政改革の重要方針」及び

「平成17年度減量・効率化方針」に基

づき、最適化計画の策定に当たって、

業務・システムの最適化による定員の

大幅な削減等の見通しの明確化、新シ

ステムへの実際の移行に当たって、更

なる業務の見直し等を推進 

(ｲ) 自衛官・特別

の機関の職員 

・定員（25.2万人）を下回っている自衛官の人員につい

ても、聖域を設けず、教育関係、給食関係、整備関係

等の民間委託等を行うことにより、行政機関に準じて

純減を行う。 

重要 
4(1) 

・平成18年度予算において、自衛官の定員▲360人及び自衛官の

実員▲300人を純減 

・平成19年度概算要求に向けて、「行政

改革の重要方針」に示された措置につ

いて検討中 

 ・国会、裁判所、会計検査院、人事院の職員の定員

（3.2万人）についても、各機関の特質等にも留意し

つつ、行政機関に準じた取組を行うよう求める。 

重要 
4(1) 

・国会、裁判所、会計検査院に対して政府の総人件費改革の取組

を踏まえ協力を願う旨の公文書を発出 

・人事院においては、平成18年３月９日に同院における定員の純

減に係る取組について決定し、公表 

・各機関において、その特質等に留意し

つつ適切に取組 

(ｳ) 独立行政法人

の非公務員化 

・特定独立行政法人の公務員(7.1万人)について、独立

行政法人を国家公務員の身分を有しない者が担う場合

の問題点が明確でないものはすべて非公務員化する。

重要 
4(1) 

・平成17年度末までに中期目標期間が終了する56法人のうち特定

独立行政法人51法人の役職員の身分を見直し、44法人（職員数

約12,000人）を非公務員化することを政府として決定 

・上記44法人について、非公務員化を措置するための法案を平成

18年通常国会（第164回）に提出 

・平成18年度以降に中期目標期間が終了

する特定独立行政法人の役職員の身分

についても、国家公務員の身分を有し

ない者が担う場合の問題点を検討し、

所要の措置を講ずる 

イ 地方公務員の

純減目標 

・「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」で

要請した4.6％以上の純減確保に向けた各地方団体の

真摯な取組及び国による定員関係の基準の見直しによ

り、一層の純減の上積みが確保されるよう取り組む。

重要 
4(1) 

 ・国・地方の取組を踏まえ、平成17年度中に公表するこ

ととなっている「集中改革プラン」に反映するよう要

請する等、総務省は純減上積みの取組を促進する措置

を講ずる。 

重要 
4(1) 

 

・引き続き各会議等において、事務・事

業の要否や実施主体について仕分けを

行うことも含め、必要な助言を実施 

 

 ・国基準関連分野の職員については、地方の努力に加え

て国が基準を見直すことにより、これまでの実績（５

年間で4.2％）を上回る純減を確保する。特に人員の 

重要 
4(1) 

・地方公共団体に対し、一層の純減の上積みが確保されるよう、

新地方行革指針を踏まえた真摯な取組と、教職員など国による

定員関係の基準の見直し等を踏まえた取組を集中改革プランに

適切に反映すること等を、各会議等において助言するととも

に、平成17年12月26日付け総務大臣書簡、自治行政局長通知及

び公務員部長通知により要請 

・平成18年度においては、「公立義務教育諸学校の学級編制及び

教職員定数の標準に関する法律」及び「公立高等学校の適正配

置及び教職員定数の標準等に関する法律」に規定する教職員定

数は、児童・生徒の減少に伴う自然減により純減を図ることと

し、自然減を上回る純減については、公立学校のその他の教育

関係職員も含めて全体として対応。また、このことについて、
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 多い教職員（給食調理員、用務員等を含む。）につい

ては、児童・生徒の減少に伴う自然減を上回る純減を

確保する。 

 文部科学省より各都道府県教育委員会宛に会議等を通じて周知  

 ・地方が主体的に定数を定める分野の職員については、

事業の要否及び主体について仕分けを行い効率化を図

り、これまでの実績（５年間で5.4％）を上回る純減

が確保されるよう、地方の努力を要請するとともに、

国は、地方の定員増をもたらす新たな施策は原則とし

て行わないこととし、真にやむを得ない場合は他の施

策の見直しにより全体として増員とならないようにす

る。 

重要 
4(1) 

  

 ・公立大学の大学法人化、公営企業等の地方独立行政法

人化（非公務員型）、民営化等を進める。 

重要 
4(1) 

＜公立大学＞ 

・平成16年度においては、６法人の設立を認可 

また、平成17年度に法人設立の準備を進めている地方公共団

体に対して必要な助言・指導を行うとともに、公立大学法人制

度の周知を図るため、全国６カ所で説明会を実施 

・平成17年度においては、15法人の設立を認可 

また、平成18年度以降に法人設立の準備を進めている地方公

共団体に対して必要な助言・指導を行うとともに、公立大学法

人（７法人）にアンケート調査を実施し、法人化を契機とした

特色ある取組について取りまとめ、平成18年３月に地方公共団

体等に対し情報提供 

＜公立大学＞ 

・平成18年度においても、引き続き公立

大学法人の設立を検討している地方公

共団体に対して必要な助言・指導を行

い、要件が整い次第速やかに認可 

   ＜公営企業＞ 

・平成18年１月に開催した全国都道府県総務部長会議等におい

て、地方公共団体に対し、民間への事業譲渡や地方独立行政法

人制度等民間的経営手法の導入等を推進するよう要請 

＜公営企業＞ 

・平成18年４月に民間への事業譲渡や地

方独立行政法人制度等民間的経営手法

の導入等を推進する旨を盛り込んだ通

知を発出する予定であるほか、各種会

議等の機会において要請する予定 

ウ 純減目標達成

のための制度の

見直し等 

・新規採用の抑制など人事管理上の対応を行う。その

際、公的部門の長期的な雇用戦略や退職者に対するセ

ーフティネットの整備にも配慮する。また、個別業務

のスリム化に伴う配置転換の仕組み等を構築する。 

重要 
4(1) 

・平成18年１月６日の閣僚懇談会で、中馬行政改革担当大臣か

ら、「個別具体的な削減の検討対象とされた業務を所管する府

省においては、既内定者の採用や治安関係などを除き、年度途

中の採用を原則として行わない」よう、要請 

・平成18年３月31日の行政改革推進本部で「総人件費改革の実行

に伴う国家公務員の配置転換、採用抑制等の枠組みについて」

を了承 

・「総人件費改革の実行に伴う国家公務

員の配置転換、採用抑制等の枠組みに

ついて」を実施 

エ 目標の適切な

見直し 

・国家公務員及び地方公務員の純減目標については、今

後の市場化テストの本格導入、地方分権や市町村合併

の進展、実際の取組状況等に応じて、適切な見直しを

行う。 

重要 
4(1) 

 ・今後の市場化テストの本格導入、地方

分権や市町村合併の進展、実際の取組

状況等に応じて、適切に見直し 

(2) 給与制度改革     
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

等     

ア 国家公務員給

与 

・地域における官民の給与較差を踏まえ、人事院が行う

具体的措置の取りまとめの内容を踏まえ、政府として

取扱方針を決定する。 

 

方針 
6(2) 

 ・本年の人事院勧告に基づく給与構造改革を着実に推進

し、地域の民間賃金の的確な反映、年功的な給与上昇

の抑制、勤務実績の給与への反映拡大等を図る。ま

た、評価の仕組みと処遇の在り方の見直しを進め、能

力・実績主義の人事制度の整備を推進する。 

重要 
4(1) 

 ・横並びを廃して、必要な人材を確保できる仕組みに改

めるため、一般行政職の職務について、例えば、法令

に定められた行政サービスの実施など定型的業務を行

う職務、政策の企画立案を行う職務等に区分し、各職

務区分ごとに比較対象としてふさわしい民間従業者と

官民比較を行うような方策を講ずる。 

重要 
4(1) 

・地域における国家公務員給与の在り方の見直しの第一弾とし

て、平成16年の人事院勧告を受け、寒冷地手当制度の抜本的見

直し（支給対象職員の約半数を対象外、支給額を約４割引き下

げ等）を平成16年度から実施（一般職の職員の給与に関する法

律等の一部を改正する法律（平成16年法律第136号）） 

・平成17年の人事院勧告を受け、地域の民間賃金の的確な反映、

年功的な給与上昇の抑制、勤務実績の給与への反映拡大等の給

与構造の改革を内容とする一般職の職員の給与に関する法律等

の一部を改正する法律が平成17年特別国会(第163回)において

成立（平成17年法律第113号） 

・職員の職務遂行能力や勤務実績をできる限り客観的に把握する

ための新たな人事評価システムの構築に向けて、本府省課長級

及び課長補佐級の一部職員を被評価者とする第１次試行を平成

18年１月から開始 

・給与構造の改革は、平成18年４月１日

から実施され、平成22年度までに完成

される予定。また、人事院における職

務と責任に応じた給与の体系、官民給

与比較方法の在り方等についての検討

の状況を踏まえ、引き続き給与制度改

革に取組 

・第１次試行結果の分析等を踏まえた必

要な改善を行い、対象範囲を拡大し

て、平成18年度中に第２次試行を開始

するなど、段階的な取組を推進 

 ・真に職務と職責に応じた給与体系に改め、年功的な昇

給を極力抑制するため、給与等級を課長・課長補佐・

係長・係員などの職階区分に明確に分類し、職階区分

ごとの給与の上下限幅が大きく重ならないようにする

とともに職階区分を昇格する場合の昇給幅を拡大す

る。 

重要 
4(1) 

 

 

 

 

 ・民間企業における雇用・組織形態の変化等を踏まえ、

比較対象範囲を拡大する方向での比較対象事業規模の

見直しや比較対象とする民間役職員の部下数（正社

員）要件の見直しを行う。 

重要 
4(1) 

  

イ 地方公務員給

与 

・地方公務員の給与について、地域の民間給与の水準を

的確に反映したものになるよう、国家公務員の給与構

造改革に準じた改革を徹底する。 

重要 
4(1) 

・各地方公共団体に対し、「地方公務員

の給与のあり方に関する研究会」報告

書（平成18年３月公表）を踏まえた取

組の要請等を行う予定 

 ・地方公務員についても、国家公務員給与に準じた公民

比較の見直しを求めるとともに、人事委員会機能の強

化等により、地域の民間給与の実態がより的確に反映

されるよう取り組む。 

重要 
4(1) 

・各地方公共団体に対し、国家公務員の給与構造の改革を踏まえ

た見直しの速やかな実施や住民に対する給与情報等の公表の徹

底等を、各会議等で助言するとともに、平成17年12月26日付け

総務大臣書簡、自治行政局長通知及び公務員部長通知により要

請 

・地方公務員の職種ごとの給与、すべての手当の内容及び定員等

の状況について、団体間の比較が可能になるような新たな給与

情報等公表システムを、地方公共団体の協力を得て構築し、平

成18年３月運用開始 

 

 ・総務省が示した地方団体ごとに比較可能な給与情報等

公開システムを平成17年度中に構築し、住民自治を原

動力として、不適切な手当等の是正を徹底し、給与の

一層の適正化を進める。 

重要 
4(1) 

  

 ・義務教育教職員の人材確保の観点から給与の優位性を 重要 ・教職員給与の在り方に関する調査研究費を平成18年度予算に計 ・平成18年度中に結論を得るべく、教職 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 定めた学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸

学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法（人材

確保法）について、教職員を巡る雇用情勢の変化等を

踏まえ、廃止を含めた見直しを行う。具体的には、教

職員給与関係の法令を含め、教職員給与の在り方につ

いて検討を行い、平成18年度中に結論を得て、平成20

年春に所要の制度改正を行う。 

4(1) 上 員給与の在り方について調査研究を実

施 

ウ 一般職以外の

公務員 

・自衛官、秘書官その他の特別職、国有林野事業職員等

の現業職員など、国の行政部門の公務員のうち一般職

の職員の給与に関する法律が適用されない公務員や、

地方の特別職等についても、公務員給与の見直しに準

じて給与の見直しを行う。 

重要 
4(1) 

・自衛官、秘書官その他の特別職、国有林野事業職員等について

も、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員に準

じ、地域の民間賃金の的確な反映等の給与構造改革を行うた

め、所要の法改正等を実施（特別職の職員の給与に関する法律

等の一部を改正する法律（平成17年法律第114号）等） 

・一般職の職員の給与に関する法律の適

用を受ける職員に準じて引き続き給与

制度改革に取組 

エ 国会・裁判所

等の公務員 

・国会、裁判所等の公務員についても、行政部門の取組

を踏まえ、適切に対処するよう求める。 

重要 
4(1) 

・国会、裁判所に対して政府の総人件費改革の取組を踏まえ協力

を願う旨の公文書を発出 

・各機関において、その特質等に留意し

つつ適切に取組 

(3) その他の公的

部門の見直し 

    

ア 独立行政法人

及び国立大学法

人法に基づく法

人 

・主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標（今後５年

間で５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、独

立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人につい

て、各法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の

取組を行うことを中期目標において示すこととする。

重要 
4(1) 

 ・各法人は、中期目標に従い、今後５年間で５％以上の

人件費の削減を行うことを基本とする。これに加え、

役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏

まえた見直しに取り組むものとする。 

重要 
4(1) 

 ・各法人の長は、これらの取組を含む中期計画をできる

限り早期に策定し、主務大臣は、中期計画における削

減目標の設定状況や事後評価等を通じた削減の進捗状

況等を的確に把握するものとする。 

重要 
4(1) 

・主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標（今後５年間で５％

以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、独立行政法人及び国

立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、国家公務

員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において提

示 

・各法人は、中期目標に従い、今後５年間で５％以上の人件費の

削減を行うことを基本とすること、役職員の給与に関し、国家

公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取り組むこととする

旨の内容を含む中期計画を策定 

 ・運営費交付金等を抑制する。 重要 
4(1) 

 

 ・各省庁の独立行政法人評価委員会及び国立大学法人評

価委員会は、各法人の人件費削減の取組状況や国家公

務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等に関し

厳格な事後評価を実施するとともに、総務省の政策評

価・独立行政法人評価委員会においても２次評価を行

うこととし、これらの結果を公表する。 

重要 
4(1) 

 

・各法人は、中期計画に沿って人件費の

抑制に取り組む予定 

・主務大臣は、中期計画における削減目

標の設定状況や事後評価等を通じた削

減の進ちょく状況等を的確に把握。ま

た、これらの取組を踏まえて運営費交

付金等を抑制 

・各省庁の独立行政法人評価委員会及び

国立大学法人評価委員会は、毎年度業

務の実績に関する評価の際に、各法人

の人件費削減の取組状況や国家公務員

の水準を上回る法人の給与水準の適切

性等についても厳格な事後評価を実施 

・総務省の政策評価・独立行政法人評価

委員会は、毎年度各府省の独立行政法

人評価委員会及び国立大学法人評価委

員会から通知された各法人の評価に関

する二次評価を行う中で、各法人の人

件費削減の取組状況等についても厳格

な評価を実施 

イ 特殊法人及び

認可法人 

・主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標（今後５年

間で５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、各

重要 
4(1) 

・主務大臣より各法人に対して、国家公務員の定員の純減目標

（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の取組を

行うことを要請する。 

 各法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこ

とを要請 

 

 ・各法人の人件費削減の取組は、主務大臣の要請を踏ま

え、今後５年間で５％以上の人員の純減又は人件費の

削減を行うことを基本とする。これに加え、役職員の

給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見

直しに取り組むものとする。また、各法人の長は、こ

れらの内容について人件費削減計画の策定に取り組む

ものとする。 

重要 
4(1) 

・各法人は、主務大臣の要請を踏まえ、今後５年間で５％以上の

人員の純減又は人件費の削減を行うことを基本とすること、役

職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直

しに取り組むこととする旨の内容を含む人件費削減計画を策定

・各法人は、人件費削減計画に沿って人

件費の抑制に取り組む予定 

 ・主務大臣は、法人の予算の認可等に当たり、これらの

取組が適切になされているかどうかを厳正に審査す

る。また、各法人に対する補助金等を抑制する。 

重要 
4(1) 

 ・主務大臣は、法人の予算の認可等に当

たり、これらの取組が適切になされて

いるかどうかを厳正に審査。また、こ

れらの取組を踏まえて、各法人に対す

る補助金等を抑制 

 ・各法人及び主務大臣は、各法人の給与水準について、

国家公務員との比較の公表を行うとともに、内閣官房

において取りまとめ公表する。 

重要 
4(1) 

・内閣官房が人事院の協力を得て、各府省に対して、役職員の給

与水準の公表に資するよう、ラスパイレス指数等の公表のため

の給与等の調査を実施中 

・各法人及び主務大臣は、各法人の給与

水準について、国家公務員との比較の

公表を行うとともに、内閣官房におい

て取りまとめ公表 

ウ 公益法人等 ・主務大臣は、「国と特に密接な関係を持つ公益法人」

に対して、同申合せにおける常勤の役員の報酬・退職

金等に係る措置に準じて、各法人において職員の給与

水準を点検し、必要に応じ見直しを行うよう要請す

る。 

重要 
4(1) 

・「国と特に密接な関係を持つ公益法人」（「公務員制度改革大

綱に基づく措置について」（平成14年３月29日公益法人等の指

導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ））に対して、

「公務員制度改革大綱に基づく措置について」における常勤の

役員の報酬・退職金等に係る措置に準じて、各法人において職

員の給与水準を点検し、必要に応じ見直しを行うよう要請 

・今後も、各法人において職員の給与水

準を点検し、必要に応じ見直しを行う

よう要請 

 ・主務大臣は、「特別の法律により設立される民間法

人」に対して、「特別の法律により設立される民間法

人の運営に関する指導監督基準」における役員の報酬

等に係る措置に準じて、各法人において職員の給与水

準を点検し、必要に応じ見直しを行うよう要請する。

重要 
4(1) 

・「特別の法律により設立される民間法人」に対して、「特別の

法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」

における役員の報酬等に係る措置に準じて、各法人において職

員の給与水準を点検し、必要に応じ見直しを行うよう要請 

・今後も、各法人において職員の給与水

準を点検し、必要に応じ見直しを行う

よう要請 

エ 地方公社等 ・地方独立行政法人、地方公社や第三セクター等の人員

や給与に関する情報を国民に分かりやすく開示させ、

改革の取組を促す。 

重要 
4(1) 

・平成18年１月に開催した全国都道府県総務部長会議等におい

て、地方公共団体に対し、地方独立行政法人、地方公社や第三

セクター等の人件費等の情報公開の取組を促進するよう要請 

・平成18年４月に地方独立行政法人、地

方公社や第三セクター等の人件費等の

情報公開の取組を促進する旨を盛り込

んだ通知を発出する予定であるほか、

各種会議等の機会において要請する予

定 

(4) フォローアッ

プ 

・内閣官房を中心に、総務省、財務省の協力を得て、総

人件費改革の各所管府省等の取組についてフォローア

ップを行い、その結果を行政改革推進本部に報告する

とともに、公表する。 

重要 
4(1) 

・初回となる本フォローアップを平成18年３月31日に行政改革推

進本部に報告し、公表 

・今後も適宜フォローアップを行い、そ

の結果を行政改革推進本部に報告し、

公表 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 ・経済財政諮問会議は総人件費改革の実施状況をフォロ

ーアップする。 

重要 
4(1) 

・平成17年12月20日の経済財政諮問会議において、「総人件費改

革実行計画」が盛り込まれている「行政改革の重要方針」につ

いて議論 

・平成18年２月23日の経済財政諮問会議において、公務員の総人

件費改革が盛り込まれている行政改革推進法案について議論 

・経済財政諮問会議において、総人件費

改革の実施状況をフォローアップ 

 ・内閣官房、内閣府、総務省において、人件費抑制を始

め行政改革に関する先進的な取組が全国に広がるよ

う、国・地方を通じた優良事例をオープンに議論しそ

の効果を競い合う「行革コンペ」の実施等により競争

的環境の醸成に向けて取り組む。 

重要 
4(1) 

・平成17年11月18日に第１回の「国・地方の行革コンペ」を東京

で開催 

・平成18年３月15日に第２回の「国・地方の行革コンペ」を大阪

で開催 

・ブロック別での「行革コンペ」の開催

など、平成18年度以降も「行革コン

ペ」を実施し、競争的環境の醸成に向

けて取組 

２ 公務員制度改

革の推進 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

・総務省 

  

 

  

(1) 総論 ・能力・実績主義の人事管理の徹底、再就職管理の適正

化等の観点に立った公務員制度改革について、総人件

費改革の推進状況等も踏まえつつ、関係者との率直な

対話と調整を進め、できる限り早期に具体化を図る。

重要 
4(2) 

 ・制度設計の具体化と関係者間の調整を更に進め、改め

て改革関連法案(能力・実績主義の人事管理、再就職

管理の適正化(行為規制を含む)、中央人事行政機関に

関する規定の整理等)の提出を検討する。 

方針 
6(1) 

 

大綱 
Ⅰ-２ 

(1)(2)(5)

・公務員制度改革については、平成13年１月６日に内閣官房に設

置された行政改革推進事務局において、「行政改革大綱」に基

づき検討を進め、同年12月25日に「公務員制度改革大綱」を閣

議決定。「公務員制度改革大綱」の趣旨を踏まえ、「今後の公

務員制度改革の取組について」（平成16年６月９日与党申入

れ）を受けて、公務員制度改革について検討 

・公務員制度改革等に関する政府と連合との協議を開催（平成18

年１月、３月） 

・関係者との率直な対話と調整を進め、

できる限り早期に具体化 

 ・現行制度下における改革の推進を図る観点から、実施

体制を整備する。 

方針 
6(1) 

  

 ・公務員の労働基本権や人事院制度、給与の在り方、能

力主義や実績評価に基づく処遇、キャリアシステム等

公務員の人事制度を含めた公務員制度についても、国

民意識や給与制度改革の推進状況等も踏まえつつ、内

閣官房を中心に幅広い観点から検討を行う。 

重要 
4(2) 

  

(2) 適切な退職管

理 

・特殊法人等に役員定年制を設け、また、国との関係及

び法人に従事する公務員の身分関係の整理を含め、こ

れらの法人への役員出向制度の創設等適正化のための

措置を講ずる。 

大綱 
Ⅰ-2(2) 

・公務員の再就職に関し、「公務員制度改革大綱」等に基づき、

各府省の退職者の再就職状況全般、独立行政法人等の役員に就

いている退職公務員等の状況及び公益法人の役員に関する措置

の進ちょく状況の調査結果について毎年１回公表 

・特殊法人等への役員出向を具体化する措置の一環として、平成

15年に国家公務員退職手当法を改正し、在職期間を通算できる

よう措置 

 

 ・長期勤続者が過度に有利となる退職手当制度を改め、 大綱 
Ⅰ-2(2) 

・平成17年に国家公務員退職手当法を改正し、長期勤続者に過度  
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 あるいは官民の年金制度の相違を解消することを検討

する。 

 に有利となっていた支給率カーブをフラット化し、勤続年数に

中立的な形で貢献度を勘案する部分である「調整額」を新設 

 

 ・早期退職慣行の是正を計画的に推進する。能力主義の

徹底による年次主義やピラミッド型人事構成の見直し

を進めるとともに、必要なスタッフ職の整備・充実や

広く人事交流を進めるなどキャリアパスの多様化に資

する方策を講ずる。 

方針 
6(1) 

 ・独立行政法人、特殊法人、認可法人及び国と特に密接

な関係を持つ公益法人の役員への国家公務員出身者の

選任・就任に関する累次の閣議決定等の遵守、早期退

職慣行の是正の計画的な推進など、適切な退職管理に

引き続き取り組む。 

重要 
4(2) 

・早期退職慣行の是正については、平成14年12月の閣僚懇談会申

合せに基づき、各府省のⅠ種幹部職員の勧奨退職年齢を、平成

15年度から５年間で段階的に引き上げ、平成20年度には原則と

して３歳以上高くすることを目標として取組 

・国家公務員退職手当法について、平成15年改正により幹部公務

員について早期退職割増措置を縮減。また、平成17年改正によ

り、在職期間長期化に対応するための算定方式の特例を創設 

・早期退職慣行の是正を引き続き計画的

に推進。その推進に当たっては、能力

主義の徹底による年次主義やピラミッ

ド型人事構成の見直しを進めるととも

に、複線型人事管理や広く人事交流を

進めるなどキャリアパスの多様化に資

する方策について検討 

 ・独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員への国家

公務員出身者の選任に関する累次の閣議決定等を遵守

する。独立行政法人及び特殊法人について、選任手続

を適切に行う。認可法人について、各府省は、離職後

２年以内の所管法人への常勤役員の就任に際して、あ

らかじめ内閣官房長官に報告する。国と特に密接な関

係を持つ公益法人役員への国家公務員出身者の就任に

関する累次の閣議決定等を遵守する。離職後２年以内

の常勤役員への就任に際し、所管府省にあらかじめ報

告するよう指導する。各府省は、報告の内容を、総務

省を通じて、内閣官房長官に報告する。 

方針 
6(1) 

・独立行政法人及び特殊法人について引き続き選任手続を適切に

行うことに加え、平成17年４月１日以降、離職後２年以内の課

長相当職以上の職員が認可法人及び国と特に密接な関係を持つ

公益法人の常勤役員へ就任する際に内閣官房長官に報告（公益

法人については総務省を経由）することとし、報告状況等につ

いて、平成17年12月26日に公表 

・内閣官房長官への報告内容について

は、引き続き、毎年１回取りまとめ公

表 

(3) 人事評価 

 

・平成17年度中に本府省を対象とした評価の試行に着手

し、その結果を踏まえた改善を行いつつ、段階的な取

組を進めることとし、具体的内容の検討を早急に行

う。 

方針 
6(1) 

・職員の職務遂行能力や勤務実績をできる限り客観的に把握する

ための新たな人事評価システムの構築に向けて、本府省課長級

及び課長補佐級の一部職員を被評価者とする第１次試行を平成

18年１月から開始 

・第１次試行結果の分析等を踏まえた必

要な改善を行い、対象範囲を拡大し

て、平成18年度中に第２次試行を開始

するなど、段階的な取組を推進 

 ・公務部門の多様な職場等に定着し、人事管理の基盤的

ツールとして活用可能なより実効ある新たな人事評価

システムの構築に向け、職員の職務遂行能力、勤務実

績をできる限り客観的に把握するための新たな人事評

価の第１次試行を平成18年１月から開始する。試行結

果の分析等を踏まえた必要な改善を行い、対象範囲を

拡大して、平成18年度中に第２次試行を開始するな

ど、段階的な取組を進める。 

重要 
4(2) 

  

(4) 公務部門の人

材の確保・人材

の活性化等 

・国家公務員採用Ⅰ種試験について、幅広い視野と十分

な専門性などをより的確に検証等するために平成18年

度から改善がなされることを受け、多様で有為な人材

の確保に一層努める。 

重要 
4(2) 

・「行政改革の重要方針」に基づき、当面、現行制度の下におい

て、人材確保・育成・登用等に関する改革を着実に進める観点

から、内閣官房及び実際の人事管理に当たる各府省との連携の

下、人事院の協力を得つつ、総務省が中心となって検討、調整

を行い、推進 

・公務部門における多様で有為な人材の

確保、計画的な能力開発や人材交流に

ついて、各府省等と連携を図りなが

ら、これらの推進方策について検討 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 ・採用区分・試験区分に基づく硬直的な人材登用を改め

るとともに、女性の積極的登用、中途採用及び社会奉

仕活動を評価するなど、多様な人材の確保を可能とす

る。 

大綱 
Ⅰ-2 

(1)(3) 

  

 ・外部から一定数以上の任用を積極的に進めるととも

に、司法改革と連動しつつ、隣接領域との人材の流動

性を確保するための改革を行う。大臣スタッフを当該

行政機関外(他省、民間)からも登用する。 

大綱 
Ⅰ-2 

(1)(4) 

  

 ・計画的な能力開発の促進に資するための方策について

は、引き続き検討を進める。 

重要 
4(2) 

  

 ・公務部門における多様で有為な人材の確保、計画的な

能力開発や人材交流の促進に資するための方策につい

て平成17年度以降順次実行に移すことを目途に検討を

進める。 

方針 
6(1) 

  

 ・官民交流の推進について、各府省と民間企業双方の交

流希望の人材・ポストに関する情報を活用しつつ、交

流を促進するとともに、大学、研究機関等を含めた幅

広い交流を図るため、制度面の見直しに取り組む。 

重要 
4(2) 

 

・人事院の意見の申出を踏まえ、民間企業からの交流採用の推進

を図るため、交流採用をする者について、交流元企業との雇用

関係を継続することができるよう、国と民間企業との間の人事

交流に関する法律の一部を改正する法律案を平成18年通常国会

（第164回）に提出 

・人事院とともに、日本経団連の協力を得て、各府省と民間企業

双方の交流希望の人材・ポストに関する情報を活用しつつ、交

流の拡大を進めているところであり、他の経済団体に対しても

同様の協力を要請 

・「平成18年度における人事管理運営方針」において、官民の人

事交流を更に積極的に推進することとし、各府省と民間企業双

方の交流希望の人材・ポストに関する情報を活用しつつ、交流

を促進するとともに、大学、研究機関等を含めた幅広い交流を

図るため、制度面の見直しに取り組み、幹部クラスの官民交流

については、各府省の業務内容に応じ、数値目標を掲げて推進

することを目指し、そのための環境整備に取り組むことを決定

・引き続き、人事院とともに、日本経団

連の協力を得て、各府省と民間企業双

方の交流希望の人材・ポストに関する

情報を活用しつつ、交流の拡大を進め

ていくこととし、他の経済団体の協力

も得て、広く民間企業を対象として交

流を推進 

・大学、研究機関等を含めた幅広い交流

を図るための制度面の見直しについて

は、既存制度の運用の見直しを含め、

引き続き検討 

 ・各府省の幹部の１割を目途とした人事交流を行うなど

府省間の人事交流を進める。 

大綱 
Ⅰ-2(2) 

 

・平成17年夏の人事異動期において、内閣の重要政策課題等に係

る幹部ポストで新たに40の人事交流を実施（平成16年の取組と

合わせ、各省約1,400の幹部ポストのうち、すでに110程度が交

流ポストとなった）（平成17年９月６日に内閣官房長官から公

表） 

・「平成18年度における人事管理運営方針」において、府省間交

流を引き続き積極的に推進することとし、幹部職員について

は、各府省の幹部の１割を目途とした人事交流を行うという方

針に沿って、積極的に取り組むことを決定 

・引き続き、内閣官房を中心として、各

府省の幹部の１割について、府省間人

事交流が行われるよう積極的な取組 

・平成18年夏を目途に、夏の人事異動期

における幹部クラスの交流状況につい

て取りまとめて公表を行う予定 

 ・職員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合に、 重要 
4(2) 

・人事院の意見の申出を踏まえ、国家公務員が留学中又は留学終 ・法案成立後、法律の適正な運営を推進 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 留学費用を償還させる制度を創設するため、所要の法

律案を平成18年通常国会に提出する。 

 

 ・公務員の海外研修直後の退職に関する規制措置を講ず

る。 

大綱 
1-2(2) 

了後早期に離職した場合に、国が支出した留学費用の全部又は

一部を償還させる制度等を整備するため、平成18年３月に「国

家公務員の留学費用の償還に関する法律案」を平成18年通常国

会（第164回）に提出 
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Ⅴ 政府資産・債務改革 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

・財政融資資金の貸付金残高については、財投改革以降、対象事

業の重点化・効率化に努めた結果、その規模を着実に縮減させ

てきており、平成18年度財投残高見込みは約280兆円とピーク

時から３割減 

・平成18年度予算において、新規国債発行額を５年ぶりに30兆円

以下に抑制。また、一般歳出を平成17年度予算に引き続き2年

連続で減額 

・今後とも、対象事業の重点化・効率化

を推進し、財政融資資金の貸付金残高

の縮減を維持 

 

１ 総論 
［推進官庁］ 

・財務省 

・これまでの財政投融資改革による財政融資資金の貸付

金残高の縮減を維持し、徹底的な歳出削減を図るとと

もに、売却可能な国有財産の売却促進を行うこと等に

より、政府の資産規模の圧縮を行う。 

重要 
5 

・不整形地などの未利用国有地等について、整形化等を行うため

の交換を可能とするよう「国有財産の効率的な活用を推進する

ための国有財産法等の一部を改正する法律案」を平成18年通常

国会（第164回）に提出 

・引き続き未利用国有地等の売却を促進 

・借受庁舎を含めた庁舎等使用調整計画を、国の庁舎等の使用調

整等に関する特別措置法に基づき、不動産専門家等を含む財政

制度等審議会に付議するとの方針を決定 

・庁舎等使用調整計画に基づき、平成18

年６月以降取組を順次実施 

・未利用国有地を売却するまでの間、国

以外の者による暫定活用を推進 

・国家公務員宿舎について、民間の視点を十分に活用しつつ、都

心からの移転・再配置に係る具体的な計画案を検討するため、

有識者会議を開催(平成18年１月以降) 

 

 ・資産・債務の管理の在り方についても、民間の視点・

技法をも積極的に活用しつつ、見直しを進める。 

重要 
5 

・債務管理について、民間有識者・専門家の知見を十分に取り入

れるため、以下の取組を実施 

①国の債務管理の在り方に関する懇談会、国債市場特別参加者

会合、国債投資家懇談会の開催 

②市場分析官を始めとした民間人の登用 

③内部職員向け研修の実施 

・民間有識者・専門家の知見を引き続き

十分に取り入れるため、懇談会等の開

催、民間人の登用等を実施。それらを

踏まえ、より一層の公債の管理政策の

充実を推進 

 ・国及び地方公共団体の資産・債務の管理等に必要な公

会計の整備については、企業会計の考え方を活用した

財務書類の作成基準等の必要な見直しを行うなど、一

層の推進を図る。 

重要 
5 

・国におけるこれまでの取組については、「Ⅲ 特別会計改革等

２ 公会計の見直し」を参照 

・予算書・決算書の見直し等を踏まえた

財務書類の作成基準の見直し 

・特別会計の開示すべき会計情報につい

ての検討 

・公会計の整備に関する国と地方公共団

体の連携の強化 

   ・「団体間で比較可能な財政情報の開示について」（平成17年６

月22日付け総務省自治財政局長通知）及び「連結バランスシー

トの試行について」（平成17年９月13日付け総務省自治財政局

財務調査課長通知）により、都道府県及び政令市に対して平成

16年度決算について、地方独立行政法人、地方公社、第３セク

ターを含む連結バランスシートを作成・公表するように要請 

・平成17年度中に全都道府県及び政令市において、連結バランス

シートの試案を作成・公表 

・地方公共団体の資産・債務の管理等に

必要な公会計の整備について調査・検

討の予定 

 ・今後の財政運営に当たっては、 重要 ・左記４つの原則を明示した行政改革推進法案を平成18年通常国  
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

① 将来の国民負担を極力抑制すること 

② 金利変動など財政運営に関するリスクを適切に管

理すること 

③ 債務残高を抑制すること 

④ 剰余金・積立金については合理的な範囲にとどめ

ること 

を原則とすることを明示し、また、そのために必要な

財務情報の開示を徹底する。 

5 会（第164回）に提出 

・潜在的国民負担率・債務残高等の情報についてこれまでも開示

しているところ 

２ 政府の資産・

債務規模の縮減 
［推進官庁］ 

・財務省 

・政府資産については、真に必要な部分のみを厳選して

保有する。 

重要 
5(1) 

・財政融資資金の貸付金残高については、財投改革以降、対象事

業の重点化・効率化に努めた結果、その規模を着実に縮減させ

てきており、平成18年度財投残高見込みは約280兆円とピーク

時から３割減【再掲】 

・今後とも、対象事業の重点化・効率化

を推進し、財政融資資金の貸付金残高

の縮減を維持【再掲】 

 ・政府の資産規模の対名目GDP比を、今後10年間で概ね

半減させるといったような長期的な目安を念頭におき

ながら資産のスリム化を進める。 

（注）一定の政策目的のために保有している外為資金・

年金寄託金等及び売却困難な道路・河川等の公共用財

産はスリム化の対象としないが、それぞれの政策目的

に照らして、資産を合理的に管理する必要がある。 

重要 
5(1) 

・効率性の視点を明確化した「国有財産の効率的な活用を推進す

るための国有財産法等の一部を改正する法律案」を平成18年通

常国会（第164回）に提出 

・庁舎については、監査などの結果を踏

まえた使用調整を徹底し、一棟全体が

不用となったものは速やかに売却する

方針 

・実施要領を整備し、既存庁舎について

監査を実施し使用効率等を的確に把握

(その後、使用調整に反映) 

   ・不整形地などの未利用国有地等について、整形化等を行うため

の交換を可能とするよう「国有財産の効率的な活用を推進する

ための国有財産法等の一部を改正する法律案」を平成18年通常

国会（第164回）に提出【再掲】 

・引き続き未利用国有地等の売却を促進

【再掲】 

 

   ・国家公務員宿舎について、民間の視点を十分に活用しつつ、都

心からの移転・再配置に係る具体的な計画案を検討するため、

有識者会議を開催(平成18年１月以降)【再掲】 

・国家公務員宿舎については、有識者会

議において、民間の視点を十分に活用

しつつ、都心からの移転・再配置に係

る具体的な計画案を策定予定 

   ・NTT、JT株式の売却は完了 ・政府出資については、民営化された法

人の株式の売却を推進 

 ・売却可能な国有財産について一層の売却促進に努め

る。 

重要 
5(1) 

・不整形地などの未利用国有地等について、整形化等を行うため

の交換を可能とするよう「国有財産の効率的な活用を推進する

ための国有財産法等の一部を改正する法律案」を平成18年通常

国会（第164回）に提出【再掲】 

・引き続き未利用国有地等の売却を促進

【再掲】 

 ・明確な必要性がない剰余金・積立金については、国債

残高の抑制等を図り国民負担の軽減につなげるために

活用する。 

重要 
5(1) 

・平成18年度予算において、積立金・剰余金計13.8兆円を一般会

計及び国債整理基金特別会計へ繰入れることを決定 

・剰余金等のスリム化を徹底するなど

し、財政健全化へ貢献 

３ 資産・債務管

理の課題 
［推進官庁］ 

・財務省 

・時価に基づく売却収入及び機会費用を考慮し、国有財

産の売却可能性を検討する。 

重要 
5(2) 

・国が現に使用している庁舎等のリースバックについて、国民負

担軽減の観点から、民間の視点を活用しつつ、その適否につい

て検討を開始 

・国が現に使用している庁舎等のリース

バックについて、国民負担軽減の観点

から、民間の視点を活用しつつ、その

適否について検討を実施 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 ・庁舎については、監査などの結果を踏

まえた使用調整を徹底し、一棟全体が

不用となったものは速やかに売却する

方針【再掲】 

・国家公務員宿舎について、民間の視点を十分に活用しつつ、都

心からの移転・再配置に係る具体的な計画案を検討するため、

有識者会議を開催(平成18年１月以降)【再掲】 

・国家公務員宿舎については、有識者会

議において、民間の視点を十分に活用

しつつ、都心からの移転・再配置に係

る具体的な計画案を策定予定【再掲】 

・国が現に使用している庁舎等のリースバックについて、国民負

担軽減の観点から、民間の視点を活用しつつ、その適否につい

て検討を開始【再掲】 

・国が現に使用している庁舎等のリース

バックについて、国民負担軽減の観点

から、民間の視点を活用しつつ、その

適否について検討を実施【再掲】 

 ・国有財産の証券化については、対象資産の種類とリス

ク分散の仕組みや国民負担軽減の観点から検討する。

貸付金の証券化についても、幅広い観点からその適否

を検討する。 

重要 
5(2) 

・財政融資資金の貸付金の証券化については、財投事業へのガバ

ナンスの確保を始め、実施に伴う国民負担、市場への影響を含

め、幅広い観点からその適否について検討を開始 

・財政融資資金の貸付金の証券化等につ

いて、幅広い観点から、民間の視点を

活用しつつ、その適否について検討を

実施 

 ・国有財産の管理に当たっては、民間有識者・専門家の

知見を十分に取り入れるなど所要の制度的枠組みを整

える。 

重要 
5(2) 

・借受庁舎を含めた庁舎等使用調整計画を、国の庁舎等の使用調

整等に関する特別措置法に基づき、不動産専門家等を含む財政

制度等審議会に付議するとの方針を決定【再掲】 

・庁舎等使用調整計画に基づき、平成 18

年６月以降取組を順次実施【再掲】 

 ・国有財産の管理処分が一層効率的に行える法改正を平

成18年通常国会において行う。 

重要 
5(2) 

・「国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一

部を改正する法律案」を平成18年通常国会（第164回）に提出 

 

 ・民間有識者・専門家の知見を引き続き十分に取り入れ

ながら、専門家集団としての一層の向上など公債の管

理政策の一層の充実を図る。 

重要 
5(2) 

・債務管理について民間有識者・専門家の知見を十分に取り入れ

るため、以下の取組を実施 

①国の債務管理の在り方に関する懇談会、国債市場特別参加者

会合、国債投資家懇談会の開催 

②市場分析官を始めとした民間人の登用 

③内部職員向け研修の実施【再掲】 

・民間有識者・専門家の知見を引き続き

十分に取り入れるため、懇談会等の開

催、民間人の登用等を実施。それらを

ふまえ、より一層の公債の管理政策の

充実を推進【再掲】 

・国有財産の高度利用・民間活用、売却促進を強力に推

進するため、平成18年通常国会に国有財産法等の改正

案を提出する。 

重要 
5(3) 

・「国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一

部を改正する法律案」を平成18年通常国会（第164回）国会に

提出【再掲】 

 ４ 早急に対応す

べき課題 
［推進官庁］ 

・財務省 
・既存庁舎等の使用について、省庁横断的な調整・監査

をこれまで以上に強力に実施し、無駄な使用を解消す

る。一棟全体が不用となった庁舎等は、速やかに民間

等に売却するとともに、一部に余剰が生じた庁舎等に

ついては、余剰部分を民間等に貸し付けることができ

るようにする。 

重要 
5(3) 

・借受庁舎等の使用に係る監査の規定及び庁舎の余剰部分に係る

貸付規定を盛り込んだ「国有財産の効率的な活用を推進するた

めの国有財産法等の一部を改正する法律案」を平成18年通常国

会（第164回）に提出 

・庁舎については、監査などの結果を踏

まえた使用調整を徹底し、一棟全体が

不用となったものは速やかに売却する

方針【再掲】 

 ・新たに庁舎等を取得する場合においては、保有と賃借

のいずれが有利かを厳密に検証し、選択する。 

重要 
5(3) 

 ・実施要領を整備し、新たに庁舎等を取

得する場合の建替えと民間借受のコス

ト比較を実施 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 

・物納財産等の未利用国有地については、積極的な売却

努力をする。不整形地などの未利用国有地等につい

て、整形化等を行い早期に売却できるよう、条件整備

をする。また、未利用国有地の売却までの間、民間に

よる暫定活用を推進する。 

重要 
5(3) 

・不整形地などの未利用国有地等について、整形化等を行うため

の交換を可能とするよう「国有財産の効率的な活用を推進する

ための国有財産法等の一部を改正する法律案」を平成18年通常

国会（第164回）に提出【再掲】 

・引き続き未利用国有地等の売却を促進 

【再掲】 

・未利用国有地を売却するまでの間、国

以外の者による暫定活用を推進【再

掲】 

５ 国民への説明

責任 
［推進官庁］ 

・財務省 

・財務省は改革の方向と具体的施策を明らかにするた

め、平成18年度内に、工程表を作成し、経済財政諮問

会議に報告する。 

重要 
5(4) 

 ・平成 18 年度中に工程表を作成し、経済

財政諮問会議に報告 

６ 地方における

取組 
［推進官庁］ 

・総務省 

・地方においても、国と同様に資産・債務改革に積極的

に取り組む。各地方公共団体の資産・債務の実態把

握、管理体制状況を総点検するとともに、改革の方向

と具体的施策を明確にする。総務省は、各地方公共団

体と協議しつつ、目標と工程表の作成などの改革を推

進するよう要請する。 

重要 
5(5) 

・「行政改革の重要方針」を受けた、「総務大臣書簡」（平成17

年12月26日付け）において、各地方公共団体に対し、資産・債

務の実態把握、管理体制状況を総点検するとともに、未利用資

財産の売却促進等の改革に積極的に取り組むよう要請 

・地方公共団体の公有財産の効率的な活用を推進するために行政

財産の貸付範囲の拡大等を図ること等を内容とした地方自治法

の一部を改正する法律案を平成18年通常国会（第164回）に提

出 

・平成 18 年度中に策定される国の工程表

を踏まえ、各地方公共団体に対して改

革の方向と具体的な施策を明らかにす

るよう強力に要請していく予定 
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Ⅵ 社会保険庁改革 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

１ 基本的な考え

方 
［推進官庁］ 

・厚生労働省 

・平成20年10月を目途に、現行の社会保険庁を廃止する

とともに、公的年金と政管健保の運営を分離の上、そ

れぞれ新たな組織を設置する等の解体的出直しを行

い、所要の法律案を平成18年通常国会に提出する。 

重要 
6(1) 

・政管健保の公法人化（「全国健康保険協会」の設立）について

盛り込んだ「健康保険法等の一部を改正する法律案」を平成18

年通常国会（第164回）に提出 

・年金新組織（「ねんきん事業機構」（厚生労働省の特別の機

関）の設置）について盛り込んだ「ねんきん事業機構法案」を

平成18年通常国会（第164回）に提出 

 

２ 公的年金の運

営主体について 
［推進官庁］ 

・厚生労働省 

・公的年金については、確実な保険料の収納と給付を確

保するとともに、国民の意向を反映しつつ、適正かつ

効率的で透明性のある事業運営を図るため、これまで

の組織とは異なる機能・構造等を備えた新たな国の行

政機関（厚生労働省の特別の機関）を設置する。 

具体的には、事業運営に関する重要事項の決定に際し

て議を経なければならない機関として「年金運営会

議」を設置するとともに、会計監査、業務監査及び個

人情報管理監査を行う特別な監査体制を整備し、それ

ぞれ複数の外部専門家を登用する。 

重要 
6(2) 

・「ねんきん事業機構」（厚生労働省の特別の機関）を設置する

とともに、同機構に「年金運営会議」及び「特別監査官」を設

置すること等について盛り込んだ「ねんきん事業機構法案」を

平成18年通常国会（第164回）に提出 

・平成20年10月のねんきん事業機構の発

足に先立って、「年金運営会議」及び

「特別監査官」の設置について、平成

18年度から先行的に実施 

 ・保険料の強制徴収等の強化すべき業務への要員のシフ

トを図りつつ、市場化テストの拡大等による大幅な人

員削減等を行うとともに、民間企業的な能力主義・実

績主義に立った人事評価制度の導入、各都道府県に設

置された社会保険事務局の廃止及び新たなブロック機

関への集約等の地方組織の抜本改革を行う。 

重要 
6(2) 

・民間企業的な人事評価制度については、平成17年10月から、一

定職以上の職員を対象に試行を実施 

・平成18年度から７年以内で、全国健康

保険協会への移管を含めて、平成17年

度の人員数に比較して、 

①常勤公務員の定員を20％以上純減す

るとともに、 

②常勤及び非常勤の公務員を合わせ

て、１万人程度の純減 

を実施 

・人事評価制度については、平成17年度

に実施された試行を踏まえ、平成18年

度に一定職以上の職員、平成19年度に

全職員を対象として本格実施 

・地方組織の見直しについては、平成20

年10月のねんきん事業機構の発足に併

せて実施 

 ・社会保険オンラインシステムの見直し、年金被保険

者・受給者カード等の導入の検討等、各般にわたるIT

化の推進・サービス向上のための取組を進める。 

重要 
6(2) 

・社会保険オンラインシステムについては、平成16年度に実施し

た刷新可能性調査の結果を踏まえ、平成18年３月に「社会保険

業務の業務・システム最適化計画」を策定 

・組織改革と併せて、各般にわたる業務改革について一体的に推

進することとし、法的措置が必要な事項について盛り込んだ

「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を

改正する法律案」を平成18年通常国会（第164回）に提出 

・平成18年度から平成22年度までの５年

間で社会保険オンラインシステムの見

直しを実施 

３ 政管健保の運

営主体について 

・政管健保については、国から切り離し、全国単位の公

法人を設立した上で、都道府県単位の財政運営を基本

重要 
6(3) 

・政管健保の公法人化（「全国健康保険協会」の設立）を図ると

ともに、同法人に事業主、被保険者等から構成される「運営委

・左記法案では、平成20年10月に「全国

健康保険協会」を設立予定 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

とした事業運営を行う。  ［推進官庁］ 

・厚生労働省 
・公法人については、関係事業主、被保険者等の意見に

基づく自主自律の運営を確保する等、保険者として責

任を持った運営を確保する。 

重要 
6(3) 

 ・政管健保の「適用」及び「徴収」の事務については、

事務の効率性、企業の負担軽減等の観点から、相互の

独立性を確保しつつ、公的年金の運営主体において併

せて実施する。 

重要 
6(3) 

員会」を設置すること、「適用」及び「徴収」の業務はねんき

ん事業機構において実施すること等について盛り込んだ「健康

保険法等の一部を改正する法律案」を平成18年通常国会（第

164回）に提出 

４ 改革の継続的

な推進 
［推進官庁］ 

・厚生労働省 

・新組織の発足後も、事業運営の効率性、保険料収納

率、サービス改善等の状況を総合的に評価し、組織形

態を含め全般を見直しながら、継続的に改革を進め

る。 

重要 
6(4) 

・組織改革と併せて、国民年金保険料の収納対策の強化、サービ

スの向上などの業務改革についても一体的に推進することと

し、法的措置が必要な事項について盛り込んだ「国民年金事業

等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律

案」を平成18年通常国会（第164回）に提出 

 

５ 年金福祉施設

等について 
［推進官庁］ 

・厚生労働省 

・年金福祉施設等については、５年後の廃止を前提とし

た独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構にお

いて整理合理化を進めるとともに、年金福祉施設等の

運営等が委託されている公益法人についても、廃止・

統合等の抜本的な見直しを速やかに進める。 

重要 
6(5) 

 ・年金福祉施設等については、平成17年

10月に設立された独立行政法人年金・

健康保険福祉施設整理機構において、

今後５年間で整理合理化を実施 
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Ⅶ 規制改革・民間開放の推進等 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

１ 規制改革・民

間開放の推進 
［推進官庁］ 

・内閣府 

    

(1) 総論 ・民間主体の「規制改革・民間開放推進会議」と閣僚で

構成する「規制改革・民間開放推進本部」が緊密に連

携する。 

方針 
4(1) 

 ・事前規制型行政から事後監視型行政への転換を図る。 方針 
4(1) 

 ・規制の新設を必要最小限にするとの基本方針の下、規

制の新設審査等を厳格に行う。 

方針 
4(1) 

 ・国の事務事業について根底から検証し、市場化テスト

の導入も図りつつ、民間開放を強力に推進する。 

方針 
4(1) 

 ・地方公共団体の業務の民間開放の阻害要因になってい

る国の法令等に基づく規制について、必要に応じ検

討・見直しを行う。 

方針 
4(1) 

・規制改革・民間開放推進会議による「規制改革・民間開放の推

進に関する第１次答申（平成 16 年 12 年 24 日）」の具体的施

策を最大限に尊重し、平成 17 年３月 25 日に「規制改革・民間

開放推進３か年計画」を改定を閣議決定 

・規制改革・民間開放推進会議による「規制改革・民間開放の推

進に関する第２次答申（平成 17 年 12 年 21 日）」の具体的施

策を最大限に尊重し、平成 18 年３月 31 日に「規制改革・民間

開放推進３か年計画（再改定）」を閣議決定 

・規制改革・民間開放推進会議では、引

き続き、規制改革・民間開放推進本

部、経済財政諮問会議等とも連携しつ

つ、規制改革を推進 

(2) 「市場化テス

ト」の本格的導

入 

・公共サービスの受け手となる国民の視点に立ち、公共

サービスの質の維持向上・コストの削減・要否の仕分

け等に資するよう、経済財政運営と構造改革に関する

基本方針2005等を踏まえ、「公共サービス効率化法

（市場化テスト法）案（仮称）」を平成18年通常国会

に早期に提出する。 

重要 
7(1) 

 ・「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」等

を踏まえ、市場化テストを積極的に活用し、規制改

革・民間開放を抜本的に推進する。平成17年度にモデ

ル事業を実施し、「市場化テスト法」(仮称)も含めた

制度の整備を検討する。 

方針 
4(1) 

・市場化テストの本格的導入を図るため、競争の導入による公共

サービスの改革を実施するための必要な事項を定めた「競争の

導入による公共サービスの改革に関する法律案」を平成18年通

常国会（第164回）に提出 

・法案が成立したあかつきには、事業の

仕分けを盛り込んだ「公共サービス改

革基本方針」の策定など速やかに法律

に基づく市場化テストが実施できるよ

う、必要な政省令やガイドラインなど

を整備 

(3) 官業の民間開

放の推進 

・国が直接実施している事務・事業、独立行政法人、特

殊法人、認可法人、公益法人が実施している事務・事

業、地方公共団体の事務・事業について、民間委譲、

民間への包括的業務委託又は民間参入に向けた環境整

備を積極的に推進する。 

重要 
7(2) 

 ・平成16年における取組を更に総合的に進め、国の事務

事業の民間委譲、業務委託を推進する。推進に当た

り、国有財産管理制度について、国の機関等に周知徹

底する。 

方針 
4(1) 

・①国が直接実施する事務・事業、②独立行政法人、③特別の法

律により設立される民間法人（特殊法人、認可法人）、④公益

法人（指定法人等）、⑤地方公共団体の事務・事業について、

個別具体的に検証を行い、「規制改革・民間開放推進３か年計

画（再改定）」にて民間委譲、民間委託の推進を決定 

・「民間にできることは民間に」という

原則の下、更に幅広く官業の民間開放

を推進 

(4) 主要分野の規

制改革の推進 
・「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」に基

づき、計画の実施状況の監視やフォローアップ、個別

重要 
7(3) 

・規制改革・民間開放推進会議による「規制改革・民間開放の推

進に関する第２次答申（平成17年12年21日）」の具体的施策を

・規制改革・民間開放推進３か年計画

（再改定）に基づき、引き続き規制改 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 要望や新たな課題への対応など、検討を進める。  

 ・少子化への対応、生活・ビジネスインフラの競争促

進、外国人の移入・在留、「個別重点検討分野」とし

て掲げる医療、教育、農業・土地住宅分野について、

同会議の第２次答申の具体的施策を踏まえ、規制改

革・民間開放推進本部とも連携を図りつつ、速やかに

必要な規制改革を推進する。 

重要 
7(3) 

最大限に尊重し、平成18年３月31日に「規制改革・民間開放推

進３か年計画（再改定）」を閣議決定 

革・民間開放を推進 

 ・「規制改革・民間開放推進３か年計画」に基づき、検

討を進める。規制改革・民間開放推進会議が重点検討

事項として掲げる14項目について、第１次答申を踏ま

え、規制改革・民間開放推進本部とも連携を図りつ

つ、速やかに必要な検討を進める。 

方針 
4(1) 

  

(5) 規制の評価・

見直しの推進 

・各府省は引き続きRIAの試行を積極的に実施するとと

もに、総務省は平成18年度中に行政機関が行う政策の

評価に関する法律の枠組みの下で、規制について事前

評価を義務付けるために必要な措置を講ずる。 

重要 
7(4) 

 ・「規制改革・民間開放推進３か年計画」に基づき、平

成16年度から試行されているＲＩＡ(規制影響分析)の

積極的な実施を推進するとともに、評価手法が開発さ

れた時点で行政機関政策評価法の枠組みの下で早期に

規制の事前評価の義務付けを図る。 

方針 
4(1) 

・内閣府規制改革・民間開放推進室は、各府省が平成16年度から

試行的実施を行うこととされているRIAについて、参考となる

実施要領を作成し各府省に送付 

・各府省は平成16年10月からRIAを試行的に実施。現在までに100

件を超える試行事例が蓄積 

・総務省は、平成17年６月に、各府省において実施されている

RIAの試行の概要を取りまとめ公表 

・総務省は、平成15年９月以降、計６回開催した「規制に関する

政策評価の手法に関する研究会」の検討結果を取りまとめ、

「規制に関する政策評価の手法に関する調査研究」として、平

成16年７月に公表。平成17年９月からは規制に関する事前評価

の義務付けに向け、研究会を開催し、同年11月に中間報告 

・各府省は引き続き、RIAの試行を積極的

に実施 

・総務省は平成18年度中に行政機関が行

う政策の評価に関する法律の枠組みの

下で、規制について事前評価を義務付

けるため必要な措置を実施 

 ・通知・通達等法令以外の規定に基づく規制について、

規制改革・民間開放推進会議の第２次答申の具体的施

策を踏まえ、必要な見直しを推進する。また、制度創

設以来一定の年限が経過した規定に基づく規制につい

て、平成18年度中に見直し基準を策定し、見直しを推

進する。 

重要 
7(4) 

・規制改革・民間開放推進会議による「規制改革・民間開放の推

進に関する第２次答申（平成17年12年21日）」の具体的施策を

最大限に尊重し、平成18年３月31日に「規制改革・民間開放推

進３か年計画（再改定）」を閣議決定 

・「規制改革・民間開放推進３か年計画

（改定）」の着実な実施及び制度創設

以来一定の年限が経過した規制に基づ

く規制について平成 18 年度中に必要な

措置を実施 

(6) その他 ・現行「規制緩和推進３か年計画(再改定)」の着実な実

施を図る。平成13年度を初年度とする新たな「規制改

革推進３か年計画」を平成12年度末までに策定する。

大綱 
Ⅲ-(1) 

 ・新計画の策定に当たっては、ＩＴ革命の推進など近年

の社会経済情勢の変化への対応を重視するとともに、

医療・福祉、雇用・労働、教育などの社会システムの

活性化に資するものをはじめ、各分野の規制改革の推

進に積極的に取り組むとともに、市場機能をより発揮

するための競争政策の積極的展開を図る。 

大綱 
Ⅲ-(1) 

・平成13年３月30日に平成13年度を初年度とする「規制改革推進

３か年計画」を閣議決定し、着実に実施 

・平成14年３月29日には「規制改革・民間開放推進３か年計画

(改定)」を閣議決定。改定に際して、総合規制改革会議が策定

した「規制改革の推進に関する第１次答申」の指摘事項を「重

点計画事項」として新たに章立てて列記するとともに、個別措

置事項を盛込み 

・平成15年３月28日には、同計画の再改定を閣議決定。再改定に

際しては、「規制改革の推進に関する第２次答申」の指摘事項

を「重点計画事項」として章立てて列記するとともに、個別措

・「規制改革・民間開放推進３か年計画

（改定）」(平成17年３月25日閣議決

定)の実施状況に関するフォローアップ

を行い、これを公表 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

  

 ・規制改革の推進に当たっては、国民の不安、疑念の蔓

延状況にかんがみ、特に国民の安全を確保する見地か

ら、企業における自己責任体制を確立し、情報公開等

の徹底を図る。 

大綱 
Ⅲ-(1) 

 ・環境への負荷の少ない、循環型社会の形成を促進す

る。環境規制の改革に当たっては、持続的に発展する

ことができる社会を構築する観点からの取組を進め

る。 

大綱 
Ⅲ-(1) 

 ・日本経済の活性化、豊かな社会の実現のため、公正か

つ自由な競争を促進することとし、独占禁止法等の運

用の明確化、執行力の強化等により競争政策の推進を

図る。 

大綱 
Ⅲ-(1) 

置事項を盛込み 

・平成16年３月19日には、「規制改革・民間開放推進３か年計

画」を閣議決定。決定に際しては、「規制改革の推進に関する

第３次答申」を最大限に尊重する旨の閣議決定(平成15年12月

26日)を踏まえ、第３次答申の指摘事項を「重点計画事項」と

して章立てて列記するとともに、個別措置事項を盛込み 

・平成17年３月25日には、「規制改革・民間開放推進３か年計画

(改定)」を閣議決定。決定に際しては、「規制改革・民間開放

の推進に関する第１次答申」等を最大限に尊重する旨の閣議決

定(平成16年12月28日)を踏まえ、第１次答申等の指摘事項を

「重点計画事項」として章立てて列記するとともに、個別措置

事項を盛込み 

・平成18年３月31日には、「規制改革・民間開放推進３か年計画

(再改定)」を閣議決定。決定に際しては、「規制改革・民間開

放の推進に関する第２次答申」等を最大限に尊重する旨の閣議

決定(平成17年12月22日)を踏まえ、第２次答申等の指摘事項を

「重点計画事項」として章立てて列記するとともに、個別措置

事項を盛込み 

 

 ・国民や企業の経済活動にかかわる民事・刑事の基本法

について、抜本的に見直す。用語・表記法において

も、新たな時代にふさわしく、かつ国民に分かりやす

いものとする。これらの法整備は平成17年度を目途に

完了させる。 

大綱 
Ⅲ-(1) 

・片仮名・文語体で表記されている民法を平仮名・口語体に改め

るとともに、現代では用いられていない用語を平易なものに置

き換える(いわゆる現代語化)ための「民法の一部を改正する法

律」が第161回国会にて成立(平成16年法律第147号、平成17年

４月１日施行) 

 

 ・電気通信事業における競争政策の在り方については、

ＮＴＴの在り方も含め、郵政省の電気通信審議会の審

議結果等を踏まえ、法改正を含む所要の措置を講ず

る。 

大綱 
Ⅲ-(2) 

・総務省は、「IT革命を推進するための電気通信事業における競

争政策の在り方についての第二次答申」(平成14年２月19日)、

「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在

り方についての最終答申」(同年８月７日)等を踏まえ、新たな

競争政策の導入に向けて第156回国会に「電気通信事業法及び

日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

案」を提出し、平成15年７月17日に成立、同月24日に公布、平

成16年４月１日に施行 

・また、公正取引委員会と総務省は共同して、独占禁止法及び電

気通信事業法の運用の透明性を高めるため、「電気通信事業分

野における競争の促進に関する指針」(平成13年11月30日)を策

定・公表。同指針については、平成16年４月に施行された電気

通信事業法の改正等に伴う規定の修正及び独占禁止法の運用事

例を踏まえた問題行為の追加等を内容とする同指針の一部改定

を共同で実施(平成16年６月18日公表) 

・さらに、総務省は、平成15年度から電気通信事業分野の競争状

況の評価を実施。平成17年度についても、同年11月に「電気通

信事業分野の競争状況の評価に関する基本方針」及び「電気通

信事業分野の競争状況に関する平成17年度実施細目」を策定・

・総務省は、引き続き、透明性・客観性

に配慮しつつ、電気通信事業分野の主

要な領域である①固定通信領域、②移

動体通信領域、③インターネット接続

領域、④企業内ネットワーク領域のす

べての領域について、競争状況の分

析・評価を実施 

・さらに、総務省は、平成18年１月から

開催している「通信・放送の在り方に

関する懇談会」や平成17年10月から開

催している「IP化の進展に対応した競

争ルールの在り方に関する懇談会」等

における議論を踏まえ、競争政策上の

必要な措置について検討 

・また、公正取引委員会は、平成13年４

月に設置した「IT・公益事業タスクフ

ォース」を有効に活用し、独占禁止法

違反に対し、効率的かつ迅速に対応 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

  公表。これらに基づき、平成17年度は「固定通信」「インター

ネット接続」「移動体通信」等を含むすべての領域について、

競争評価を実施中 

・また、公正取引委員会は、IP(インターネットプロトコル)化等

の技術革新及び競争の進展によって、ADSL等のブロードバンド

サービスをめぐる急速な競争状況の変化が見られる中、今後の

電気通信事業分野における競争政策の的確な運営に役立てるた

め、ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査を実施

し、報告書を平成16年４月27日に公表 

 

 ・新たな規制改革推進３か年計画の実施状況を監視する

とともに、経済社会の構造改革の視点も含めて幅広く

規制改革を推進していくため、新たな審議機関を内閣

府に置くことについて検討し、平成12年度末までに具

体的成案を得る。 

大綱 
Ⅲ-(3) 

・平成16年３月31日をもって総合規制改革会議は廃止されたが、

平成16年４月１日に規制改革・民間開放推進会議が発足し、経

済社会の構造改革を進める上で必要な国及び地方公共団体の事

務及び事業を民間に開放することによる規制の在り方の改革に

関する事項、その他の規制の在り方の改革に関する基本的事項

について総合的に調査審議 

・引き続き、規制改革・民間開放推進会

議にて調査審議 

・また、「規制改革・民間開放推進３か

年計画(再改定)」の実施状況を監視 

２ 構造改革特区

の推進 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

・平成16年10月中旬から11月中旬までに受け付けた提案

のうち、特区又は全国で実施するものを、平成17年２

月を目途に構造改革特別区域推進本部において決定す

る。 

方針 
4(2) 

・「構造改革特区の第６次提案に対する政府の対応方針」を平成

17年２月９日に構造改革特別区域推進本部にて決定 

・同対応方針別表１に掲げられた規制の特例措置については、構

造改革特別区域基本方針（平成17年４月22日閣議決定）別表１

に反映 

 

 ・「構造改革特別区域基本方針」(平成15年１月24日閣

議決定)に基づき、引き続き、定期的に地方公共団体

や民間事業者等から提案を募集し、寄せられた提案を

実現するためにはどうすればいいかという方向で検討

を行う。 

方針 
4(2) 

・これまでに、８回にわたり提案募集を実施。寄せられた提案に

ついて検討の結果、206件を特区、341件を全国で実現 

・平成 18 年度においても、「構造改革特

別区域基本方針」(平成 15 年１月 24 日

閣議決定)に基づき、特区において講ず

べき規制の特例措置について、地方公

共団体及び民間事業者等から提案募

集。寄せられた提案については、「実

現するためにはどうすればいいか。」

という方向で検討 

 ・今後とも、地方公共団体の作成した構造改革特別区域

計画が構造改革特別区域基本方針に定められた事項を

満たす場合には、その数を限定せず、認定する。 

方針 
4(2) 

・これまでに地方公共団体から申請のあった構造改革特別区域計

画については、構造改革特別区域基本方針（平成15年１月24日

閣議決定）３．に定める認定の基準を満たす場合、すべて認定

・今後とも、「構造改革特別区域基本方

針」に基づき、地方公共団体の作成し

た構造改革特別区域計画については、

同方針３．に定める事項を満たす場合

には、その数を限定せずに認定 

 ・導入後概ね１年を経過した規制の特例措置のうち、評

価委員会で特段の問題の生じないと判断されたもの

は、速やかに全国展開を図る。 

方針 
4(2) 

・これまでに、全国展開すべきとの評価意見を評価委員会が提出

した64の規制の特例措置について、構造改革特別区域推進本部

で全国展開を決定 

・平成 18 年度においても、評価委員会に

おいて、年２回、特区において講じら

れた規制の特例措置の評価を行うこと

とし、構造改革特別区域推進本部は、

評価委員会の意見を踏まえ、特区又は

全国での新たな規制改革の実施につい

て決定 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 

 

・特区提案を実現できなかった案件についての構造的な

要因等の問題点を明らかにした総点検結果を受けた取

組等を行う。 

方針 
4(2) 

・平成17年３月31日に「構造改革特区に関する有識者会議」を設

置。同会議において、これまでの特区提案のうち実現しなかっ

たものの中から18の「重点検討項目」を選定し検討 

・検討の結果、同年９月30日に取りまとめられた有識者会議の意

見を踏まえ、同年10月21日に「構造改革特区に関する有識者会

議の意見に対する政府の対応方針」を構造改革特別区域推進本

部で決定。これにより全国で７項目、特区で２項目の規制改革

を実現 
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Ⅷ 政策評価の改善・充実 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

［推進官庁］ 

・総務省 
・施政方針演説等で示された内閣の重要政策を踏ま

え、各府省の政策の体系化を図り、それらに応じ

た政策評価の重点化・効率化を推進する。 

重要 
8 

 ・政策評価の質の一層の向上を推進するため、政策

体系の明示や達成目標の定量化、データ等の公表

等に取り組むとともに、政策評価と予算・決算と

の連携強化を図る。 

重要 
8 

 ・政策評価の結果を国民に分かりやすく伝えるよう

評価書等の改善を進めるなどにより、国民への説

明責任を徹底する。 

重要 
8 

 ・政策評価の質の向上を図りつつ、評価結果を各府

省の予算要求等政策に反映させるとともに、複数

府省に関係する政策についての府省横断的な検証

に積極的に取り組むなど、政府全体としての政策

評価の充実に努め、効果的・効率的な行政の推進

を図る。 

方針 
3(4) 

 ・政策評価に関する情報の公表を徹底し、外部から

の検証可能性を確保するなど、国民に対する説明

責任の徹底を図る。 

方針 
3(4) 

 ・政策評価担当組織相互間の連携を密にし、政策評

価を担当する人材の養成、政策評価部門における

民間専門家の採用などによる要員の確保を図ると

ともに、政策評価に関する所在情報の整備、評価

手法の調査研究の推進等を図る。 

 

大綱 
Ⅰ-3(1) 

・総務省は、政府全体の政策評価等の実施状況及びこれらの結果

の政策への反映状況に関する報告書を作成し、毎年６月に国会

に提出するとともに公表(政府全体として、毎年約１万件の政策

評価を実施) 

・各府省における政策評価の実施・公表時期の早期化や評価結果

の予算要求等への反映状況の取りまとめ・公表など、政策評価

結果の予算要求等政策への適切な反映を推進 

・財務省主計局は、予算編成に当たり、各府省が行った政策評価

の結果を活用して、予算の重点化・効率化等に努力 

・総務省行政管理局は、機構・定員の審査に当たり、各府省が行

った政策評価の結果の活用に努力 

・政策評価担当組織相互の連携を密にするため、政策評価各府省

連絡会議等を開催して、情報交換等を行い、政策評価の質の向

上を推進 

・「政策評価フォーラム」の開催等、政策評価に関する広報を積

極的に展開 

・政策評価を担当する人材の養成に資するよう、平成13年度から

17年度までに、各府省の職員等を対象とした「政策評価に関す

る統一研修」(中央研修14回、地方研修79回)を実施 

・総務省行政評価局を始めとする政策評価部門において、一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律

第125号)を活用して民間専門家を採用 

・政策評価に関する情報の所在に関する情報を一元的かつ容易に

検索できるクリアリング・ハウス機能の整備を進めるととも

に、政策評価制度に関する国民からの問い合わせに対応するた

めに「政策評価情報の所在案内窓口」を平成14年８月に総務省

行政評価局及び全国の都道府県にある管区行政評価局・行政評

価事務所等に設置 

・政策評価等の実施に必要な情報の行政機関相互間における活用

の促進のため、各府省共通のデータベースの供用を開始 

・「諸外国における政策効果等の定量的把握の方法等に関する調

査研究」(平成16年度)、「諸外国における業績目標の達成度の

把握に関する調査研究」（平成17年度）など評価手法等に関す

る調査研究を実施し、その結果を各府省に提供 

・引き続き、政策評価の改善・充実に向

けて必要な取組を推進 

・改定後の「政策評価に関する基本方

針」に基づく各府省の政策評価の実施

を促進 

 ・平成17年４月に「行政機関が行う政策の評価に関

する法律」の施行から３年を経過することから、

施行状況に検討を加え、政策評価の改善・充実に

必要な措置を講ずる。 

 

方針 
3(4) 

・政策評価・独立行政法人評価委員会の答申を受け、平成17年12

月16日に「政策評価に関する基本方針」の改定を閣議決定し、

平成17年12月16日に「政策評価の実施に関するガイドライン」

を策定、これらに基づき、各府省において基本計画の見直し、

実施計画の策定等を実施 

 

 ・「政策評価制度の法制化に関する研究会」におけ

る検討を踏まえながら、できる限り早期に成案を 

大綱 
Ⅰ-3(2) 

・平成13年６月22日に行政機関が行う政策の評価に関する法律(平

成13年法律第86号)が成立。平成14年４月１日に施行 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

得て、所要の法律案を次期通常国会に提出する。  ・平成14年３月15日に行政機関が行う政策の評価に関する法律施

行令(平成14年政令第49号)を閣議決定 

・平成13年12月28日に「政策評価に関する基本方針」を閣議決定 

 

 ・「政策評価に関する標準的ガイドライン」を平成

13年１月に決定し、公表する。これに沿って、各

府省において政策評価に関する実施要領を速やか

に策定、公表し、全政府的に政策評価を着実に実

施する。 

大綱 
Ⅰ-3(1) 

・平成13年１月15日に「政策評価に関する標準的ガイドライン」

を政策評価各府省連絡会議において決定。これに沿って、平成

13年７月末までにすべての府省が「政策評価に関する実施要

領」を策定し、公表 

 

 



 64

Ⅸ 公益法人制度改革 

事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

１ 公益法人制度

の抜本的改革 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

・公益法人制度の改革については、16年行革方針におい

て具体化された「公益法人制度改革の基本的枠組み」

に基づき、制度上の枠組みを設計し、法案を平成18年

通常国会に提出する。 

重要 
9 

 ・新制度施行までの間に、対応する税制上の措置を講ず

る。 

重要 
9 

 ・現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、公益性

の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立

できる一般的な非営利法人制度を創設。また、主務官

庁制を抜本的に見直し、民間有識者からなる委員会の

意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事

業等の公益性を判断する仕組みを創設する。 

方針 
7 

別紙 3 

・民法の定める公益法人に関する制度（主務官庁が自由裁量によ

り、公益法人の設立許可等を行う制度）を抜本的に改め、法人

格の取得と公益性の判断を分離した新たな制度を創設するた

め、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案」、「公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」及び

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律案」を平成18年通常国会（第164回）

に提出 

・左記法案成立後、その施行に向けた準

備 

２ 公益法人に対

する行政の関与

の在り方の改革 
［推進官庁］ 

・内閣官房 

 

 

   

(1) 委託等、推

薦等に係る事

務・事業の見

直し 

・国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている

検査等の事務・事業については、官民の役割分担及び

規制改革の観点から厳しく見直した上で、今後とも国

の関与が必要とされるものについては、国又は独立行

政法人への事務移管等所要の措置を講じ、これ以外の

ものについては、当該事務・事業に対する国の関与は

廃止するなどの措置を講ずる。 

大綱 
Ⅰ-5(1) 

・「行政改革大綱」に基づき、平成14年３月29日に「公益法人に

対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(以下Ⅸにおいて

「実施計画」という）を閣議決定 

・委託等に係る事務・事業について、「実施計画」において措置

を講ずることとした86制度（うち「実施計画」において措置を

講ずることとしたもの83制度、平成16年度中に新たに措置を講

ずることとしたもの３制度）のうち、83制度が必要な措置を講

じたものとして措置済(全体の96.5％) 

・推薦等に係る事務・事業について、107制度のうち、91制度が

必要な措置を講じたものとして措置済(全体の85.0％) 

 

(2) 財政負担の縮

減・合理化 

・国からの公益法人への補助金等については、官民の役

割分担の観点、限られた財政資金の効率的使用の観

点、及び行政の説明責任の確保と透明性の向上の観点

から厳しく見直し、その縮減・合理化を進める。 

大綱 
Ⅰ-5(2) 

・「実施計画」において「公益法人に対する国の関与等を透明

化・合理化するための措置」を講ずることとし、「実施計画」

の対象事項に対する措置について、353件(うち「実施計画」で

措置を講ずることとしたもの332件、平成15年度決算において

新たに措置を講ずることとしたもの17件、平成14年度決算以前

において対象となり未措置であったもの４件)のうち、すべて

の事項について必要な措置が講じられているものは309件(全体

の87.5％) 

・また、公益法人向けの補助金等全般に対する措置について、対

象となる全902法人のうち、すべての事項について必要な措置

が講じられている法人は743法人(全体の82.4％) 

 

 ・公益法人に対する補助金等の支出の適正化について 大綱 
Ⅰ-5(2) 

・「行政改革大綱」に基づき、平成14年３月29日に「実施計画」  
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

 は、補助金等を他の法人等の第三者に分配・交付する

もの、補助金等が法人の年間収入の大部分を占めるも

の及び役員報酬に対する国の助成を行っているものに

ついて必要な措置を講じる。 

 を閣議決定 

・補助金等の見直しについて、353件(うち「実施計画」において

措置を講ずることとしたもの332件、平成15年度決算において

新たに措置を講ずることとしたもの17件、平成14年度決算以前

において対象となり未措置であったもの４件)のうち、253件が

必要な措置を講じたものとして措置済(全体から例外事項(71

件)を除いた89.7％) 

(3) 措置期限 ・上記(1)、(2)の改革は、平成13年度末を目途に実施計

画を策定し、平成17年度末までのできる限り早い時期

に実行する。 

大綱 
Ⅰ-5(3) 

・「行政改革大綱」に基づき、行政改革推進事務局が中心となっ

て関係府省と必要な検討・調整を行い、平成14年３月29日に

「実施計画」を閣議決定 

・「実施計画」に基づき、各府省において実施。また、内閣官房

は、必要に応じて調整の任に当たり、総務省は、関係府省の協

力を得て、「実施計画」のフォローアップを行っているところ

 

３ 経過措置等 
［推進官庁 

・総務省 

・改革が実行されるまでの間は、「『公益法人の設立許

可及び指導監督基準』及び『公益法人に対する検査等

の委託等に関する基準』について」(平成８年９月20

日閣議決定)の規定の徹底を図る。 

大綱 
Ⅰ-5(3) 

・各所管官庁において左記基準の徹底を指導 

・左記基準の遵守状況等を内容とする「公益法人に関する年次報

告」を平成17年８月５日に公表 

・平成13年２月、少なくとも３年に１回の立入検査を実施するこ

とと等を内容とする指導監督体制の充実強化についての関係省

庁申合せを行い、平成17年６月20日には平成16年度の国所管法

人の立入検査の実施状況を公表 

・引き続き各所管官庁において立入検査

の着実な実施等を通じて指導監督を徹

底 

・左記基準の実施状況等について毎年度

の「公益法人に関する年次報告」で公

表 

 

 ・役員の報酬等の在り方について、特殊法人等における

検討を踏まえ、所要の措置を講ずる。 

大綱 
Ⅰ-5(3) 

・平成13年12月の「公務員制度改革大綱」の閣議決定において、

補助金等を受ける等の公益法人については、役員の報酬規程・

退職金規程を定め、公開すること、国と特に密接な関係を持つ

公益法人に対し、役員の報酬・退職金が国家公務員の水準と比

べても不当に高額に過ぎないよう指導することを盛込み 

・上記閣議決定を踏まえ、平成14年３月に具体的取組事項を定め

た「公務員制度改革大綱に基づく措置について」を申し合わ

せ、平成16年度の推進状況については「平成17年度公益法人に

関する年次報告」において公表 

・引き続き各所管官庁において「公務員

制度改革大綱」及び「公務員制度改革

大綱に基づく措置について」に沿った

措置が講じられるよう指導監督を徹底 

・上記の取組状況等について毎年度の

「公益法人に関する年次報告」で公表 

 ・経営情報の公開については、国からの委託等、推薦等

又は補助金等に係る事業内容等の公開や外部からの業

績評価を進めるとともに、公益法人会計基準の改善策

の検討を行う。 

大綱 
Ⅰ-5(3) 

＜委託等、推薦等又は補助金等に係る事業内容の公開＞ 

・平成13年８月のインターネットの活用によるディスクロージャ

ーの充実についての政府申合せを踏まえ、法人の業務・財務資

料をインターネットで公開 

・平成14年３月の「実施計画」を踏まえ、事務・事業の委託や補

助金等の交付に際しては、行政と法人の双方に対し、徹底的か

つ効果的なディスクロージャーの措置 

＜外部からの業績評価＞ 

・平成13年２月の指導監督の充実強化の関係省庁申合せに基づ

き、一定規模以上の法人への外部監査を要請 

＜公益法人会計基準の検討＞ 

・「公益法人会計基準検討会」の報告書を踏まえ、平成16年10

＜委託等、推薦等又は補助金等に係る事

業内容の公開＞ 

・引き続き各所管官庁において左記閣議

決定、関係省庁申合せの取組を着実に

実施 

・平成 18 年４月１日以後開始する事業

年度からできるだけ速やかに実施 
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事項 概要 区分 これまでに講じた措置 今後講ずることとしている措置 

月、企業会計手法の大幅な導入、受託責任の明確化等を内容と

する新公益法人会計基準を、また、平成17年３月には細目的事

項等について関係省庁で申合せたところ。さらに、平成17年８

月には、これらに伴い必要となる指導監督基準の運用指針の改

正を行ったところ 

４ 地方公益法人

に係る措置  
・推進官庁 

・総務省 

 

・都道府県所管公益法人について、国は、地方公共団体

に対し、上記(1)、(2)と同様の措置を講ずるよう要請

するとともに、地方公共団体の支出についても、国の

公益法人改革を踏まえて、地方交付税措置の見直しを

行う。 

大綱 
Ⅰ-5(3) 

・地方公共団体の支出についても、国の公益法人改革を踏まえ

て、地方交付税措置の見直しを実施 

・引き続き、国の公益法人改革を踏まえ

て、地方交付税措置の見直しを実施 
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